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巻頭言

今を見極め，未来を育てる：
保健師教育の質保証という視点

一般社団法人全国保健師教育機関協議会　副会長
日本赤十字看護大学

井口　理

社会の構造が大きく揺らぐ中，2040年を見据えた人材育成の必要性が様々な領域で語られています．中央教育審議

会（2018）が指摘するように，これからの時代は予測が難しく，多様な価値観が共存し，社会課題が一層複雑化して

いくことが見込まれます．保健師が活動する地域も例外ではなく，生活の多様化が進むにつれて健康課題は複雑さを

増しています．さらに近年では，生成 AIの急速な普及により，情報の扱い方や意思決定のプロセスそのものが変容

しつつあり，保健師教育もその影響を避けて通ることはできません．地域の姿や人々の生活が変わり続ける時代に，

保健師が柔軟に対応できるよう，「変化を理解し，自ら学び続け，地域とともに課題を解決していく姿勢」を育む教育

が求められているのではないでしょうか．

全国保健師教育機関協議会の教育評価準備委員会では，2024年に「保健師教育課程の質を保証する評価基準」を改

訂しました．この改訂は，社会の変化や保健師教育課程の多様化，さらに 2040年を見据えた人材育成の必要性を踏ま

え，教育課程の質保証をより確かなものにするために行われたものです．ここで示された評価基準は，卒業認定方針

や教育課程編成方針の明確化，授業科目の体系化，到達度評価の適正化などを柱としており，各校が自己点検を通し

て教育改善を図るための手がかりとなるものです．また，教育の確かさを支え，透明性を高める上でも欠かせない枠

組みです．変化し続ける社会の中で，複雑な課題に対応できる人材を育成するためには，教育の質をいかに担保し，

継続的に高めていくかという視点がますます重要になっています．

そのためには，教員自身もまた「変化に対応できる存在」であることが求められます．新しい技術を理解し，学習

者の多様な背景に応じた教育方法を模索し，実践と教育を結びつけながら，学生の学びを可視化する姿勢が重要です．

今を丁寧に見極め，次の時代に必要な力をともに育てていくこと．その歩みの先に，2040年の地域を支え，住民とと

もに未来をつくる保健師の姿があると信じています．

文 献

中央教育審議会（2018）：2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）．文部科学省．
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講演記事

2025 年度 第 13 回 一般社団法人 全国保健師教育機関協議会
秋季教員研修会

研修テーマ：『働き続ける保健師を育成するための県・市の取り組みと
教育機関との連携』

I．分かち合い，支え合い，育ち合う体制づくり

青木知子（静岡県）

1．はじめに

本県では，新型コロナウイルス感染症が拡大した

2021年度以降，保健師の離職者が増加し，特に 20歳

代の離職が目立つようになった．また，採用試験の受

験者数も減少し，必要数を確保できない状況が続いた．

これに対し，育成支援体制の強化と人材の安定的な確

保を目指し，組織全体で取り組みを開始したので報告

する．

2．静岡県保健師の状況

本県保健師の状況は表 1のとおり．新任期から中堅

前期の保健師が多い一方で，指導的役割を担う中堅後

表 1 静岡県保健師の年代別割合
（N=136）

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代

n 43 40 15 26 12

（%） （31.6） （29.4） （11.0） （19.1） （8.8）

期の保健師が少ない構成となっている．中堅後期は県

庁内所属に配置が偏る傾向にあるため，特に保健所機

能をもつ健康福祉センターにおいて，現場での新任期

保健師への指導・支援体制の強化が喫緊の課題となっ

ている．

3．育成支援体制強化に向けた取組

1）現任教育体制の整備

本県の保健師育成支援体制は図 1のとおり．県の所

管課，統括保健師，現任教育総括保健師等が連携し，

包括的な推進体制を構築している．現任教育総括保健

師等の連絡会では，県全体の人材育成における課題や

対策を検討するとともに，現任教育総括保健師自身の

リーダーシップやマネジメント能力の強化を図ってい

る．

各所属では，各期の保健師が共に学ぶ場として情報

交換会や勉強会等を実施するほか，現任教育総括保健

師による個別面談を通じて，能力到達度や業務の悩み

を確認・助言するなど，個々の課題に対応する仕組み

を整えている．さらに，定年延長制度導入に伴い，現

任教育総括保健師経験者（60歳以上）をトレーナー保

県庁健康増進課
課長、班長

現任教育総括保健師

各健康福祉センター課長 等

現任教育補佐保健師

新任期保健師 中堅期保健師 管理期保健師

各健康福祉センター医療健康部長 等
（保健所統括保健師）

県庁健康福祉部
健康局参事

（県統括保健師）

≪全体 健康増進課が主導≫
現任教育総括保健師等連絡会１回／２ヶ月開催

1 所属における人材育成支援の推進
2 現任教育総括保健師のリーダーシップ及び
    組織横断的なマネジメント力の強化
3 現任教育総括保健師同士が支え合う体制づくり

≪所属ごと≫支え合い育ち合う風土の醸成
所属内保健師情報交換会、研修等の実施
現任教育総括・補佐保健師と個別面談

1 キャリアラダーに基づき能力到達状況を自己チェック
2 現任教育総括保健師との課題の共有、検討
3 個々の能力に合ったＯＪＴ、ＯＦＦ-ＪＴの調整

図 1 静岡県保健師育成支援体制

保健師教育　第 10巻第 1号（2026）

（ 2 ）



健師に位置づけ，新任期保健師等へ寄り添った指導・

助言を行うことで，心理的安全性の高い職場づくりを

推進している．

2）静岡県保健師人材育成ガイドラインの活用

就職前の多様な経験や個人特性を踏まえ，2023年度

に人材育成ガイドラインを見直した．新たなガイドラ

インでは，従来の経験階層別ではなく，能力の成長段

階を整理した「キャリアラダー」形式を能力評価に導

入した．さらに，近年増加する産前・産後休暇等の長

期休業者への支援を新たに拡充した．本ガイドライン

に基づき，組織全体で統一した目標のもと，現任教育

を推進している．

3）人材育成研修の実施

本県では，県庁所管課が実施する目的別・経験別（新

任期・中堅期・管理期）研修に加え，各健康福祉セン

ターにおいて地域課題に即した人材育成研修を実施し

ている．これらの研修は県・市町の保健師を対象とし，

県内全体の資質向上を目的としている．研修の企画や

講師には看護系大学の協力を仰ぎ，専門的な知識・ス

キルの提供に努めている．教育機関との連携は，大学

教育と現任教育との接続強化に効果的であり，受講者

の理解促進に有用であると実感している．

4．人材確保の取組

1）入庁 6 年目のアンケート調査から

アンケートの結果，本県の採用活動を経ずに就職し

た者や，入庁後の業務内容等にギャップを感じている

者が散見され，早期離職の一因となっていることが示

唆された．この課題に対応するため，採用活動の強化

とともに，本県の組織体制や保健師業務について，よ

り丁寧な情報発信を進めていくこととなった．

2）教育機関と連携したリクルート活動

本県保健師を目指す者へ確実に情報発信するため，

就職説明会や職場見学会等の実施に加え，県内の看護

系大学を中心に採用情報等を共有し，窓口を通じた学

生への周知に努めている．教育機関との信頼関係に基

づく丁寧な情報共有は，学生への確実な情報提供と

キャリア支援を可能にし，結果として，採用選考の応

募者やインターンシップ等の採用活動参加者の増加に

つながっている．

5．おわりに

保健師の人材育成・確保には，教育機関との連携が

不可欠である．今後も教育機関とのつながりを大切に

し，本県が求める人材の育成・確保に努めていく．教

育機関の皆さまの御理解と御協力に深く感謝申し上げ

る．

II．藤枝における「人財確保」と定着への工夫

伊久美佳代（藤枝市 健康福祉部 健やか推進局

健康推進課）

1．はじめに

藤枝市は，静岡県の中部地区に位置し，温和な気候

と自然環境に恵まれ，駅周辺の都市機能と中山間地域

が共存している．古くは，東海道五十三次の 21・22番

目の宿場町「岡部宿」「藤枝宿」として本陣や多くの旅

籠が設けられた歴史ある街である．人口は，14万人

弱，高齢化率 31.6%の市で，面積は 194.6 km2で南北に

広く，市内の 7割を中山間地域が占めている．

市の総合計画では，市民の暮らしに直結する 4K（健

康・教育・環境・危機管理）施策を推進しており，ま

ちづくりの一丁目一番地を「健康づくり」と位置付け

ている．この認識を職員間で共有し，全ての市民が健

やかで幸せに暮らすことのできるまちを目指している．

現在，市の保健師は 33 名（うち再任用職員 2 名）

が，5部局 8課に分散配置されており，そのうち 22名

が衛生部門である健康推進課に配置されている．健康

推進課では，業務分担制と保健委員活動における地区

分担制を取り入れているほか，母子保健係はこども課

との兼務により，こども家庭センター業務を担ってい

る．また，健康推進課に配置されている保健師の年齢

構成を見ると，20歳代および 30歳代が 6割以上を占

め，その半数は入職後 5年未満の職員である．

本報告では，本市における保健師の人財確保および

定着に向けた取組について報告する．

2．部署横断的な取組

市では，保健師の分散配置が進む中，2014年から部

署横断的なミーティングを開始している．このミーティ

ングは，①保健師が他部署の業務を理解すること，②

保健活動の全体像や将来像を共有し，若手保健師のみ

ならず中堅保健師に対しても技術伝承を目的とした計

画的な研修の場とすること，③保健活動の歴史を学び，

保健技術を伝承するとともに，新たな保健活動を推進

することを主な目的としている．

ミーティングは業務時間内に定期的に開催しており，

保健師の統括的役割を担う健康推進課長が呼びかけ，

再任用職員を含む全ての保健師が参加している．
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3．人財確保に向けた取組

市では，インターンシップや看護学生の実習受入，

各団体が実施する就職説明会への積極的な参加を通じ

て，市の保健師活動の発信に努めている．

看護学生の実習受入においては，3校を受け入れて

いる．実習開始時点では保健師を志望する学生は少な

いものの，実習後には「保健師の仕事に興味を持った」

との感想が多く寄せられている．保健師として働くこ

とを進路選択の一つとして捉える学生が増えることを

念頭に置き，実習指導を行っている．また，実習指導

者にとっても，学生指導を通じて自身の成長につなが

ることを期待している．

加えて，市の保健師の人員配置および確保について

は人事部門と情報共有を行い，計画的な保健師確保に

つなげている．

4．人財育成と定着に向けた取組

市では，新任期職員が配置された部署において，OJT

サポーターを配置し，課長・係長とともにチーム体制

で育成を行っている．サポーターは実務指導とは異な

り，マナーやルールの指導を担い，実務から一定の距

離を保った関わりを通じて，新任期職員の心理的安全

性の確保を重視している．

OJTでは，第一に，新任期職員自身が「なりたい自

分像（保健師像）」を描くことを重要視している．保健

師を志した動機や入職年齢，教育課程が多様であるこ

とを踏まえ，保健師としての専門性と行政職としての

スキルの双方を段階的に身に付けられるよう支援して

いる．具体的には，事業参加経験等を確認する「保健

師チェック表」を用いて，日々の経験を振り返るとと

もに，先輩保健師との定期的な確認を行うことで，未

経験の事業については早期に体験ができるよう調整を

行っている．

第二に，「幅広い見識と専門的技能を兼ね備えるこ

と」を目標とし，サポーター自身が新任期職員に対し

て，根拠に基づいた説明や指導を意図的に行っている．

これにより，新任期職員が事業実施に必要な PDCAサ

イクルを早期に身に付けるとともに，サポーター自身

の理解力や説明力の向上にもつながっている．

第三に，面談を通じて仕事のやりがいを認識できる

よう支援している．具体的には，静岡県が作成したガ

イドラインを参考に，新任期職員自身がラダーを把握

し，上司との面談を通じて，経験から感じたこと，考

えたことを整理している．その過程で，保健師として

の行動が市民や地域に与える影響を振り返り，自身の

経験の意味づけを行うことで，達成感や，やりがいに

つなげている．

Off-JTでは，県が主催する職位経験別や専門分野別

の研修参加後の研修報告を職場内の保健師で共有する

場を設け，研修で得た知識を実践に活かす工夫をして

いる．

このように，日々のコミュニケーションと定期的な

面談などを通じて，保健師としての専門性と行政職と

してのスキルの双方を高め，行政で働く保健師として

のキャリア形成を支援している．

5．まとめ

若手職員が多い職場であることから，新任期職員が

先輩や同僚保健師との関わりの中で，1年後・5年後の

保健師像，さらには働き続ける将来像を描きやすい環

境となっている．今後も，市の目指す方向性を共有し

ながら，保健師同士が互いに学び，育ち合う環境を維

持していきたい．

III．保健師基礎教育と県や市町との連携

三輪眞知子（聖隷クリストファー大学）

1．はじめに

聖隷クリストファー大学は，建学の精神である「生

命の尊厳と隣人愛」を基とし，70年の歴史の中で保健

医療福祉教育の分野において地域社会から高い評価を

得てきた．1992年に開学した看護学部は今年で 33周

年を迎え，2025年度の看護学部入学生は 161名であ

る．保健師教育課程は選択制（定員 40名）をとってお

り，希望者が多い場合は選抜を行っている．過去 10年

間の行政保健師等への就職者数は平均 7名であった

が，近年は 10名を超える希望者となっており，行政職

への関心の高まりがうかがえる．本学の開学以来，静

岡県内では約 193名の卒業生が行政保健師として活動

しており，保健師基礎教育機関と県・市町との連携は，

学生の育成において極めて重要な基盤となっている．

2．本学における教育目標・プログラムと県や市町と

の連携

1）教育目的と保健師基礎教育課程のプログラム

学部の教育目的は，キリスト教精神に基づき，質の

高いケアを提供し，多職種連携・協働してその責務を

果たせる看護専門職者を育成することである．保健師

教育課程では，これに加え，地域の課題を解決できる
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保健師の育成を目的としている．2021年施行の指定規

則改正に基づき，本学では必修単位数を 31単位へと拡

充した（文部科学省，2020）．この改正の背景には，①

疫学・統計データを用いた地域アセスメント能力，②

政策形成（施策化・事業化等）能力，③地域ケアシス

テムの構築能力，④健康危機管理能力，⑤継続的な支

援と社会資源の活用支援能力，⑥公衆衛生看護倫理に

関する能力の強化という狙いがある（全国保健師教育

機関協議会，2021）．本学ではこれらの能力を確実に修

得させるため，指定規則で定められた科目に加え，独

自に「公衆衛生看護推論（1単位）」「公衆衛生情報処

理演習（1単位）」「公衆衛生看護総合行政演習（1単

位）」の 3科目 3単位を新カリキュラムに追加した．こ

れにより，論理的思考によるアセスメントや，量的な

情報処理能力，地域の健康課題を総合的に捉え施策化

する能力の強化を図っている．

2）県，市町の保健師との連携による実践的教育

保健師基礎教育課程の教育プログラムの推進におい

て，県，市町の保健師との連携は不可欠である．学生

が知識を定着させ，実践力を高めるため，以下の 4点

を柱として連携を図っている．第一に，1年次の「公

衆衛生看護学概論」を基盤に，年次を追って技術論，

活動論，演習，実習，総合行政演習へと段階的に配置

する科目構成としたことである．第二に，講義へのゲ

ストスピーカー招聘
へい

である．県保健所，市町，政令指

定都市，産業保健，地域包括支援センターの現役保健

師を招き，各職域における役割や活動内容について講

義をお願いしている．第三に，退職保健師の活用であ

る．健康教育の予演会において，退職した保健師が住

民目線で教案や媒体，立ち居振る舞いについて助言を

行うことで，学生は自信を持って臨地実習に臨むこと

ができている．第四に，実習施設保健師による演習へ

の参画である．4年次の「公衆衛生看護総合行政演習」

は実習の総括として位置づけ，学生が立案した健康教

育事業案の発表会に実習担当保健師を招き，実践的な

助言を頂いている．学生の提案が実習施設における保

健活動の事業化の一部に活用されることを目指した取

り組みである．これらの連携による教育を通じ，学生

からは「県の保健師の広域的な活動の重要性を感じた」

「市町村保健師は顕在化している課題だけでなく潜在的

な課題の分析が必要だと理解した」といった反応が得

られており，実践活動の紹介が保健師の役割理解に大

きく寄与している．

3．当校における保健師課程教育の評価

1）公衆衛生看護学実習における経験項目

2021年度入学生（旧カリキュラム）74名を対象とし

た調査では，家庭訪問の経験率は 98.6%であったが，

その全てが同行訪問であり，単独訪問はなかった．訪

問対象は新生児が最多であった．その他の活動では，

市町での健康相談や健康診査の見学，高齢者などを対

象とした健康教育の企画・実践を全員が経験した．保

健所実習では，ひきこもり相談や感染症対策など，専

門的かつ広域的な業務を体験した．同行訪問が中心で

あったため，アセスメント能力の育成には課題が残っ

たが，一連の事業経験は知識と実践の統合に役立って

いる．

2）目標到達度の評価と課題

全国保健師教育機関協議会の指標（岩本ら，2022）

を用いた到達度評価（回答率 87.8%）では，平均到達

度は 79.4%であった（図 2）．一方で，中項目の個人/家

族「C.地域の健康課題に対する活動を計画・立案する」

に関する項目は 60%を下回った（図 2）．これは主体的

な家庭訪問の体験不足が影響していると考えられる．

しかし，実習前後での到達度は全項目で有意に上昇し

ており，臨地実習の教育効果の高さが裏付けられた．

今後は新旧カリキュラムの比較を通じて，さらなる教

育の質向上を目指したい．

4．教育プログラム外での多層的な連携

1）キャリア支援とネットワーク形成

3年次のガイダンスでは，職域の選択に資するよう，

県保健所や産業保健（聖隷福祉事業団）の保健師によ

る講話を継続している．また，2023年度からは学内の

「キャリアセミナー」に静岡県のブースを設け，将来的

な入職を見据えた情報提供を行っている．これらを通

して，学生は保健師としての就職のイメージができる

ようになっている．さらに，23年間続く「保健師のつ

どい」は，在校生にとっては「保健師のイメージを形

成する場」，卒業生にとっては「悩みの共有やネット

ワークづくりの場」となっている．今後はこの場を県

や市町における保健師の現任教育や人材育成と連動さ

せる方策を検討していきたい．

2）地域連携事業への学生の参加

2024年度からの地域連携事業である掛川市と協働し

たアクションリサーチ「住民と『ふくしあ』が協働し

た地域づくり」に学生も参加している ．地域連携事業

として行った「ワークショップ」や「モーニングマー
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ケットでのブース設置」は，直接住民と接する機会と

なり，学生の保健師就職への意欲を後押ししている．

5．まとめ

保健師基礎教育の役割は，専門性を担保し，質の高

い教育を受けた卒業生を現場に送り出すことにある（図

3）．4年間での教育には限界もあるが，教員が「就職

させたい」という強い意識を持ち，自治体保健師の実

践力を教育に還元し続けることが不可欠である．基礎

教育から現任教育，そして退職後まで高い専門性を持

ち続けられる連続性のある支援を目指し，今後も連携

を強化していきたい．
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実践能力Ⅰ.地域の健康課題の明確化と計画･立案する能力

【到達度レベル】 Ⅰ：少しの助言で自立して実施できる Ⅱ：指導の下で実施できる Ⅲ：学内演習で実施できる Ⅳ：知識として分かる【タキソノミー】 ●認知領域 ■情意領域 ★精神運動領域

1 ● Ⅰ 75.4

2 ● Ⅰ 70.8

3 ● Ⅰ 55.4

4 ● Ⅰ 67.7

5 ● Ⅰ 56.9

6 ● Ⅰ 58.5

7 ● Ⅰ 55.4

8 ● Ⅰ 67.7

9 ● Ⅰ 72.3

10 ● Ⅰ 67.7

11 ● Ⅰ 75.4

12 ● Ⅰ 75.4

13 ● Ⅰ 50.8

14 ● Ⅰ 58.5

15 ★ Ⅰ 50.8

個人、家族の健康課題に応じて、地域の社会資源や地域住民との交流等を活用した具体的な支援計画を立案できる。
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C．地域の健康課題に対する

活動を計画・立案する
集団・地域の健康増進能力を高めるための支援目的・目標を設定し、活動計画を立案できる。

集団

/地域

Ａ．地域の人々の生活と健康

を多角的・継続的・包括的にア

セスメントする

地域の人々の身体的・精神的な健康状態を、収集した情報に基づきアセスメントできる。

地域の人々が活用できる社会資源について、既存資料、地区踏査、地域の人々との面談、地区活動などの情報に基づきアセス

メントできる。

自然環境や社会環境、社会文化的背景が、地域集団（自治体、地区/小地域、学校、事業場）に属する人々の生活や健康へ与える

影響をアセスメントできる。

個人・家族のアセスメント結果と地区踏査、既存資料、関係者や住民インタビューから得た地区の情報を統合し分析できる。

B．地域の顕在的、潜在的健康

課題を明確にする

収集した情報の分析結果から、顕在化している健康課題を明らかにできる。

収集した情報の分析結果から、潜在化している健康課題の有無を判断できる

地域（自治体、地区/小地域、学校、事業場）で、健康づくりに関わる地区組織の数や活動内容、行政との協働の状況など多角的

な視点から地域の人々の持つ力（健康課題に気づき、解決・改善、健康増進する力）を見出すことがきる。

到達度

(％)

到達度に達している割合(％)／n=65

Ⅰ

地

域

の

健

康

課

題

の

明

確

化

と

計

画

・

立

案

す

る

能

力

１．地域の健

康課題を明

らかにし、解

決・改善策を

計画・立案す

る

個人

/家族

Ａ．地域の人々の生活と健康

を多角的・継続的・包括的にア

セスメントする

自然環境、生活環境、社会文化的な情報、対象者の病態、発達課題の情報に基づき個人/家族をアセスメントできる。

観察や面接、測定など直接的な関わりによって得た情報に基づき、個人/家族が自らの健康課題をどのように捉えているのか

をアセスメントできる。

実

践

能

力

大項目 族

集

団

/

地

域 中項目 NO 評価項目

B．地域の顕在的、潜在的健康

課題を明確にする

健康課題をもちながら自ら表出しない、表出できない個人/家族の予防的、潜在的課題を、地域的・社会文化的背景や過去の

対処行動、健康意識の視点から分析できる。

個人/家族の持つ健康課題を解決・改善し健康増進する能力をアセスメントできる。

C．地域の健康課題に対する

活動を計画・立案する

個人家族の健康課題の優先度について、緊急性、重要性、実現可能性、公平性などから多角的に判断できる。

健康課題解決・改善のための具体的な目的・目標を個人/家族とともに設定し、目標達成するための支援方法を具体的に提示

できる。

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

図 2 全国保健師教育機関協議会の指標を用いた到達度評価

公衆衛生看護学に基づく質の高い保健師教育

保健師として就職した
い学生の意識

保健師として就職さ
せたい教員意識

県・政令市および
市町の保健師の実
践力を授業に還元

保健師教育プログラム充実強化

保健師として就職

実習およびインターン
シップの場での

保健師の魅力発信

看護師経験後保健師として就職

退職後も保健師として働き続ける

保健師基礎教育

現任教育プログラム充実強化

連続性・
継続性

県・市町

図 3 保健師基礎教育に対する本学教員の意識の枠組み
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IV．働き続ける保健師を育成するための
県・市の取り組みと教育機関との連携

畑中純子（静岡県立大学）

1．はじめに

第 13回一般社団法人全国保健師教育機関協議会秋

季教員研修会を『働き続ける保健師を育成するための

県・市の取り組みと教育機関との連携』をテーマに

2025年 10月 28日に静岡県コンベンションアーツセン

ターグランシップにおいて開催した．

近年，少子高齢化の急速な進行や健康危機の多発，

地域力の脆弱化等，地域の健康課題は多様化，複雑化

している．それらに対応できる保健師の育成に向けて，

保健師の基礎教育や現任教育では充実が図られている．

保健師基礎教育においては 2010年に厚生労働省から

「保健師に求められる実践能力と卒業時の到達目標と

到達度」が示され，2020年には保健師助産師看護師学

校養成所指定規則の改正により保健師国家試験受験資

格取得に必要な単位数は 28単位から 31単位となり，

保健師活動に必要な実践能力の修得に向けて教育は強

化されてきた．新任期保健師の現任教育については全

ての所属機関で研修を実施することができる体制の整

備を目指 して 2011年に厚生労働省から「新人看護職

員ガイドライン～保健師編～」が提示され，所属機関

に任されていた従来の保健師現任教育は，一律に同質

な教育を提供されることが可能となった．各自治体は

新任期行政保健師マニュアル等を作成し，それに基づ

き育成体制を整え，所内指導や研修を実施している．

このように保健師基礎教育および現任教育はそれぞれ

の努力により推進されているものの，保健師基礎教育

から現任教育へと円滑かつ段階的に進められる体系は

整っているとはいえない．例えば，「保健師に求められ

る実践能力と卒業時の到達目標と到達度」を保健師の

所属機関は知ってはいても，学生の実際の到達度まで

は知らないであろう．また，教育機関における知識や

技術の教授内容は，保健師の所属機関が求める具体的

な知識や技術とは異なることもある．その狭間におい

て新人保健師が戸惑うことなく，教育機関で学修した

知識や技術を基礎として実践に活かしていけることが，

働き続ける保健師の育成へとつながり，実践能力を効

率的かつ効果的に高めていくことになる．そのために

は，自治体と教育機関が連携して保健師を切れ目なく

育成することが必要となる．

保健師が働き続けることは，地域の健康課題に対し

てその地域や住民の特性に適した保健活動の展開を可

能とし，保健師の安定した人材確保にもつながる．今

回の研修では，静岡県における県と市の保健師の人材

確保及び育成の取り組みと，教育機関における現場の

自治体保健師との連携の実情について情報を共有し，

働き続ける保健師の育成に向けて教育機関が果たせる

役割を検討した．

2．全体をとおして

県，市，教育機関それぞれが自らの必要に応じた目

的に向けた活動がなされていた．それらの活動は三者

三様であり，三者が新人保健師に対して切れ目のない

体系的な教育を提供するために積極的な連携を行うに

は課題があると思われた．現在の自治体と教育機関の

連携は実習・講義・演習を通じて行われていた．しか

しながら，実習における現場の指導及び講義や演習等

の現場保健師による講師による関わりは教育機関の教

育目標を達成するために依頼しているもので，連携と

いうより協力に留まっている．このような現状の中で

フロアを交えてのディスカッションでは，働き続ける

ことのできる保健師を養成するための教育機関の役割

としては，緻密な限られた教育期間内での効果的な教

育方法への取り組みを工夫することで，質の高い保健

師の養成を行い，保健師の仕事内容や遣り甲斐を理解

した保健師を実践につなぐことであるとされた．

また，大学院教育における保健師教育では実習を含

めた充実したカリキュラムが可能となり，教育と現場

とのギャップを減弱させ，働き続ける保健師の養成の

可能性が高まることを期待できた．

3．おわりに

連携は目的を同一とし，その達成にはお互いが必要

であると認識して協力し合うことが求められる．保健

師基礎教育，市町村や保健所の現任教育が連続した中

で実施されることが，保健師の実践能力を在学中から

偏りなく育成することにつながる．現在は保健師の資

質や能力である「保健師のコアバリューとコアコンピ

テンシー」が明確化され，今後の現任教育の方向性の

みならず保健師基礎教育のあり方にも影響してくるこ

とが予想される．保健師に求められるコアバリューと

コアコンピテンシーの修得に向けて，教育機関，市町

村や保健所を設置する自治体は，お互いに何ができる

のか，何を協力し合えるのかを検討することが大切だ

と思う．働き続ける保健師を育成するためには，お互
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いの活動や求める保健師像を理解し合い，目的を同一

として新任期保健師の支援を強化できるとよい．

保健師が働き続けることは活動の実践能力を高め，

地域及び住民の健康支援の充実につながる．公衆衛生

の目的を看護の知識と技術を使い達成できる保健師育

成に向けて三者が連携できるよう教育機関が率先して

働きかける必要があると考える．

講演記事
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講演記事

保健師国家試験問題の質向上に向けた取り組みの展開
―WEB公募システム登録推進と作問研修の実践―

望月聡一郎（人間総合科学大学）
大谷喜美江（四日市看護医療大学）
齋藤公彦（福山平成大学）
藤田　碧（日本保健医療大学）
池内里美（三重大学）

磯濱亜矢子（吉備国際大学）
中村寿子（活水女子大学）
大高のぶえ（湘南医療大学）

I．はじめに

全国保健師教育機関協議会 国家試験委員会（以下委

員会）注 1は，保健師国家試験の質の向上を目的に活動

している．主な活動として，保健師国家試験に関する

調査の実施や，国家試験問題の作問に関する研修の企

画・運営を行っている．

本稿では，これまでの取り組みを踏まえつつ，特に

今年度における作問研修の展開とWEB公募システム

登録推進の実際に焦点を当て，その概要を報告する．

II．保健師助産師看護師国家試験
WEB公募システムについて

保健師助産師看護師国家試験問題は，保健師助産師

看護師法第二十四条に基づき設置された保健師助産師

看護師試験委員により作成されている．各国家試験は

それぞれの出題基準に基づいて作問され，保健師国家

試験および助産師国家試験は各 110問，看護師国家試

験は 240問で構成されている．これらの問題は，必要

数を上回る問題案の中から内容の精査を経て作成され

ている．

こうした作問作業に全国の保健師・助産師・看護師

および教育関係者が関与する仕組みとして，厚生労働

省は国家試験問題の公募制度を設けており，その登録

手段として運用されているのがWEB公募システムで

ある．本システムは，多数の問題を蓄積し，登録され

た問題を基に出題基準に沿った問題作成の参考とする

ことを目的としている．

WEB公募システムへの登録は養成校単位で行われ，

試験問題に加え，視覚素材や状況設定問題の基となる

事例・データ等を登録することができる．制度を有効

に機能させるためには，出題基準の各項目に対して偏

りなく問題が登録されることが重要である．

近年，保健師国家試験問題の登録数は低迷しており，

制度の趣旨が十分に活かされているとは言い難い状況

にある．各会員校が継続的に問題登録に取り組むこと

により，問題プールの充実と出題範囲の網羅性の向上

が期待される．

III．全国保健師教育機関協議会の
国家試験問題作問への取り組みについて

保健師助産師看護師国家試験におけるWEB公募シ

ステムは 2004年に開始されたが，当初は保健師国家試

験問題の登録数が少ない状況にあった．この状況を受

け，全国保健師教育機関協議会（以下，全保教）では，

登録数の増加と作問力の向上を目的として，研修会の

実施や作問支援に取り組んできた．

具体的には，教員を対象とした作問研修の継続的な

実施に加え，会員校への呼びかけを通じて問題登録を

促進し，寄せられた問題の検討・ブラッシュアップを

行いながらWEB公募システムへの登録を進めてきた．

また，これらの取り組みを基に作問マニュアルおよび

『保健師国家試験問題作成ガイド（実践編）』を作成し，

作問技術の共有と標準化を図ってきた注 2．

これらの取り組みは，現在の作問研修およびWEB

公募システム登録推進の基盤となっているといえよう．

保健師教育　第 10巻第 1号（2026）
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IV．国家試験問題の質向上に向けた
今後の課題と展望

―WEB公募システム登録推進と
人材育成の視点から―

こうしたこれまでの取り組みを踏まえ，今年度は

WEB公募システムへの登録推進と人材育成の強化を目

的として，国家試験問題作問に関する研修の機会を拡

充した．

第 1回目の研修は，中国・四国ブロック研究会にお

いて実施し，導入講義と作問演習を組み合わせた構成

とした．講義では国家試験問題作成の基本的な考え方

を共有し，演習では参加者同士の意見交換を通じて作

問に取り組んだ．

第 2回目の東北ブロック研修は，開催に向けて準備

が進められていたが，地震の影響により直前で中止と

なり，次年度への順延とした．開催には至らなかった

ものの，現場の実情を踏まえた研修を実現しようとす

る関係者の尽力があったことを付記しておきたい．

第 3回目の関東・甲信越ブロック研究会は，「保健師

教育に活かす国家試験問題作問チャレンジ『実践編』」

として実施した．国家試験問題の基本的な考え方の共

有に加え，実際の問題や事例を用いたブラッシュアッ

プを行い，実践的な学びの機会となった．

さらに，第 4回目としてWEB形式による研修を実

施し，対面参加が難しい教員にも作問に取り組む機会

を提供した．研修形式や参加者の状況に応じた工夫に

より，作問経験の有無にかかわらず参加しやすい研修

となった．

今後も，今年度の取り組みで得られた知見を踏まえ，

作問技術の習得とWEB公募システムへの登録促進に

つながる研修を継続していく必要がある．

V．おわりに

国家試験は，法律に基づき，一定の知識・技術・能

力を有しているかを判定するために国が実施する試験

である．保健師助産師看護師国家試験においては，新

人看護職として業務を遂行するために必要な知識や技

術を問うとともに，医療および保健医療福祉の現場に

おける知見が反映され，教育課程の年限内で到達可能

な水準であることが求められている．

とりわけ保健師国家試験は，地域や生活の場を基盤

とした実践に関する理解や判断を問うものであり，そ

の出題のあり方は基礎教育とも密接に関わっている．

本稿で示した今年度の取り組みを踏まえ，今後も保健

師国家試験の質向上に向けて，作問に関わる人材の育

成と継続的な問題登録を進めていくことが求められる．

注

注 1 全国保健師教育機関協議会 国家試験委員会は，保健師
国家試験に関する調査および作問研修の企画・運営等を担う
組織である．
注 2 『保健師国家試験問題作成ガイド（実践編）』は，全国
保健師教育機関協議会ホームページに掲載されている．
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事業報告

第 5期ラダー I 研修の活動報告：
授業展開に焦点を当てた研修プログラムの

学びの特徴に着目して

研修委員会
永井智子（東京医療保健大学），

荒木田美香子（川崎市立看護大学），
井口 理（日本赤十字看護大学），
酒井康江（純真学園大学），
鈴木美和（三育学院大学），
田場真由美（名桜大学），
野尻由香（常盤大学），
廣金和枝（兵庫医科大学），

松尾和枝（日本赤十字九州国際看護大学），
三橋美和（同志社女子大学），
山口 忍（茨城県立医療大学），
山崎真帆（湘南医療大学）

I．はじめに

研修委員会では，2017年度より公衆衛生看護学を教

授する教員ラダー I研修（以下，ラダー I研修）を企

画・実施してきた．ラダー I研修は，保健師基礎教育

における教員の教育能力に着目した研修であり，おお

むね経験年数 5年以下のラダー I教員を対象とした研

修である．これまでのラダー I研修の内容や課題につ

いては，研修委員会の事業報告にて，継続的に報告し

てきた（野尻ら，2024；田場ら，2025）．

今期より研修委員会に加入した永井と山崎は，ラ

ダー I研修の第 2期（2019–2020年度）修了生である．

当時を振り返ると，研修が始まると同時に“教育とは何

か”を考える内容に心をつかまれたことを思い出す．「教

育者として教育を学び直すこと」「縄文土器から学ぶ意

味を考えること」「授業の最初に学生と評価基準を合意

するまで話し合う」等，驚きと納得が同時に起こる経

験であった．ユーモアあふれる講師の教授方法に魅了

されたことが，メモで埋まった当時の研修資料が物語っ

ている．また，授業をどのように組み立てていくのか

を綿密に学び，日頃の教育活動を授業設計の枠組みで

振り返ったことや，科目単元の授業計画をグループメ

ンバーと共に作成したことは，教育活動を続ける上で

の糧となったように思う．ラダー I研修は，“教育とは

なにか”を立ち戻って考えることができた有意義な経験

であった．

保健師基礎教育の質の確保のために，公衆衛生看護

を専門とする教員の担う社会的な責任は大きい．一方

で，そのような責任を担いながらも，教育について系

統的に学ぶ機会が十分にあるとは言い難い状況である．

よって，本稿においては，2025年 8月 21日－22日

に実施されたラダー I研修の受講者の学びの特徴につ

いて記述し，保健師教育に携わる教員が教育学を学ぶ

ことの意義について考察することを目的とする．

II．活動内容

1．ラダー I 研修の内容

ラダー I研修は，一般社団法人全国保健師教育機関

協議会の定める「公衆衛生看護学を教授する教員の教

育ラダー」（表 1）のレベル 1A，1Bに区分される教員

を対象とした研修である．研修のねらいは，ラダー I

教員が身に着けるべき実習や授業展開の基礎的な知識
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を理解し，実習指導および授業計画の立案・実施・評

価についての実践（OJT）を通して学ぶ内容である．2

年間 6日間で構成され，教育能力を育成することを目

的とする．（全国保健師教育機関協議会，2025）．1年

目は，授業展開に焦点を当てた研修プログラムであり，

2年目は，実習指導に焦点を当てた研修プログラムで

ある．

2025年 8月 21日－22日に実施された研修は，第 5

期にあたり，全 6日間のうちの 1–2日目の日程である．

研修 1日目は，教育学に関する講義と授業展開で困っ

た事についての演習を行った．2日目には授業展開に

関する講義と授業計画の立案の演習を行った．

授業計画の立案は，グループ形式で実施した．受講

者が担当している授業のシラバスを持ち寄り，グルー

プで 1つ検討したい科目単元を選択し，指導案の立案

を行った．すべてのグループが立案した授業計画を発

表し，研修委員よりフィードバックを行った．

研修のスケジュールは，表 2の通りである．

第 5期の研修参加者は，8月 21日，22日のいずれも

40名であった．受講者の所属機関の所在地は，北海道

から沖縄まで全国各地であった．

III．アンケート結果からの受講者の学び

1．アンケートの実施方法

アンケートは，各日の研修の終了時に，受講者が

Googleフォームにアクセスする方法で実施した．アン

ケートは無記名で行った．

表 1 公衆衛生看護学を教授する教員の教育ラダー

レベル レベル 1A レベル 1B レベル 2 レベル 3A レベル 3B

役割・責任 授業：単発試行・補佐
実習：継続的指導下

授業：単元責任
実習：頻回指導下

授業：科目責任
実習：時々指導下・

自立

授業：複数科目責任
実習：自立・指導

授業：カリキュラム
責任

実習：開発・自立・
指導

必須の仕事経験 授業単発試行経験
自分の教育評価研究

授業単元責任遂行
経験

単元の教育評価研究

授業科目責任遂行
経験

科目の教育評価研究

科目の教育評価研究
継続指導経験

カリキュラム開発・
管理経験

カリキュラム評価
研究

必須の研修（教育力） 教育学/FD/専門
基礎研修

教育学/FD/専門
初級研修

教育学/FD/専門
中級研修

教育学/FD/専門
上級研修

教育学/FD/専門
ベテラン研修

求められる資格・学位 学士・修士 修士 博士 博士 博士
必要経験年数（目安） 0年～2年 1年～5年

表 2 研修スケジュールと主な内容

日程 分 講義・講師 内容

1日目 90 講義「教育学総論 I―概要編―」
講師：梅澤秋久 氏

・教育の理念・思想
・人間の成長における教育の意義など

90 講義「教育課程」
講師：七木田文彦 氏

・教育課程の概念と構造
・教育課程（カリキュラム）編成の原理
・内容選択の基準，子どもの発達とカリキュラム
・カリキュラム改革の動向

90 講義「教育方法」
講師：川越明日香 氏

・授業設計と教育評価の基本的な考え方
・深い学修に向けたアクティブラーニング

90 講義「教育評価」
講師：川越明日香 氏

・教育評価の基本的な考え方
・学修成果を可視化する評価方法

45 演習「私が授業展開で困った事など」
ファシリテーター：山口忍 氏　他

・各々の教員から授業を行う際の工夫や苦労したこと，楽しかっ
たことなどの体験談を披露する

2日目 90 講義「授業展開」
講師：鈴木美和 氏

・授業展開
・学習目標と授業計画の立案
・授業案の作成

90 演習「グループ授業計画の立案 1」
ファシリテーター：荒木田美香子 氏　他

・グループで作成した 1コマ（90分）の学習指導案を作成・発
表し，評価する

90 演習「グループ授業計画の立案 2」
ファシリテーター：荒木田美香子 氏　他

90 演習「グループ発表と議論」，演習課題の説明
コメンテーター：荒木田美香子 氏　他

事業報告
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2．アンケート結果

受講者 40名のうち，32名（80.0%）がアンケートに

回答した．

1）アンケート結果の記述統計（表 3）

研修の開催方法に関する項目では，「開催場所は参加

しやすかったか」は「そう思う」「やや思う」を合わせ

て 31名（96.9%）であった．

「研修参加への職場の理解があったか」，「3月も出席

できそうか」は，32名のすべての回答者が「そう思

う」「やや思う」のいずれかに回答した．「8月下旬の

開催は参加しやすかったか」については「そう思う」

「やや思う」が 29名（90.6%）であり，「あまり思わな

い」「思わない」が 3名（9.4%）であった．「研修期間

は 2日間でよいか」は「そう思う」「やや思う」は 30

名（93.8%）であり，「あまり思わない」「思わない」

は 2名（6.2%）であった．

講義内容に関する項目では，「教育学総論 I：概要

編」，「教育課程」，「教育方法」，「教育評価」，「授業展

開」の講義について理解できたかの項目については，

32名全員が「そう思う」「やや思う」に回答した．

授業展開に関する項目では，「授業に対する考え方が

わかる」「授業で困っていたことへの解決に役立つ」「授

写真：講義の様子

表 3 アンケート結果の記述集計

大項目 設問
思わない あまり

思わない やや思う そう思う

n（%） n（%） n（%） n（%）

研修の開催方法に
ついて

開催場所は参加しやすかったですか 0（0.0） 1（3.1） 5（15.6） 26（81.3）
本研修に参加することに職場の理解がありましたか 0（0.0） 0（0.0） 2（6.3） 30（93.8）
この時期（8月下旬）の開催は参加しやすかったですか 1（3.1） 2（6.3） 6（18.8） 23（71.9）
研修の期間は 2日間でよいですか 1（3.1） 1（3.1） 10（31.3） 20（62.5）
3月も出席できますか 0（0.0） 0（0.0） 9（28.1） 23（71.9）

講義内容について 教育学総論 I―概要編―について理解できましたか 0（0.0） 0（0.0） 6（18.8） 26（81.3）
教育課程について理解できましたか 0（0.0） 0（0.0） 8（25.0） 24（75.0）
教育方法について理解できましたか 0（0.0） 0（0.0） 7（21.9） 25（78.1）
教育評価について理解できましたか 0（0.0） 0（0.0） 8（25.0） 24（75.0）
授業展開について理解できましたか 0（0.0） 0（0.0） 9（28.1） 23（71.9）

授業展開について 授業に対する考え方がわかりましたか 0（0.0） 2（6.3） 10（31.3） 20（62.5）
授業をすることに自信がもてましたか 1（3.1） 10（31.3） 16（50.0） 5（15.6）
授業で困っていたことの解決に役立ちましたか 0（0.0） 1（3.1） 16（50.0） 15（46.9）
授業計画の立て方がわかりましたか 0（0.0） 2（6.3） 10（31.3） 20（62.5）
学習目標と授業計画のつながりが理解できましたか 0（0.0） 0（0.0） 9（28.1） 23（71.9）
授業で学生の能力（理解度）を把握する方法を理解できましたか 0（0.0） 1（3.1） 18（56.3） 13（40.6）
授業で学生の能力に応じた学習支援ができそうですか 0（0.0） 4（12.5） 19（59.4） 9（28.1）
授業で学生の課題を把握することが出来そうですか 1（3.1） 3（9.4） 19（59.4） 9（28.1）
授業での評価方法が理解できましたか 0（0.0） 2（6.3） 11（34.4） 19（59.4）
他の教員が行う授業との調整に役立ちそうですか 0（0.0） 4（12.5） 15（46.9） 13（40.6）

研修全体について 今後の教育に活用できそうですか 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0） 32（100.0）
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業計画の立て方がわかる」「学習目標と授業計画のつな

がりが理解できる」「学生の能力（理解度）を把握する

方法が理解できる」「授業での評価方法が理解できる」

では，いずれの質問も「そう思う」「やや思う」が 30

名（93.8%）を上回る結果となった．

一方で，「授業をすることへの自信がもてる」「授業

で学生の能力に応じた学習支援ができそうか」「授業で

学生の課題を把握することができそうか」「他の教員が

行う授業との調整に役立ちそうか」の項目では，「あま

り思わない」「思わない」が 4名（12.5%）を超え，特

に「授業をすることへの自信」は 11名（34.3%）が「あ

まり思わない」「思わない」と回答した．

研修全体について，「今後の教育に活用できそうか」

という項目は，32名全員が「そう思う」と回答した．

2）アンケートの自由記載の学びの内容

受講者の自由記載の学びの内容を「講義からの学び」

「演習からの学び」の観点から分析を行った．32名の

回答データを用いた．

受講者の記述から学びの要素をまとめ，さらに要素

の意味からテーマを抽出した．

以下，テーマは【　】，学びの要素は〈　〉で記述す

る．

（1）講義からの学び

講義に関する自由記載から受講者の学びとして【教

育の思想と基礎的な概念】【学生の学びを深めていくた

めの教育学の理論や手法】【授業設計に必要な知識と手

順】【講師の授業への姿勢からの触発】の 4つのテーマ

が示された（表 4）．

①【教育の思想と基礎的な概念】

このテーマは，〈学びとは，学ぶことの意味とは何

か〉〈曖昧であった教育に関する基本的な事項〉の要素

からなり，受講者は，教育活動の基盤となる思想や知

識に関して学んでいた．

②【学生の学びを深めていくための教育学の理論や

手法】

このテーマは，教育学の理論に基づく〈ひとつ上の

レベルの課題設定とその課題設定を達成させるための

方法〉〈内化と外化を授業内に取り入れること〉〈断片

ではない学びとするために日常生活の事象を用いるこ

と〉〈学生の態度や考えに変容をもたらす発問や対話の

仕方〉を含み，受講者は，学生の主体的な学びを引き

出す実践的な手法を学んでいた．そして，〈学生の“わ

かるの段階”と何がわからないかを共有できる環境づく

り〉について，教員として，学生の理解度を把握し，

学生がわからないことを共有できる環境づくりの重要

性を学んでいた．

③【授業設計に必要な知識と手順】

受講者は，〈授業設計の具体的な活用手順〉として，

授業設計の一連の流れを学んでいた．具体的な知識と

しては，〈目的・目標の具体と設定方法〉や〈評価の方

法や考え方の系統的な知識〉〈ルーブリック評価の作り

方や活用方法〉を学び，さらに〈講義において全体の

中の位置づけを確認すること〉〈迷った時に原理原則に

立ち戻ること〉等の授業設計のコツも含めた学びを得

ていた．

④【講師の授業への姿勢からの触発】

受講者は，講師の授業から，〈パワフルな話し方やテ

ンポ等，授業を進めるにあたっての姿勢〉を感じ取り，

自身の教育に取り入れていきたいという意欲を示して

いた．

（2）演習からの学び

演習に関する自由記載からの受講者の学びとして 4

つのテーマと 9つの学びの要素が示された（表 5）．

4つのテーマは【授業計画の立案を実践的に行うこ

とができた】【グループメンバーと学びあうことができ

た】【講師やファシリテーターの視点が役立った】【話

し合いを深めることが難しかった】であった．

①【授業計画の立案を実践的に行うことができた】

受講者は，〈実際に授業計画を立ててみることで，具

体的な気づきが得られた〉〈講義で学んだことが活用で

き，今後に役立てていきたいと思った〉という思いを

もち，講義での知識を発展させた実践的な学びをして

いた．

②【グループメンバーと学びあうことができた】

受講者は〈グループで授業計画をつくりあげること

が楽しく，メンバーから学べた〉〈他のグループの授業

計画の発表が参考になった〉〈グループメンバーと日頃

の悩みを共有できた〉のようにメンバー間から学ぶこ

との価値を感じていた．

③【講師やファシリテーターの視点が役立った】

受講者は，〈講師の学生への具体的な対応が印象に

残った〉〈授業計画の立案で，ファシリテーターのコメ

ントから学べた〉のように，講師やファシリテーター

の意見からヒントを得ていた．

④【話し合いを深めることが難しかった】

受講者が演習を実施する上で感じた課題であり，〈話

し合いが難しかった〉〈時間がもう少しほしかった〉こ

とが示された．
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表 4 講義からの学び

テーマ 学びの要素 受講者の記載一部抜粋（原文の意味を保持しながら，常体へ一部修正した．個人
情報の特定を避けるために一部修正した．（　）で情報を追加した．）

教育の思想と基礎的
な概念

学びとは，学ぶことの意味と
は何か

・教員をやっていながら，教育の基本を学ぶことはなかったので，大変参考になった．
・何のために学ぶのか，教えることではなく学び合うことに重きを置きたいと思った．

曖昧であった教育に関する基
本的な事項

・カリキュラムや学習指導要領についてしっかり習ったことがなかったので，とても
勉強になった．
・教育の基本的な概念など，事例をあげて説明していただき，わかりやすく学ぶこと
ができた．

学生の学びを深めて
いくための教育学の
理論や手法

ひとつ上のレベルの課題設定
とその課題設定を達成させ
るための方法

・課題は難しいものを設定し，その内容に必要な原理や原則を埋め込んでいくという
これから求められる教育のあり方を学ぶことができた．
・教員であるからには，教えないといけないと思ってきたが，（学生に）課題を与え
ることで基礎基本ができていないことにも気づき，応用発展から戻すことで学びが
深められることを知った．また，教員は，そのつなぎ役になることで，質の良い学
びを提供できることを理解した．

内化と外化を授業内に取り
入れること

・アクティブラーニングの活用方法と個人学習と集団学習の往還により学習内容の定
着を計ることを理解した．今後是非活用していきたい．
・発問にも目的に合わせた技術があること，1分個人で考え，グループで共有し，1
分個人で考える方法を取り入れたい．

断片ではない学びとするため
に日常生活の事象を用いる
こと

・学びが日常生活に繋げられなければ断片化されて意味がない，学びを広げていくプ
ロジェクト型カリキュラムに変えていくことの意義が理解できた．
・氷やサウナなど日常の中でよくみられる現象だからこそ，馴染みがありなんでだろ
う？と自ずと疑問が湧いた．自分が担当する単元で，今は良い例が思い浮かばない
が，学生がなんでだろう?と考えられ，前のめりになって知識を活用したくなるよ
うな授業展開を目指していく．

学生の態度や考えに変容を
もたらす発問や対話の仕方

・深い学びには知識だけでなく，クイズを答えさせる・他者との意見交換も，理解に
つながることがわかった．
・「主体的・対話的で深い学びの過程は，模倣的様式と変容的様式の融合になる」が
とても理解できた．これからの授業の中で，問いかけを行い，学んだ知識を繋げて
いく，活用していく，考えることができるように，グループワークを行いながら深
めていきたい．

学生の“わかるの段階”と何が
わからないかを共有できる環
境づくり

・わかるように教える工夫とわからないと言える環境づくり．
・学生が「何が分からないのか」を分かるように，それを授業内でも共有できるよう
な授業展開．

授業設計に必要な知
識と手順

授業設計の具体的な活用
手順

・先生の普段からの授業展開を教えていただき，具体的な例も含めて大変参考になっ
た．
・授業計画の具体的な考え方が理解できた．直ぐに活用できる内容だった．
・アクティブラーニングのお話を通して，具体的な授業設計方法について学ぶことが
できた．発問や深い学びに向けた個人と集団の往還など実践的なテクニックが特に
印象に残り，これからの授業に取り入れていきたいと考えた．

目的・目標の具体と設定方法 ・今までも毎回の授業の中で効果的な授業展開をするために，目的と目標の設定をし
て学生と共有してきた．先生のお話を聞いて，今後は 3つの領域の具体的な行動目
標の設定を意識して組み立てようと思う．
・3領域の各側面について目標設定を行う必要性が納得できた．学生にも，私が感じ
た納得感を得て，学修に臨んで欲しいと思った．

講義において全体の中の位
置づけを確認すること

・講義を行う際は，その内容がどこに位置付けられているか（保健師業務，科目とし
て，講義の流れとして等）確認するという内容が特に印象に残った．
・正直なところ，これまで 1コマの内容をよく考えることはあっても，科目全体のこ
となどはあまり考えられていなかったので，よいきっかけになった．

迷った時に原理原則に立ち
戻ること

・困ったときは原理原則に立ち返ること，授業の組み立てに至る評価の位置付けや方
法について取り組みたい．
・困った時原理原則に戻ること，基本に立ち返ること再認識できた．

評価の方法や考え方の系統
的な知識

・評価の難しさを痛感していたところだったので，体感的に学べてとても参考になっ
た．
・学生も何を評価されているのか，基準をしっかり伝えることが大切だと実感した．
基準があれば，評価する側も明確になり，講義の組み立てにも役立つと思った

ルーブリック評価の作り方や
活用方法

・ルーブリック評価を何度か作成してきたが，これまでわからないなと思っていたと
ころが解決につながりそうだと思った．
・ルーブリックは聞いたことがあったが授業を主担当することがなく内容を理解でき
ていなかったので，今回の講義を経て，来年度主担当の予定の講義で取り入れてい
きたいと感じた．

講師の授業への姿勢
からの触発

パワフルな話し方やテンポ
等，授業を進めるにあたって
の姿勢

・内容もさることながら，（講師の話し方は）すごくテンポよくパワフルで，自身の
話し方にもっと抑揚をつけるなどの工夫をしたいと感じた．

・教育の前提が理解できたように思い，内容ももちろんであるが，講師の講義の進め
方自体が大変勉強になった．
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（3）アンケートの自由記載からの研修全体への意見

研修全体に対する意見は，無回答 5名を除く 27名か

らの意見である．研修内容に関すること，研修スケ

ジュールについて，メンバー間の交流についての 3つ

の枠組みに分類された（表 6）．

研修内容に関する意見としては，教育に関する基礎

的な内容を体系的に学べたこと，グループで意見交換

をすることができた楽しさ，同じラダーの教員と知り

合うことができた等の「研修内容の充実感」を表す肯

定的な記述が多数であった．

一方で，研修スケジュールについては，「スケジュー

ルの過密さ」や「開催時期や時間」に関する意見が複

数あげられた．

また，メンバー間の交流についても，グループメン

バー以外との交流を広げたいという意見がみられた．

IV．考 察

1．教育を基礎から学ぶことの意味

教育学を専門とする講師による【教育の思想と基礎

的な概念】からはじまるラダー I研修は，受講者が“教

育学を学ぶ”重要な経験であると考える．

全国保健師教育機関協議会が大学教員のラダーを作

成し，研修を開始した経緯として，大学教員が教育技

法を習得する必要性や教員が教育に特化した知識・技

術を体系的に学ぶ機会の少なさがあげられている（山

口ら，2021）．受講者が「教育」について基礎から学ぶ

ことへのニーズは高く，ラダー I研修に込めた意図が

今日まで根付いていることが考えられる．

第 5期の受講者の学びの特徴としても，2日間とい

う限られた期間であったが，学生の深い学びに向けた

理論や手法の知識を獲得し，それらを演習において，

より実践的な学びにつなげていた．ラダー I研修での

学びは，受講者が日頃感じている教育活動の悩みを解

表 5 演習からの学び

テーマ 学びの要素 受講者の記載一部抜粋（原文の意味を保持しながら，常体へ一部修正した．個人
情報の特定を避けるために一部修正した．（　）で情報を追加した．）

授業計画の立案を実
践的に行うことがで
きた

実際に授業計画を立ててみ
ることで，具体的な気づきが
得られた

・改めて，計画を立てると，不足していることが沢山あると思った．
・実際に演習をすることで，何をするべきか，何に悩むのか，様々な視点を持つ必要
性などを実感した．
・自分達が伝えたいことや課題から具体的な授業計画を立案出来たが，上位目標に意
識があまり向いていなかったので，今後は意識して立案したいと思った．

講義で学んだことが活用で
き，今後に役立てていきたい
と思った

・様々なご講義を聞いたうえでの演習だったので，学んだことがすぐに活かせて良
かった．
・授業展開で困っていることをグループで話しながら，アイディアを出し合えて，早
く試してみたいと思った．講義をすることが楽しみになった．

グループメンバーと
学びあうことがで
きた

グループで授業計画をつくり
あげることが楽しく，メン
バーから学べた

・グループがそれぞれ役割を果たして，みんなで作り上げる大切さを実感した．楽し
く取り組めた．
・グループで話し合いながら進めることで，新しい視点に気付いたり，学びが深まっ
たりした．

他のグループの授業計画の発
表が参考になった

・自身が行う際に他グループの発表で学んだ内容も含めて活用したい．
・グループ発表では，授業のいろいろな展開方法があることを知ることができた．

グループメンバーと日頃の悩
みを共有できた

・グループメンバーで困ったことを共有でき，同じようなことに悩んでいることがわ
かり，安心した．
・グループの先生方と共有したことで日々の講義での悩みに共通点がある場合や，講
義をしていると生じる可能性のある内容等，自身の教育活動において大変参考にな
る時間であった．

講師やファシリテー
ターの視点が役
立った

講師の学生への具体的な対
応が印象に残った

・学生に聴くという点が印象に残った．今後も使っていきたい．
・具体的な例示があり，とてもわかりやすかった．
・学生の気持ちを受け止める教師としての包容力にとても魅力を感じた．

授業計画の立案で，ファシリ
テーターのコメントから学
べた

・すべての発表に対してのコメントが，心に響き，講師のようなコメントができたら
良いと思った．
・ファシリテーターの意見を聞く機会が貴重であった．

話し合いを深めるこ
とが難しかった

話し合いが難しかった ・学校による違いがあり，話し合いが難しかった．
・グループ内で経験の差があり，熱量に差が出た．

時間がもう少しほしかった ・立案までの時間がタイトだった．初めて聞く言語もあり，とても学びになった．少
しタイトでついていくのに必死だった．
・可能であればもう少し時間の余裕が欲しかった．

事業報告
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決する糸口となる可能性がある．受講生が実際の教育

の場で研修内容をどの程度活かすことができているの

かを長期的に評価していく必要がある．

一方で，教育について学ぶことを求めているのは，

ラダー I教員だけであろうか．社会や時代の変化と共

に，教育に関する考え方や学生の価値観等も日々変化

していることが考えられる．保健師の教育の質を確保

するためには，ラダー I教員に限られることなく，よ

り多くの保健師教育に携わる教員が「教育」を学ぶ機

会を得ることが求められると考える．ラダー I研修に

e-learningを取り入れる検討も行われており（野尻ら，

2024），研修委員会に蓄積された知見を活かし，研修全

体を再構成していくことは，より多くの教員が「教育」

を学ぶ機会につながる可能性となると考える．

2．ラダー I 研修受講者の学びの特徴と課題

研修受講者のアンケートより，教育学に関する知識

の理解についての自己評価は高い一方で，授業を行う

ことへの自信や学生の能力に応じた学習支援ができそ

うかという項目は低い傾向であった．これらは第 4期

のアンケート調査でも同様の結果であり（野尻ら，

2024），研修受講者の正直な思いであることが推察され

る．

保健師の基礎教育に携わる教員は，学生が将来専門

職となる上での土台となる価値観の形成や姿勢の修得

を目指すが，その責任は大きく，多様なレディネスの

学生に関わることは試行錯誤の繰り返しである．教育

に関する知識を獲得しても，教員が自信をもつことは

難しく，研修においても，受講者が不安や自信のなさ

を素直に表出できる場を意識的に作っていくことが求

められる．受講者の直面する課題を研修委員として，

共に考えていくことが求められる．

3．受講者のつながりを広げていくこと

ラダー I研修は，保健師教育に携わるラダー I教員

が全国から一堂に集まり，研修を受ける数少ない機会

である．グループでのワーク等を通して，受講者が日

頃の課題を共有する機会でもある．しかし，「スケジュー

ルの過密さ」や「グループメンバー以外との交流を広

げたい」という意見から示されるように，6日間の研

修のみで，十分な交流の機会を得ていくことには限界

がある．ラダー I研修の修了生の会（ラダー Iつなが

る会）が発足しており（永井ら，2025），研修終了時に

修了生の会の説明と SNSの登録を案内している．研修

で生まれたつながりを紡いでいけるように，修了生の

会がラダー I研修に関与していくことが期待される．

4．ラダー研修の評価と今後の課題

本稿では，ラダー I研修の学びを受講者のアンケー

ト調査から分析した．受講者の学びのテーマは，表 2

表 6 研修全体への意見

枠組み 意見 受講者の記載一部抜粋（原文の意味を保持しながら，常体へすること，個人情報
の特定を避けるために一部修正した．（　）で情報を追加した．）

研修の内容に関する
こと

充実した研修だった ・周りにたくさん授業をやっているからもう行かなくても良いのではないかと言われ
たが，経験も浅く教育学の視点で立ち止まり考える機会を得た事がありがたかっ
た．特に 1日目の講義内容は目からウロコであり，2日目はグループで様々な意見
交換をすることが出来て楽しかった．
・教育論について，しっかり習ったことがなかったので，学びとは何か等，基礎から
教えていただき，とても勉強になった．教育学部の先生方から教えていただくこと
で，今の学生の特徴，小学校や中学校，高校でどんな学習をしてきた学生たちなの
かもわかり，どのように学生と接していけばよいのかヒントをもらったように思う．
・他の人にも勧めたい．

公衆衛生看護教育に関する
内容についても話を聞ける機
会があるとよい

・冊子の後半（公衆衛生看護技術，モデルコアカリキュラム，キャリアラダー等の参
考資料）の内容についても，講義などでもっと話を聞ける機会があるとよい．

研修スケジュールに
ついて

スケジュールが過密であった ・盛りだくさんだった．とても楽しい時間だった．もっと時間が欲しかった．
・忙しい，3日間で学ぶ学習量であったように感じた．

開催時期や時間を検討して
ほしい

・可能であれば開催時期について，参加者の事前希望調査をしていただけると更に良
いと思う．
・地方からの参加では，移動にもかなり時間がかかるため，朝早く夕方遅くまでの研
修となると前泊や後泊が必要になってしまうことと，体力的にも少しきつかった．

メンバー間の交流に
ついて

グループメンバー以外の参加
者とも交流の機会があればよ
かった

・グループメンバー固定ではなく，もっと他の参加者ともセッションしたかった．
・ディスカッションがかなり進み交流を深めることができたが，グループメンバー以
外とももう少し交流の機会があっても良いように思う．
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に示された研修の内容を概ね網羅した結果であること

が確認された．一方で，今回の評価は，受講生の学び

の視点からのものである．ラダー I研修の評価として

は，「公衆衛生看護学を教授する教員のキャリアラ

ダー」に示された能力の獲得をアウトカムとして，研

修を振り返る必要がある．今後の課題としては，キャ

リアラダーに示された教育者の能力と研修内容，受講

生の学びを比較検討しながら，ラダー I研修を評価し

ていく必要がある．

V．おわりに

第 5期ラダー I研修の研修内容とアンケート結果に

よる受講者の学びについて記述した．教育を学ぶこと

の意義や今後の課題が示され，研修内容を精錬させて

いくために，さらなる検討が求められる．
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事業報告

2025 年度第 40 回全国保健師教育機関協議会
夏季教員研修会第 2分科会報告

公衆衛生看護学教育モデル・コア・カリキュラム 2024 改訂版を
活用した学修方略

～コンピテンシーを意識した実習～

教育課程委員会
草野恵美子（大阪医科薬科大学），
高橋郁子（帝京平成大学），

萩原智代（日本赤十字東北看護大学），
伊木智子（関西看護医療大学），
入野了士（愛媛県立医療技術大学），
岩本里織（神戸市看護大学），
塩川幸子（旭川医科大学），
戸渡洋子（熊本保健科学大学），
二瓶映美（秀明大学），

松永洋子（国際医療福祉大学），
松原三智子（北海道科学大学），
山田小織（佐賀大学），

オブザーバー：井口 理（日本赤十字看護大学）

I．はじめに

全国保健師教育機関協議会（以下，全保教）では

2025年 3月に公衆衛生看護学教育モデル・コア・カリ

キュラム 2024 改訂版（以下，モデルコアカリ 2024）

を公表した（全保教，2025）．モデル・コア・カリキュ

ラムは，保健師が修得すべき基本的な資質・能力に関

する具体的な学修目標を体系的に整理したモデル・カ

リキュラムから「コア」の部分を抽出したものである．

したがって，各教育機関においては，各々の科目等の

設定，教育手法や履修順序により保健師教育課程（1

年以上）の学修時間数の 3分の 2程度を目安に本モデ

ル・コア・カリキュラムに示す学修目標を教授し，残

りの 3分の 1程度の内容は，各教育機関が自主的・自

律的に編成するものとされている（全保教，2017）．

中央教育審議会では，2040年に必要とされる人材と

高等教育の目指すべき姿として，「予測不可能な時代を

生きる人材像」と「学修者本位の教育への転換」を掲

げており，コンテンツ基盤型教育からコンピテンシー

基盤型教育への転換を求めている（文部科学省，2023）．

また，近年の社会情勢の変化から求められる教育につ

いては，環境の変化による気候変動等の影響を受けた

自然災害の多発や世界規模での感染症パンデミック，

在住外国人の増加による多文化共生，デジタルトラン

スフォーメーション（DX）の活用等への対応がますま

す求められている．

このような背景を踏まえ，将来社会を見据え，どの

ような保健師を育成していく必要があるかについて会

員集会でご検討いただき，2040年に向けたキャッチフ

レーズを「社会の潮流を見据え，人々をつなぎ，すべ

ての人が健康で安全に暮らせる公正な地域社会を創成

できる保健師の養成」とし，このような保健師に必要

とされるコンピテンシーの検討を行い，モデルコアカ

リ 2024が完成した．

保健師教育　第 10巻第 1号（2026）
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教育課程委員会では 2025年度の目標としてこのモデ

ルコアカリ 2024の周知と活用を目指し，その一環とし

て，教員夏季研修会においてモデルコアカリ 2024を活

用した乳幼児健康診査の実習展開の検討を会員校とと

もに行ったので報告する．

II．活動結果

1．夏季教員研修会実施内容

2025年度第 40回夏季教員研修会第 2分科会におい

て，「公衆衛生看護学教育モデル・コア・カリキュラム

2024改訂版を活用した学修方略～コンピテンシーを意

識した実習～」をテーマに分科会を実施した．

分科会ではモデルコアカリ 2024のポイントを説明し

た後，教育課程委員会で検討したモデルコアカリ 2024

を活用した学修方略例として作成した「家庭訪問」「健

康教育」の実習展開例について説明した（図 1）．

その後，「乳幼児健康診査」の実習展開について意見

交換をするグループトークを実施した．グループトー

クの詳細について述べる．今回，先述の「家庭訪問」

「健康教育」の枠組みを用いて，研修会用に【乳幼児健

康診査で学習する内容】【教員の発問】【実習で確認す

る視点や内容の例】【獲得が期待できるコアコンピテン

シー（第 1層）】で構成した，乳幼児健康診査の実習展

開の例を作成した（図 2）．グループトークでは，モデ

ルコアカリ 2024のコンピテンシーにふれていただくこ

ともねらいの 1つとして，①公衆衛生看護学実習で乳

幼児健康診査を経験することで獲得していくコンピテ

ンシー（第 3層レベル）について考える，②発問，学

習内容の例に追加・修正し，ブラッシュアップする，

③モデルコアカリ 2024の使い方のアイデアを出して頂

く，という手順で行った．

公衆衛生看護学教育モデル・コア・カリキュラム
2024改訂版を活用した学修方略

1

（研修資料から抜粋）

第２分科会 教育課程委員会

実習で育むコンピテンシー

～ 家庭訪問・健康教育の実習展開例から～
公衆衛生看護学教育において重要な学修方略の１つである

「公衆衛生看護学実習」について取り上げている
中でも基本的な「家庭訪問」「健康教育」に関する実習の

展開例と、経験により獲得が期待できるコンピテンシーを例示

2

第２分科会 教育課程委員会

「家庭訪問」「健康教育」の学習展開例について
公衆衛生看護学実習で「家庭訪問」や「健康教育」を経験すること
で獲得していくコアコンピテンシーについて、例示
○「家庭訪問」「健康教育」で学習する内容
○教員の発問
○実習で確認する視点や内容の例
○獲得が期待できるコアコンピテンシー
※公衆衛生看護学教育モデル・コア・カリキュラム2024改訂版
第１層（C1～C8）で該当するコアコンピテンシーを例示

3 第２分科会 教育課程委員会

「健康教育の実習展開例」の概要
（構成）
１．健康教育を企画する
２．健康教育展開に向けた準備
３．健康教育実施後

4

第２分科会 教育課程委員会

「健康教育の実習展開例」の概要
（構成） 【健康教育で学習する内容】
１．健康教育を企画する︓実施地域およびその健康課題に関する

理解、健康教育テーマの設定、健康教育の目的、対象者観、
教材観、指導観、評価方法の検討

２．健康教育展開に向けた準備︓実施日時・場所、周知方法、
予算、健康教育指導案の作成、事前準備、実施担当者の
役割分担

３．健康教育実施後︓実施後の振返り
【教員の発問】【実習で確認する視点や内容の例】【獲得が期待できる
コアコンピテンシー】も例示

5 第２分科会 教育課程委員会

「家庭訪問の実習展開例」の内容
（構成）
１．家庭訪問の特徴
２．家庭訪問の根拠法令の確認
３．訪問対象の把握と選定
４．訪問前の準備
５．訪問の実施
６．訪問後の記録と報告
７．関係機関・職種との協働・連携
８．家庭訪問全体の評価
９．地区活動への展開

6

図 1
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第２分科会 教育課程委員会 9 第２分科会 教育課程委員会

１-１ 公衆衛生看護としての使命と質保証
１-２ 公衆衛生看護の概念

１-１-2 すべての人々/コミュニティにおける人権擁護と主体的な意思決定の尊重
②公衆衛生看護活動が対象とする個人・家族や地域による意思決定を尊重する意義について説明できる。

10

第２分科会 教育課程委員会

「健康教育の実習展開例」の内容
（構成）
１．家庭訪問の特徴
２．家庭訪問の根拠法令の確認
３．訪問対象の把握と選定
４．訪問前の準備
５．訪問の実施
６．訪問後の記録と報告
７．関係機関・職種との協働・連携
８．家庭訪問全体の評価
９．地区活動への展開

11 第２分科会 教育課程委員会

「家庭訪問の実習展開例」の概要
（構成） 【家庭訪問で学習する内容】
４．訪問前の準備︓事前の情報収集、事前のアセスメントと支援

ニーズの抽出、訪問計画の立案、訪問の準備（①対象者へ
の連絡、②必要物品の準備、③生活環境のアセスメント）

５．訪問の実施︓信頼関係の構築、訪問先での情報収集、追加
アセスメント、訪問後の支援計画の立案

６．訪問後の記録と報告︓訪問後の記録と評価、訪問結果の報告

12

第２分科会 教育課程委員会

4-6 個人・家族を支援するための公衆衛生看護過程
4-6-2 生活の質を向上させる個人・家族のアセスメント

13 第２分科会 教育課程委員会

モデルコアカリキュラム2024を参照しながら、学習してもらい
たい内容を教員自身が言語化できるように活用

14

第２分科会 教育課程委員会

①～④を見て、経験し達成できそうな学修目標を確認し、学修支援に活用

4-6 個人・家族を支援するための公衆衛生看護過程
4-6-2 生活の質を向上させる個人・家族のアセスメント

この後のグループトークの参考になりましたら幸いです 15

第２分科会 教育課程委員会

「家庭訪問の実習展開例」の概要
（構成） 【家庭訪問で学習する内容】
４．訪問前の準備︓事前の情報収集、事前のアセスメントと支援

ニーズの抽出、訪問計画の立案、訪問の準備（①対象者へ
の連絡、②必要物品の準備、③生活環境のアセスメント）

５．訪問の実施︓信頼関係の構築、訪問先での情報収集、追加
アセスメント、訪問後の支援計画の立案

６．訪問後の記録と報告︓訪問後の記録と評価、訪問結果の報告

7 第２分科会 教育課程委員会

「家庭訪問の実習展開例」の内容
（構成）
１．家庭訪問の特徴
２．家庭訪問の根拠法令の確認
３．訪問対象の把握と選定
４．訪問前の準備
５．訪問の実施
６．訪問後の記録と報告
７．関係機関・職種との協働・連携
８．家庭訪問全体の評価
９．地区活動への展開

8

図 1（続き）
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2．実施結果

参加人数は 71名で，グループトーク開始時点では

61名と多くの方に参加して頂いた．

1）研修会の参加者アンケート結果

研修会終了後にアンケートを実施した．

研修会の内容について「理解できた」「おおむね理解

できた」が 9割以上であった（表 1）．

モデルコアカリ 2024について「活用しようと思う」

と答えた方は 47.8%であった（表 2）．

研修会への自由意見を内容ごとにまとめ以下のよう

に集約した（表 3）．

2）モデルコアカリ 2024 の活用方法に関するアイデア

やご意見

モデルコアカリ 2024の活用方法に関するアイデア等

をお伺いしたところ，モデルコアカリ 2024自体へのご

意見も含め，様々なご意見を頂き，今後の検討にむけ

て大変参考になった（表 4）．

III．おわりに

教員夏季研修会のグループトークでは作業を通して

交流も深めつつ，できるだけ気軽にモデルコアカリ

2024に触れていただくことを重視した．実習展開例を

ご検討いただき，【教員の発問】【実習で確認する視点

や内容の例】については，委員会で気づくことができ

なかった部分についてのご意見もあり，実習展開例の

ブラッシュアップができた．また【獲得が期待できる

コアコンピテンシー】については乳幼児健康診査でも

様々なコンピテンシーが必要とされることを参加者と

ともに改めて確認することができた．今回グループトー

クでご検討頂いた実習展開例については，モデルコア

カリ 2024を意識した教材例としてご活用いただけるよ

う，さらに検討して今後，会員校へ提供していきたい

と考えている．

表 1 コアカリ 2024 についての理解

回答 件数（%）

理解できた 9（19.6）
おおむね理解できた 36（78.3）
あまり理解できなかった 1（2.2）
理解できなかった 0（0.0）
計 46（100）

表 2 コアカリ 2024 の活用について

回答 件数（%）

活用しようと思う 22（47.8）
ある程度活用しようと思う 24（52.2）
あまり活用しようと思わない 0（0.0）
活用しようと思わない 0（0.0）
計 46（100）

表 3 自由意見

教員の学びや教員間での情報共有が必要である
コンピテンシーを考えるのが大変である
コンピテンシーベースでの発想の切り替えが難しい
学習方略（乳幼児健診）に活用したい，理解した
保健師教育（カリキュラム，シラバス，講義・演習）への
活用，または検討をしたい
実習施設との協力が必要である
その他，コアカリへの意見や研修の感想
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一方で，「コンピテンシーをどのようにシラバスや学

修目標におとしていけばよいか」「他の事業等も合わせ

て入っていないコンピテンシーの項目がないのかを確

認していく必要がある」等のご意見もあり，学修方略

のさらなる検討が必要である．まずは各教育機関でカ

リキュラム点検をする際にモデルコアカリ 2024が活用

できるのではないかと考えており，その具体例の検討

を進めているところである．これからも会員校の皆様

と一緒に検討しながら，教育の質向上の一助となれる

よう尽力していきたい．

謝 辞

モデルコアカリ 2024の周知にあたり，夏季教員研修

会等でご意見をいただきました会員校の皆様に深く感

謝申し上げます．

文 献

文部科学省（2023）：「学修者本位の大学教育の実現に向けた
今後の振興方策について」（審議まとめ）（令和 5年 2月 24

日　中央教育審議会大学分科会），https://www.mext.go.jp/

b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1411360_00013.html

（検索日：2026年 2月 8日）
全保教（2017）：公衆衛生看護学教育モデル・コア・カリ
キュラム（ 2017）， https://www.zenhokyo.jp/work/doc/core-

curriculum-2017-houkoku-3.pdf（検索日：2026年 2月 8日）
全保教（2025）：公衆衛生看護学教育モデル・コア・カリ
キュラム 2024改訂版，https://www.zenhokyo.jp/work/doc/core-

curriculum-2025-kaitei.pdf#view=Fit&page=1（検索日：2026

年 2月 8日）

表 4 コアカリ 2024 の活用方法に関するアイデアやご意見

分類 ご意見の要約

乳幼児健康診査の中でも月齢による検討が
必要

乳幼児健康診査の月齢によっても獲得ができるコンピテンシーの内容が異なることが
ある．

活用方法 実習先にも乳幼児健康診査の事例を用いて体験機会の設定をお願いできる．
授業の構築に役に立つ．

コンピテンシーのつながり 学習内容が一連であるため，切り分けられるのではなく，連動あるいは関連していく
コンピテンシーとなるように感じ，このような意味合いということでの理解で良いの
ではないか．
事例展開となると健診から家庭訪問まで広がり，色々なものが含まれる．
全てつながっていることを考えると，コンピテンシーを振り分けて考えることが難し
く感じた．

カリキュラム全体とコンピテンシーの
対応

他の事業等も合わせて入っていないコンピテンシーの項目がないのかを確認していく
必要がある．

疑問点や課題 コンピテンシーを考えるにあたっての気づきや考えたことのプロセスをどのように残
していけばよいか．
コンピテンシーをどのようにシラバスや学修目標におとしていけばよいか．
3層に当てはまっても，4層は一部しか当てはまらないものもあり，どう考えていけ
ばよいか．
今回は乳幼児健診だが，そのほかの事業等，このようなシートをどの程度作っていく
べきなのか．
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事業報告

2025 年度夏季教員研修における保健師教育課程の評価に関する
Web調査結果の報告と評価基準の活用

教育体制委員会
中尾理恵子（長崎大学），

西出りつ子（名古屋学芸大学），
佐々木久美子（日本赤十字東北看護大学），

澤井美奈子（湘南医療大学），
下山田鮎美（東北福祉大学），

辻よしみ（香川県立保健医療大学），
望月由紀子（東邦大学）

I．はじめに

保健師を取り巻く社会状況は，少子高齢化の急激な

進展とそれに伴う地域包括ケアシステムの推進や子育

て支援，生活習慣病予防のための健康増進，新興再興

感染症に係る健康危機管理，災害支援など多様な健康

課題が多岐にわたる．保健師教育課程には，このよう

な社会状況に対応して保健師活動を実践する質の高い

保健師の養成が求められている（岸，2025；厚生労働

省，2019）．全国保健師教育機関協議会（以下，全保教

とする）においては，アクションプラン 2025のスロー

ガンに「保健師教育の質の向上および教員の資質向上

をはかるため教育評価の必要性やコア・カリキュラム

の普及を行う」を掲げて，保健師教育機関の発展と保

健師教育の充実をはかる活動を推進している（全保教，

2025）．2025年度からは，教育評価推進委員会を常設

化し保健師教育課程の教育評価に向かう文化の醸成を

進めている．このような中，第 40回全保教夏季教員研

修会（2025年 9月 5日開催）において「保健師教育

（課程）の積極的な自己評価に向けて：保健師教育を向

上させるために」を全体研修会として教育評価推進委

員会と教育体制委員会との共同で実施した．本研修会

ではまず，山口県立大学学長の田中マキ子先生による

「高等教育システムの展望と質の保証の重要性―看護

の立場からどのように取り組むか―」の講演が行われ

た．田中先生は文部科学省の中央教育審議会（中教審）

大学分科会に公立大学協会副会長の立場で参加してお

られることから，現在中教審が重要視している大学な

ど高等教育機関に求める観点などを踏まえた内容の講

演であり，客観的な視点をもった教育評価の必要があ

ることを認識することができた．講演の後，教育体制

委員会による Web調査結果の報告と保健師教育課程

の質を保証する評価基準の活用に関する研修を実施し

た．研修の目的として，保健師教育課程の質を保証す

る評価基準の内容を理解できること，積極的に活用で

きるようになることをめざすとした．本稿では，教育

体制委員会が担当した，2025年に実施したWeb調査の

報告と「保健師教育課程の質を保証する評価基準（2024

年版）」（以下，評価基準とする）の項目の説明，評価

基準を用いた自校の保健師教育課程の評価の一部分の

個人ワーク体験の内容と評価について報告する．

II．全体研修会の概要

1．保健師教育課程の質を保証する評価基準に関する

Web調査報告

本調査の目的は，全保教会員校における評価基準の

認知度と活用について明らかにすることであった．調

査期間は，2025年 1月 30日から 3月 31日であり，全

保教全会員校（244校）の各校代表者 1人に回答を求

めた．

その結果，121校から回答が得られ（回答率 49.5%），

回答者の内訳は多い順に大学（学部選択制・上限あり）

96校（79.3%），大学院 10校（8.3%），大学専攻科 5校

（4.1%），その他であった．回答した 121校の今後の保

健師教育課程の展望を問うた質問では，「上乗せ教育の

検討の予定はない」80校（66.1%）が最も多く，「既に
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上乗せ教育である（大学院または専攻科）」20 校

（16.5%），「専攻科を検討している」6校（5.0%），「大

学院を検討している」8校（6.6%）であった（図 1）．

評価基準の共有・活用に関する質問について，「評価

基準を用いて自己評価を実施した」5校，「評価結果を

改善に活用した」3校，「専任教員・専任教員以外とも

に内容の共有や検討した」2校であり，一定程度の共

有・活用がなされたことがわかった．また，「専任教員

間で項目と自校の状況を照らし合わせた」17校，「専

任教員間で項目を見た」30校，「専任教員間で項目の

内容を確認した」25校であり，多くの会員校が評価基

準の内容を認知していることがわかった．一方，「専任

教員間で共有していない」39校であり最も多い回答で

あった（図 2）．自由記述には，【保健師教育課程にお

ける評価基準の活用】に関する「自校の課題が明確に

評価できるため評価基準を指標にしながら保健師教育

課程の充実に努めていきたい」や「他の領域教員や実

習先等の関係機関に保健師教育を理解してもらうのに

活用できる」，「体制等の見直しや充実の向上をめざす

際に活用できる」等の記載があった．また【制度的な

課題と評価基準のギャップ】として「評価を受けられ

る状況にない（＝質の担保ができていない）ことを自

覚しながら教育を実施している教員も少なくない」や

「学部選択制においては達成が難しいと思われる項目も

ある」といった内容があった．【保健師教育の持続可能

な質保証と教育体制に合わせた評価基準】としては「質

図 1 今後の保健師教育課程の展望

図 2 「保健師教育課程の質を保証する評価基準（2024 改訂）」の実施状況（N=121 校）

事業報告

（ 26 ）



の高い保健師教育を推進する上で重要な項目が網羅さ

れているので，学部選択制で用いるためのガイドライ

ン等があると尚良い」，「学部選択制の大学がモチベー

ションを保ちながら保健師教育に取り組んでいけるよ

う，最初からあきらめることにつながらないよう配慮

した仕組みの構築と評価の細項目の設定をしてほしい」

といった内容の記載があった．

2．評価基準項目の説明および評価基準を用いた自校

の保健師教育課程の評価（一部分）の個人ワーク体験

現行の評価基準は，9基準 86項目により構成されて

いる．今回，評価基準全体の枠組みを説明し，評価基

準の主な内容が含まれる基準 1と基準 5を取り上げて

基準毎に設定されている評価の意図と基準項目の詳細

を説明した．

基準 1から基準 9までの基準の枠組みは，大学の教

育情報 3つのポリシー（3P）に沿った流れと評価の枠

組みであるドナベディアンモデル［ストラクチャー（構

造）評価，プロセス評価，アウトカム（成果）評価］

を基にした保健師教育（村嶋，2010）を考慮して構成

されている（図 3）．それぞれの基準の冒頭には，その

評価基準の意図する内容が記載されており，評価の視

点を明示してあることが説明された．評価基準の項目

を説明した後に評価記録シート（図 4）を用いて，参

加者に自校の状況の評価を体験してもらった．

3．実施後の評価と振り返り

全体研修会の実施後アンケートは 86名からの回答が

あり，教育体制委員会が担当した評価基準を用いた評

価（一部分）の個人ワーク体験については，「新たな気

づきが多く得られた」63%，「多少の気づきが得られ

た」35%であり，参加者のほとんどに有用であったと

捉えられた．自由記述においては，「評価というと食わ

ず嫌いの感があったが，一つひとつの項目を見ると，

そう難易度が高いものではないことや日頃の丁寧な業

務の積み重ねを振り返る機会になると思った」，「もっ

と難しいものを想像していたが，具体的な項目設定で，

自校の課題，取り組むべきことが明確に確認できた」，

「各基準に対する具体的項目が示されているのでこれか

ら活用していきたい」，「細かな評価項目があり，普段

図 3 評価基準の枠組み
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深く考えていなかった項目を改めて見直す機会となっ

た」といった記載があった．今回の評価基準の説明と

自己ワーク体験により，評価基準の内容の理解が促進

され，積極的な活用につながる研修となり，研修の目

的は一定程度達成できたのではないかと考えられる．

振り返りとしては，今回オンラインでの研修形式であっ

たため，個人でのワーク形式で実施したが，対面方式

でのグループワークを取り入れることができれば，さ

らに評価しにくい項目に関する意見交換などができ，

評価への前向きな理解を深めることができたのではな

いかと考えられる．

III．ま と め

保健師教育課程の質を保証するためには，保健師教

育を実施している各教育機関が定期的に教育課程の取

組みを評価することが必要である．しかしながら，保

健師教育に係る教員は，様々な業務を抱えており，ゆっ

くりと余裕をもって評価をする機会をつくるには課題

があると思われる．小中高等学校の教員を対象とした

調査ではあるが，教育改革や教育内容の改訂は教員の

重い負担となっているが教員は子どもたちともっと向

き合いたいというジレンマを感じているとの報告（公

益財団法人連合総合生活開発研究所，2023）がある．

大学教員にも同様のことが生じているのではないだろ

うか．社会状況の急峻な変化，それに対応できる質の

高い保健師の養成とその保健師教育課程の質の保証が

求められる中で保健師教育に関わる教員は熱い思いを

もって現代の保健師学生と向き合いながら次世代を担

う保健師を養成する教育課程を実践している．今後，

全保教教育体制委員会では，保健師教育に関わる教員

の実状を明らかにすることで，保健師教育の質の向上

につながる方策の検討に取り掛かる予定である．

図 4 評価基準の評価記録シート
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事業報告

保健師教育の積極的な自己評価の推進に向けて
―夏季教員研修会報告：

教育評価推進委員会の活動と今後の展開―

教育評価推進委員会
神崎由紀（山梨大学），

中山直子（神奈川県立保健福祉大学），
麻原きよみ（大分県立看護科学大学），
荒木田美香子（川崎市立看護大学），
小野治子（大分県立看護科学大学），
本田 光（札幌市立大学），
矢島正榮（群馬パース大学），
吉岡京子（東京大学），
大河内彩子（広島大学），
村嶋幸代（湘南医療大学）

I．はじめに

教育評価準備委員会は，将来的な保健師教育の認証

評価の仕組みづくりを視野にいれ，2021年度に一般社

団法人，保健師教育機関協議会（以下，全保教）の特

別プロジェクト委員会として発足した．2021年には，

看護教育や助産師教育を含む他分野の評価システムに

ついて情報収集し，全保教が取るべき教育評価の方向

性について検討してきた（教育評価準備委員会，2022）．

また 2022年度には，保健師教育の評価に関する会員校

の意向調査を実施し，保健師養成校が教育評価を受審

する可能性と評価体制について検討した（教育評価準

備委員会，2023）．これらの調査をもとに，2023年度

は，評価体制と評価項目を検討する 2つのワーキング

に分かれ，保健師教育の評価機構を運営するための経

費シミュレーションを行い，評価機構を継続的に維持

していくための条件と教育評価を受審する流れについ

て検討してきた（教育評価準備委員会，2024）．また評

価項目として，全保教の教育体制委員会が作成した「保

健師教育課程の質を保証する評価基準」の改訂版を参

考に，第三者評価として組織する場合に必要な規準や

エビデンスについて検討した（教育評価準備委員会，

2024）．その後，全保教の 2024年度総会で「全保教と

して保健師教育の評価を行う」ことが決議され，その

具体化のために評価項目と評価体制のワーキングで引

き続き検討を継続してきた（教育評価準備委員会，

2025）．

さらに教育評価準備委員会は，2025年度の総会で全

保教の常設委員会となることが認められ，名称を「教

育評価推進委員会」に変更した．一方で，全保教の三

役会からは，保健師教育の教育評価を早急に進めるの

ではなく，会員校からの十分な理解を得るための周知

活動に時間をかけ，慎重に準備をした上で進める必要

があるという意向が示された．

こうした中，高等教育を取り巻く国の動向に目を向

けると，中央教育審議会大学部会による「知の総和」

答申で，大学等が担う教育・研究の質を社会に対して

説明可能な形で示していくこと，とりわけ，分野ごと

の特性を踏まえた教育の質保証の重要性が指摘されて

いる（中央教育審議会，2025）．これらのことから，全

保教の会員校に所属する教員自身がわが国の高等教育

政策の方向性と具体的方策を把握すること，さらに教

育評価推進委員会が検討してきた保健師教育の評価と

その方向性について会員校の理解を得る必要があるこ

とが大きな課題となった．

そこで全保教が 2025年 9月 5日（金）にオンライン
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で開催した第 40回夏季教員研修会の全体研修を，教育

体制委員会と一緒に担当し，この課題に取り組むこと

となった．本稿では，教育評価推進委員会が担当した

田中マキ子先生のご講演の概要と，本委員会活動の概

要，参加者に実施した事後アンケートの結果について

報告する．

II．研修の概要

【開催日時】

2025年 9月 5日（金）10時～12時

【テーマ】

保健師教育（課程）の積極的な自己評価に向けて：

保健師教育を向上させるために

【目的】

高等教育システムが大きく変化する中で，保健師教

育課程をより良いものにするための教育評価の推進に

向けて，各校の教員が教育評価の意義と目的，保健師

教育課程の質を保証する評価基準の内容を理解できる

こと，自分たちも積極的に活用できることを目指すこ

とを目的として実施した．

【研修の構成】

研修は，田中マキ子先生からの基調講演の後，教育

体制委員会から教育評価を用いた会員校における自己

評価の現状と評価基準の内容についての説明が行われ

た．また，その評価基準に沿って，各参加者が自校の

状況について自己評価を試みるワークが行われた．最

後に，本委員会の活動と今後の展望について説明した．

III．実施内容

1．基調講演：高等教育システムの展望と質の保証の

重要性―看護の立場からどう取り組むか―

（講師：山口県立大学学長，第 13期中央教育審議会

大学分科会委員，公立大学協会副会長　田中マキ子先

生）

基調講演では，中央教育審議会での議論や今後の方

向性，質保証の重要性と教育評価の方向性等，看護の

立場からどのように取り組むべきか，私たちが準備す

べきことについて説明された．

特に，「知の総和」答申では，各大学・各分野が自律

的に教育の質を示すことが求められていること，各分

野の特性・教育目標・学習成果を踏まえた分野別の質

保証を重視する方向であること，医療や福祉などの専

門職教育では知識量だけでなく実践力・判断力・統合

力が教育の質として問われてくること，そのため教育

の質の評価は到達度を測定するだけでなく教育の目

的・過程・成果を言語化していく必要があること，分

野別評価は教育を序列化するためのものではなく，そ

の分野が大切にしている価値や育成したい能力を社会

と共有するための仕組みであり，各教育機関が行って

いる教育を共通の視点で可視化し，社会に説明してい

くためにも重要であることが説明された．

2．教育評価推進委員会の活動と今後の展開

（説明：教育評価推進委員会）

本委員会では，保健師教育における教育評価につい

て準備を行うことを目指す所として，保健師教育をよ

り良いものにするために，保健師教育の評価について

検討することを使命として活動していること，2021年

から 2025年度までの活動の概要について説明した．

さらに，2022年に実施した，保健師教育の評価に関

する会員校意向調査（教育評価準備委員会，2023）か

ら，保健師教育の評価の必要性について，大学院修士

課程，専攻科・専修学校（1年課程）では 9割以上が

評価の必要性を感じていること，評価の頻度と費用に

ついて，受審頻度は 6–8年，費用は 15–30万円が半数

以上を占めていることを報告した．その他，教育課程

委員会と教育体制委員会から活動状況についての情報

収集を行ったこと，他の評価機関についての情報を得

て，評価機構に必要な条件について整理した（教育評

価準備委員会，2022）ことを報告した．

日本では，看護学・助産学教育では評価が実施され

るようになったが，保健師に関する教育評価はない．

日本の保健師教育における教育水準の維持・向上を図

るために保健師教育の質の評価が必要であり，評価の

体制や項目を検討していく必要性があるという方向性

を見出した．また，評価項目については，教育体制委

員会が作成した評価項目の各々に規準を設定したこと，

保健師教育課程の教員が「元気が出る評価」のための

基準 10「特長」を追加したことを説明した．2024年度

には，保健師教育評価の組織案として，創設期は全保

教の組織内に評価部門を設置した後，将来的には，全

保教から独立した組織によって保健師教育評価がなさ

れることを想定していることを説明した．

最後に，教育評価推進委員会の今後の方向性として，

公衆衛生看護学のコアカリキュラム，看護基礎教育の

コアカリキュラムの動きも考慮しながら，2028年度に

試行審査の実施，2030年度に本審査の開始と計画して

きたが，国は，分野別評価に力を入れるようになる動
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きがあることから，日本全体の高等教育システムの動

向を視野に入れながら保健師教育の評価について再検

討していく必要があると報告した．

3．事後アンケートの結果

研修会終了後にWebによるアンケート調査を実施し

た．回答者数は，98名であった．

1）回答者の基本属性

回答者の基本属性について，表 1に示す．

教育課程は，学部選択制（定員上限あり）34 名

（ 34.7%），大学院 30 名（ 30.6%），専攻科 30 名

（30.6%），学部選択制（定員上限なし）2名（2.0%），

統合カリキュラム 2名（2.0%）であった．設置主体

は，私立大学 61名（62.2%），公立大学 23名（23.5%），

国立大学 14名（14.3%）であった．

回答者の職位は，教授 40名（40.8%），准教授 24名

（24.5%），講師 19 名（19.4%），助教 14 名（14.3%），

助手 1名（1.0%）であった．

2）田中マキ子先生の講演について

講演は役立ったかの問いについて，非常にそう思う

75名（76.5%），そう思う 23名（23.5%）であった（表

表 1 回答者の基本属性（N=98）

項目 n %

教育課程 大学院 30 30.6

大学専攻科 30 30.6

学部選択制（定員上限あり） 34 34.7

学部選択制（定員上限なし） 2 2.0

統合カリキュラム 2 2.0

設置主体 国立大学 14 14.3

公立大学 23 23.5

私立大学 61 62.2

職位 教授 40 40.8

准教授 24 24.5

講師 19 19.4

助教 14 14.3

助手 1 1.0

2）．

3）講演から新たに学んだこと（複数回答）

講演から新たに学んだことは，わが国の「知の総和」

向上の未来像，高等教育システムの再構築について知

ることができた 63名（64.2%），新たな評価の在り方の

背景にある議論について知ることができた 63 名

（64.2%），高等教育における学びをどう保証し，質の

保証の必要性について理解できた 61名（62.2%）等で

あった（表 3）．

4）学生の成長を可視化するために，どのような評価

方法を導入されていますか．（自由記述）（表 4）

ポートフォリオ 13名，OSCE 6名等であった．

IV．ま と め

第 40回の夏季教員研修会を担当し，国の高等教育シ

ステムの展望と質の保証の重要性について，田中マキ

子先生からご講演いただいた．また，教育評価推進委

員会のこれまでの活動と今後の方向性についても，会

員校へ説明する機会を得た．アンケート結果から，本

研修の目的は概ね達成できたと考えられる．

我が国の保健師養成は，学部（必修，選択），専攻

科，大学院など，多様な教育形態によって教育されて

いる．こうした教育形態（教育課程）の多様性と各課

程の独自性は尊重しながら，保健師として共通して求

められる実践力・判断力・総合力が適切に育成されて

いるかを確認する視点として，教育の質評価の重要性

は今後ますます高まると考えられる．教育課程の違い

を前提としつつ，共通して確認すべき教育の質や到達

表 2 田中マキ子先生の講演について（N=98）

項目 n %

講演は役に立ったか
　非常にそう思う 75 76.5

　そう思う 23 23.5

　あまりそう思わない 0 0.0

　そう思わない 0 0.0

表 3 講演から新たに学んだこと（複数回答）（N=98）

項目 n %

我が国の「知の総和」向上の未来像，高等教育システムの再構築について知ることができた 63 64.2

新たな評価の在り方の背景にある議論について知ることができた 63 64.2

高等教育における学びをどう保証し，質の保証について理解することができた 61 62.2

新制度の方針や方向性，分野別評価について理解することができた 59 60.2

高等教育の変遷や改革について概観できた 58 59.2

新たな評価の在り方について知ることができた 57 58.2

看護の立場から，どのように準備すべきか考えることができた 43 43.9
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点をどのように評価し可視化していくか，国の動向に

関心をむけつつ検討していくことが本委員会の課題で

あると考える．
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事業報告

2025 年夏季研修分科会報告
「シミュレーション教育の基礎と
感染症の健康危機管理演習への活用」

健康危機管理委員会
鈴木良美（東京医科大学），
阿部幸恵（東京医科大学病院），
山下留理子（徳島大学），
尾無　徹（岩手県立大学），
堀池　諒（奈良県立医科大学），
門脇睦美（東京医科大学），

石田千絵（日本赤十字看護大学），
佐藤太地（日本赤十字看護大学）

I．はじめに

今後の感染症パンデミックに備え，保健師には高度

な専門性と実践的な判断力を備えた健康危機管理能力

の向上が一層求められている．その基盤となる能力を，

基礎教育の段階から体系的に育成していくことが重要

である．しかしながら，学生が実習の場において実際

の健康危機対応を経験する機会は限られており，実践

力をどのように育成するかが教育上の大きな課題と

なっている．このような背景のもと，実践に近い状況

を教育の中で再現できるシミュレーション教育は，健

康危機管理能力の向上に資する有効な教育手法である

と考えられる．

健康危機管理委員会では，2025年 3月に「健康危機

管理の保健師活動：アドバンスド版（感染症編・自然

災害編）」と題した視聴覚教材を作成し，会員校と関係

者に配布した．このうち感染症編では，上記の問題意

識に基づき，シミュレーション教育の基礎と感染症健

康危機管理の演習に関する教材を開発した．これらの

教材の普及を図るため，2025年 9月 5日に「シミュ

レーション教育の基礎と感染症の健康危機管理演習へ

の活用」をテーマに夏季研修分科会を開催したので報

告する．

II．活動結果

1．シミュレーション教育の基本

講師：東京医科大学病院シミュレーションセンター

長　阿部幸恵先生

1）社会の変遷と変わる教育

少子高齢化・国際化・情報化など社会全体が急速に

変化していく中，不確実で予測ができないこれからの

社会を切り拓く人材の養成は，世界的な教育全体の課

題となっている．これから，国内的には少子高齢化に

よる人口減少が進み，世界規模では，グローバル化が

さらに拡大していく．「第 4次産業革命」といわれる

AI（人工知能）の活用も進み，Society 5.0の社会では，

人々が行ってきた多くのことが，AIに取って代わる時

代となる．そのような社会では，論理的思考力を持ち，

新たな課題に積極的に挑み社会を切り拓いていく資質

を持った人材が必要となる．そのためには，学習した

知識を「理解して行動に移せる」までに彼らの能力を

引き上げる必要がある．そのための一つの学習方法と

して「アクティブ・ラーニング」が挙げられる．そし

て，評価の仕方も変化しなければならない．学習者が

どのような能力（Competency）を身につけたのかとい

う学習成果（Outcome）を多面的に評価するアウトカ

ム基盤型教育（Outcome-based education）への転換であ

る．看護基礎教育でも改訂されたモデル・コア・カリ
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キュラムで，コンピテンシー基盤型カリキュラムに基

づくアウトカム評価で卒業生のアウトカムを保証して

いくことを目指している．実践の科学である看護学で

の技術・態度を含む実践力は，実際のパフォーマンス

を評価することがアウトカムの評価となる．その際の

一つの方法として，シミュレーション教育は，今後さ

らに重要視される．

2）シミュレーション教育の基本

（1）シミュレーション教育とは

International Nursing Association for Clinical

Simulation and Learning （ INACSL ） の Healthcare

Simulation Standards of Best PracticeTM（以下 Standards）

ではシミュレーション教育について「実生活でおこり

うる現実の場面に似た特定の状態を作り出す，または

再現する教育方法．シミュレーションは学習者のパ

フォーマンスを促進・向上または確認するために一つ

以上のモダリティを取り入れることができる．」と定義

している．そして，この教育は，成人学習理論や Kolb

の経験学習理論など様々な教育・学習理論や教授モデ

ルを基盤にしている．

（2）シミュレーション教育のトレーニングの種類

シミュレーションでのトレーニング（学習）を，そ

の特徴で大きく①タスク・トレーニング，②アルゴリ

ズム・ベースド・トレーニング，③シチュエーション・

ベースド・トレーニングの 3つに分けることができる．

タスク・トレーニングとアルゴリズム・ベースド・ト

レーニングは，学習者個々が反復練習しフィードバッ

クを受ける．またシチュエーション・ベースド・トレー

ニングは，臨地で遭遇する状況や状態を教材として体

験し，その後のデブリーフィングでノンテクニカルな

部分（臨床推論，アセスメント，判断など）を学習者

同士の議論を通じて強化していく．

（3）シナリオ（授業案）の作成

シミュレーション教育では，指導の計画を「シナリ

オ」と呼ぶ．Standardsでは，「目標に沿って，シミュ

レーション教育のための状況を与えるもの．」とされて

いる．シミュレーション教育における「シナリオ」と

は，指導者が作成する体系化された計画のことを指す．

シナリオの作成では，ディプロマ・ポリシー，各科目・

各回の授業の目標がつながるように，学習者のレディ

ネスに合わせて具体的な目標を立てることから作成し，

教材となる患者の設定，必要物品，環境設定の詳細を

計画する．その際には，フィデリティ（忠実度）を目

標と照らして充分に吟味し開発する．シミュレーショ

ン教育のプレブリーフィング・シミュレーション・

フィードバックもしくはデブリーフィングでの教員の

配置・役割，フィードバックやデブリーフィングガイ

ド，評価表なども作成する．

（4）シミュレーション教育の指導方法

①プレブリーフィング（導入）

Standardsでは，プレブリーフィングは，学習者に心

理的に安全な学習環境を提供するセッションであり，

a．学習者を平常心に置き，シミュレーションの教育的

内容について準備をさせること，b．シミュレーショ

ンの重要な基本原則を伝えることが重要であると説明

されている．

②ファシリテーション（シミュレーション中の関わり）

Standardsによるとファシリテーション方法は，学習

ニーズと期待するアウトカムによって，多様であると

されている．しかし，大切なことは，学習者のレベル，

学習目標，学生が経験する模擬的な状況を踏まえて指

導方法を選択することである．シチュエーション・ベー

スド・トレーニングの場合の指導者の役割は，実施す

る学習者をよく見て，タイミング良くキューを出すこ

とであり，タスク・トレーニングの場合は，デモンス

トレーションやフィードバックが適切にできることが

重要となる．

③デブリーフィング

デブリーフィングは，ガイドにそって進行し，学習

者同士で，概念を確認しあったり，議論しながら，学

習目標を達成できるようにサポートする．

（5）評価

評価の対象は，学習者のアウトカムのみではない．

学習をする環境，指導方法も合わせて行うべきである．

特に，シナリオや指導方法についての評価は重要であ

る．多様な視点で評価を行うことを意識して評価の計

画をシナリオ作成時に行うことが重要となる．近年日

本語版の評価尺度も発表されているので，それらの活

用も有効な方法だといえる．

2．シミュレーションの実際

講師：健康危機管理対策委員長・東京医科大学　教

授　鈴木良美先生

本報告では，保健師基礎教育におけるシミュレーショ

ン教育の導入背景と，積極的疫学調査をテーマとした

シミュレーション教育の実践内容，ならびにその教育

的効果について報告する．
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1）健康危機管理演習にシミュレーション教育を導入

した背景

保健師基礎教育におけるシミュレーション教育の活

用は，看護基礎教育全体と比較すると十分に進んでい

るとは言い難い．厚生労働省（2019）の看護基礎教育

検討会報告書では，保健師教育においてもシミュレー

ションの活用が提言されている．他方で，Aslan（2021）

の文献レビューにおいて，公衆衛生看護分野における

シミュレーション教育のエビデンスは乏しく，特に無

作為化比較試験（RCT）による検証研究は少ないこと

が指摘されている．

その背景には，シミュレーション教育が高度な機器

を用いる臨床看護分野の教育手法というイメージが強

く，保健師教育への応用が十分に認識されてこなかっ

たことがあると考えられる．しかし，シミュレーショ

ンには状況設定型（シチュエーション・ベースド）と

いう形態もあり，健康相談や家庭訪問など，保健師の

実践に即した教育にも十分活用可能であると考えた．

2）積極的疫学調査に焦点を当てた理由

本教育プログラムでは，健康危機管理の中でも「積

極的疫学調査」に焦点を当てた．背景には，複数の調

査結果がある．

保健師学生を対象とした調査（山口ら，2025）では，

「感染症健康危機管理に関する到達目標」に関する 10

項目の到達割合のうち，積極的疫学調査に関する項目

の達成度が特に低いことが明らかとなった．また，コ

ロナ禍における管理期の保健師へのインタビュー（鈴

木ら，2023）からは，新卒保健師が電話による聞き取

りや初動対応に十分慣れていないことが指摘されてい

た．さらに，パンデミック発生時には，経験年数にか

かわらず即戦力としての対応が求められることから，

学生の段階で積極的疫学調査を実践的に学ぶ必要性が

高いと判断した．

3）シミュレーション教育の設計と準備

シナリオは，INACSL（INACSL Standards Committee,

2016）の考え方に基づき，健康危機管理委員会で検討

を重ね，実際の感染症対応を想定した内容として作成

した．基礎教育の学生が，限られた時間で必要な情報

収集を行い，学生自身の達成感も得られるようにする

ために，一人暮らしの女子大生で濃厚接触者も 1名の

みのシンプルなケースを設定した．また，保健師学生

への積極的疫学調査のシミュレーション教育の効果を

無作為化比較試験にて検証した研究（Suzuki et al, 2026）

をもとに，エビデンスに基づくシナリオを開発した．

4）シミュレーションの概要

本シミュレーションでは，「呼吸器感染症 Zに対す

る個人への積極的疫学調査」をテーマとした．COVID-19

は過去の感染症という印象の恐れがあったため，

COVID-19に似た新たな感染症として設定した．

シミュレーションの目標は以下の 3点である．①患

者役に電話をかけ，自己紹介，電話の目的を伝え，患

者の体調を気遣いながら，電話での情報を得ることの

了解を得ることができる．②対象の現病歴を聞き，発

病日を特定して患者と共有した上で，行動歴・接触歴

を聴取できる．③感染源を特定し，今後の療養場所と

濃厚接触者の有無を考えることができる．

シミュレーションの手順は以下のとおりである．①

1回目のシミュレーションで，学生の代表者 1名が保

健所保健師役として，患者役から電話による聞き取り

を行い，健康状態，発症日，行動歴，接触歴などを把

握する．学生は事前にオンデマンド教材で基礎知識を

学び，当日は想定事例に基づいて 10分程度の電話対応

を行う．②1回目のデブリーフィング（振り返り）で

は，教員がファシリテーターを行い，学生はグループ

毎に，得られた情報を基に感染源や濃厚接触者の可能

性について話し合いを行う．③2回目のシミュレーショ

ンでは，別の学生が保健所保健師役となり，話し合い

の結果を踏まえて再度，聞き取りを行う．④2回目の

デブリーフィングを行う．さらに⑤ペアでのロールプ

レイを取り入れることで，全学生が保健師役と対象者

役の双方を経験できるよう工夫した．

シミュレーションでは，学生が目標を達成できるよ

う，事前に患者役となる教員やファシリテーターとの

間で打ち合わせを行っている．例えば，保健師役の学

生から行動歴を聞かれた際に，患者役には，「なぜそこ

まで言う必要があるのですか」と答えてもらうよう依

頼している．これは現場でもよく聞かれる質問である．

保健師役の学生はこの問いによって，行動歴を聴取す

る必要性を考えるきっかけとなる．もし，保健師役が

うまく答えられない場合は，デブリーフィングでどの

ような回答をしたらよいかをグループで話し合う機会

としたり，場合によってはファシリテーターが先輩役

としてアドバイスすることもある．多くの場合，学生

自身で適切な解決策を見い出すことができ，このこと

が達成感や自信にもつながっている．このような実践

さながらの場面を体験しチャレンジしながら，チーム

でよりよい解決策を探っていけることがシミュレーショ

ン教育の醍醐味であると言える．
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5）教育効果と学生・教員の反応

シミュレーション導入後，学生からは「実際に自分

が保健師として対応する難しさが分かった」「患者役を

経験したことで，相手の不安や気持ちを理解できた」

といった声が多く聞かれた．また，単に手順をなぞる

のではなく，「なぜこの質問が必要なのか」を考えなが

ら行動する姿勢が見られるようになった．

教員側からも，学生の思考過程が可視化され，どこ

でつまずいているのかを把握しやすくなったとの意見

があった．一方で，学生の学習意欲を損なわないよう，

否定的なフィードバックを避け，成長を支援する関わ

り方の重要性も再認識された．

6）今後の展望

本取り組みを通じて，シミュレーション教育は保健

師教育において有効な教育手法であり，特に健康危機

管理能力の育成に大きく寄与すると考えられた．今後

は，「できたこと（Plus）」と「改善点（Delta）」を明確

にする振り返りを重視し，学生が主体的に学べる環境

づくりを進めていく必要がある．また，シミュレーショ

ンのシナリオ作りや展開を通じ，個人への健康相談，

保健指導などに関する技術の習得にシミュレーション

教育は活用しやすいと考えた．今後も教材やシナリオ

の改善を重ね，より実践的で学習効果の高い教育プロ

グラムの構築を目指したい．

3．まとめ

座長：徳島大学　教授　山下留理子先生

本分科会では，「シミュレーション教育の基礎と感染

症の健康危機管理演習への活用」をテーマとして，シ

ミュレーション教育の基本的な考え方と，感染症健康

危機管理を題材とした教育実践について報告した．シ

ミュレーション教育は，保健師教育の場において必ず

しも積極的に導入されてこなかったが，本分科会を通

じて，公衆衛生看護教育における具体的な活用イメー

ジを共有することができた．

本委員会が作成した DVDは，教育現場のニーズを踏

まえ，経験とエビデンスを集積しながら忠実性を高め

て開発した視聴覚教材である．今後は，各教育機関で

の実践を通じて，保健師教育の充実に資する教材とし

て活用されることを期待したい．

4．アンケート集計結果

分科会には 40名が参加し，30名から無記名の web

アンケートへの回答を得た．アンケート回答者の属性

に関して，年代は 50代が 15名（50.0%）と最も多く，

次いで 40代 7名（23.3%），60代 6名（20.0%）であっ

た．職位は教授が 12名（40.0%）と最も多く，次いで

准教授 7名（23.3%），助教 5名（16.7%）であった．

学校種別では大学院（選抜制・人数制限あり）が 21名

（70.0%），次いで大学院 7名（23.3%）であった．

参加目的を複数回答で聞いたところ，「健康危機管理

教育の展開方法を知りたい」24名（80.0%），「シミュ

レーション教育の展開方法を知りたい」23名（76.7%），

「シミュレーション教育の基礎知識を知りたい」19名

（63.3%）であった．

内容のわかりやすさ，興味を引く構成，所要時間の

適切さ，参加目的の達成に関しては，「大変そう思う」

と「そう思う」を合計して 93.3～100%であった．自由

記載の中では「シミュレーションの手順がわかりまし

た」「とてもワクワクする教材でした．使用させていた

だきたいと思います」などの意見があった．

以上のことから分科会はおおむね好評であり，参加

者の目的を満たすものであったと考えられる．

III．おわりに

健康危機管理委員会では，今回作成した視聴覚教材

を基礎教育で活用できるよう，その普及に力を入れて

いきたい．さらに，今後も健康危機管理教育向上に役

立つ取り組みを促進していきたい．

謝 辞

健康危機管理教育に関する教材開発には，多くの皆

様にご協力いただきました．重ねてお礼申し上げます．
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情報提供

会員校教員の挑戦を後押しします
全国保健師教育機関協議会　研究助成制度のご案内

広報・国際委員会

I．はじめに

保健師教育を取り巻く環境は，社会構造の変化，教

育の場や学生の多様化，デジタル技術の進展などによ

り，大きな転換期を迎えている．教育の質をいかに高

めるか，実践力をどのように育成するか，多様な学生

にどう向き合うかなど，日々の教育・研究の中で，こ

うした問いを抱きながら試行錯誤を重ねている教員も

少なくない．

教員一人ひとりが抱く問いは，これからの保健師教

育の未来そのものである．全国保健師教育機関協議会

では，こうした問いや教育実践における創意工夫を，

研究を通して形にし，次世代の保健師教育につなげて

いくことをめざし，新たに研究助成制度を開始する．

本助成は会員校教員の教育研究活動を支援し，保健師

教育の発展に資する研究を広く後押しするものである．

「構想はあったが資金面で踏み出せなかった」「教育実

践を理論化したい」「学会発表や論文化につなげたい」

などの思いを具体的な一歩へと進める機会となること

を期待する．

II．研究助成制度の目的

一般社団法人全国保健師教育機関協議会定款第 4条

に基づく事業の一環として，会員校教員の教育研究活

動を推進するために，研究費用を助成し，保健師教育

の発展に寄与することを目的とする．

III．研究助成の概要

1．研究助成の対象

下記の通り，教育実践に根ざした意欲的で独創性の

ある研究課題，保健師教育の発展に資する研究を幅広

く対象とする．

①保健師教育の質向上に関する研究

②実践力向上をめざした教育方法・教材の開発

③デジタル技術を活用した保健師教育の革新

④社会の変化に対応した新たな保健師教育のあり方

⑤多様な学生に対応した教育方法の開発

⑥その他，本協議会が適当と認める研究

2．助成の概要

・研究期間

採択年度の翌年度 4月 1日から最長 2年間とする．

・助成金額

1件あたり年間 150万円，2年間で最大 300万円とす

る．

・応募資格

研究代表者，共同研究者ともに，本協議会の会員ま

たは賛助会員とする．

・応募方法・応募期間

応募方法，募集期間，申請書様式等の詳細は，令和

8年 6月に全国保健師教育機関協議会のウェブサイト

及び会員校メーリングリストにて周知する．

3．教育の場の「気づき」を次のスタンダードへ

保健師教育の場には，授業，演習，実習指導の中で

生まれる多くの「気づき」がある．学生の変化に手応

えを感じた指導の工夫，地域や保健師活動との協働の

中で見えてくる新たな課題，それらはすべて保健師教

育の未来につながる重要な示唆である．日々の実践を

振り返り，問い直し，検証することの積み重ねが，保

健師教育の新たなスタンダードを形づくっていく．

本研究助成は，経験豊かな教員によるさらなる挑戦

を支えるとともに，若手教員や新任教員が，自らの教

育実践を研究として発展させていくための一歩を後押

しする制度である．「教育の場で芽生えた問いや工夫を

形にし，次の世代へとつなげていきたい！」そんな思

いを持つ方に，ぜひ挑戦していただきたい．

本助成による研究成果は，協議会誌「保健師教育」

等を通じて共有され，全国の保健師教育の質向上へと

つながるものである．多くの応募を期待する．
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委員会活動報告

2025 年度研修委員会活動報告

研修委員会

I．はじめに

2025年度は，第 2期ラダー I研修の修了生で，長年

つなぐ会で活動を継続している 2名が加わり 11人で活

動した．それにより研修受講者の視点を委員会運営に

反映できる体制となった．今年度は，従来の研修企画・

運営に加え，研修体制そのものの見直しと DX化を視

野に入れた検討を本格的に開始した点が大きな特徴で

あった．主な活動とその成果を以下に報告する．

II．開催した研修の概要とその成果

1．第 40 回夏季教員研修会（2025 年 9 月 5 日（金曜

日））の実施

夏季教員研修会は，今年も参加費無料（会員）のオ

ンライン方式で実施した．運営担当は，担当ブロック

の輪番制で，今年は東海・近畿南ブロック理事が行っ

た．開催日は，例年，8月末の土曜日だったが，9月上

旬の平日開催（9月 5日金曜日）へ変更した．各種学

会の開催日時と重なることが多いこともあるための変

更であったが，実施後アンケートでは，時期変更およ

び平日について肯定的な回答が多かった．一方で，実

習等，大学業務のためリアルタイムでの参加が難しい

という意見もあり，状況を踏まえながら引き続き検討

していく必要がある．

研修会の申込者数は 218 名，加盟校（ 248 校

（2025/6/1））のうち 130校（参加率 52.8%），非加盟校

1校が申し込みを行った．例年と比べ，申込者数は増

加し，参加学校数は若干の減少傾向を示した．日本公

衆衛生学会，日本公衆衛生看護学会の認定専門家への

申請条件となる修了証の発行希望者は 77名で，申請者

数は昨年に比べ 27名の増加であった．研修内容は，今

年も各委員会が日頃の活動を通して企画・運営した．

午前の全体研修会では，「保健師教育（課程）の積極的

な自己評価に向けて：保健師教育を向上させるために」

をテーマに，教育体制委員会および教育評価推進委員

会の企画により講演と演習を行った．保健師教育の質

保証や評価に対する関心は高く，153名が参加した．

午後の分科会では，3つの委員会が研修を企画した．

健康危機管理委員会は「シミュレーション教育の基礎

と感染症の健康危機管理演習への活用」を開催し 40名

が参加した．教育課程委員会は「公衆衛生看護学教育

モデル・コア・カリキュラム 2024改訂版を活用した学

習方略～コンピテンシーを意識した実習～」を開催し

71名が参加した．研修委員会は，「発展的な統計解析

の理論と実際～さまざまな多変量解析～」を開催し 38

名が参加した．2025年 10月 14日から 2026年 1月末ま

でオンデマンド配信を継続したが，全体研修 121回，

第 1・3分科会は 82回，第 2分科会 87回と，自身の都

合や関心に応じて研修を振り返り，学びを深める機会

として活用された．

2．ラダー I 研修（2025 年 8 月 21–22 日，2026 年 3

月 27 日）の実施

2025年度のラダー I研修のテーマは「講義・演習技

法」であった．8月の研修では，全国から教育経験 5

年以下の教員 40名が参加した．毎回，受講生にはワー

クを通した教育実践を語り合う場が設けられ，情報交

換や交流の状況，受講者の反応から対面開催の意義が

確認された．講義編では，教育学の概論，課程，方法

論について，教育学を専門とする講師から技法や実際

を学び，理論と実践を結びつけて理解を深めた．また，

公衆衛生看護に関しては，教育歴の長い講師陣より，

実践に基づく具体的な教育方法や学生対応方法につい

て知見が共有された．また，グループワークでは，日々

の保健師学生への支援における悩みや工夫について経

験談が交わされたり，学習指導案を作成するなど実践

力につながる学びが得られた．実際に，日頃の自分の

教育を立ち止まって振り返り，点検する場として高い

評価を得た．

III．その他の活動

1．プラットフォーム構想

業務の見直しとスマート化を目指した全保教のプ

ラットフォーム化構想が動き始めている．研修委員会
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においても活動実績や運営に関する記録の整理・共有，

情報の保存と活用，多機関に及ぶ連絡調整が効率的・

効果的に実施できるようなシステム開発を目指して，

検討を進めている．

2．ラダー表の検討

2016年に作成されたラダー表を活用して，過去に全

保教が開催したラダー 1研修のプログラム及び研修生

の感想や評価を整理・検討した．その結果，ラダー 1

研修は，ラダー 1レベルの到達目標に概ね対応した内

容で構成されていることが確認された．全保教では，

毎年，各委員会やブロック，さまざまな立場において

研修の企画・実施が行われている．一方で，それらの

取り組みが相互にどのように位置づけられ，積み重ね

られてきたのかについては，改めて整理が必要である

と考えられる．また，現ラダー表についても，教育環

境の変化を踏まえた検討が必要な段階にある．ラダー

表は，今後の研修のあり方を考えるうえでの一つの手

がかりとなり得るものであり，その内容や活用方法に

ついては，見直しや拡充も含めて検討していく必要が

ある．今後は，社会のニーズに対応した保健師教育の

質の担保と，効果的な教育・研究・社会貢献の技法を

探求する全保教の人材育成において，研修委員会が担

うべく役割を整理しながら，研修の運営や実施体制，

方向性，内容について段階的に検討を進めていきたい．

3．「全保教の活動の手引き」，「全保教と中西印刷との

業務委託の覚書」の見直し

2025年度版の研修委員会に関する箇所を抽出し，現

行のシステムにそって加筆・修正を行った．それを，

新旧対照表として整理した．

4．研修委員会開催日と主な議題

開催日 議題

5月 1日（木）

2025年 9月 5日　夏季教員研修企画
2025～2026年度　第 5期　ラダー I研
修企画
第 4期ラダー I研修について
2025年度　秋季教員研修について
2025年度　委員会運営役割分担

6月 2日（月）

研修管理システムについて
2025年 9月 5日　夏季教員研修につ
いて
2025年 8月 21–22日　ラダー I研修に
ついて

8月 5日（火）
【拡大会議】

2025年 9月 5日　夏季教員研修につ
いて
2025年 8月 21–22日　第 5期ラダー I
研修について

9月 1日（月）
【拡大会議】

2025年 9月 5日　夏季教員研修につ
いて

11月 10日（月）

理事会報告
夏季教員研修について（参加者数，ア
ンケート，スケジュール，内容，2026
年度候補日など）
第 5期ラダー I研修について（アンケー
ト，スケジュール，内容，3月の課題，
保健師教育，2026年度候補日検討など）

1月 10–11日（土日）
【集中会議】

プラットホーム構想（情報共有・検討）
夏季教員担当のブロック担当制度（検
討）
保健師教育　投稿原稿
2026年 3月 27日　第 5期ラダー I研修
について
2025年度　活動報告（案）および会計
報告（案）について
2026年度研修委員会の運営について
（体制，役割，予算，研修の企画等）
ラダー I研修内容（外部講師の講演内
容）の e-learning化の検討
「全保教の活動の手引き」と「全保教と
中西印刷との業務委託の覚書」の見直し
過去開催研修会の分析（ラダー表での
位置づけ）

3月 17日（火）
2025年度　活動報告および会計報告
2026年度　活動計画および予算案
2026年 3月 27日　第 5期ラダー I研修

IV．謝 辞

最後に，研修会の開催にご協力を頂きました講師並

びに，参加された先生方に深謝します．ことに，秋季

研修を企画実施運営してくださいました実行委員長の

畑中純子先生*1はじめ，実行委員の鈴木千智先生*1，藤

田登志美先生*1，三輪真知子先生*2，江口晶子先生*2，

中川陽子先生*3，運営委員の遠山大成先生*2，長山ひ

かる先生*2のご協力に感謝いたします．研修委員会で

は，今後も会員校の皆様のご意見を取り入れたよりよ

い研修の企画に努めてまいりたいと思っております．

*1静岡県立大学，*2聖隷クリストファー大学，*3順天

堂大学

担当：松尾和枝（日本赤十字九州国際看護大学）
荒木田美香子（川崎市立看護大学）
井口　理*（日本赤十字看護大学）
酒井康江（純真学園大学）
鈴木美和（三育学院大学）
田場真由美（名桜大学）
永井智子（東京医療保健大学）
野尻由香（常磐大学）
廣金和枝（兵庫医科大学）
三橋美和（同志社女子大学）
山口　忍（茨城県立医療大学）
山崎真帆（湘南医療大学）
*全保教副会長　研修担当理事
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委員会活動報告

教育課程委員会活動報告

教育課程委員会

I．はじめに

教育課程委員会では，2023年度から 2024年度にか

けて，公衆衛生看護学教育モデル・コア・カリキュラ

ムの改訂に取り組み，2025年 3月に公衆衛生看護学教

育モデル・コア・カリキュラム 2024改訂版（以下，モ

デルコアカリ 2024）を完成させ，報告書を公表した。

2025年度は，①モデルコアカリ 2024の会員校への

普及，②新カリキュラムの実施状況および達成状況の

調査，③モデルコアカリ 2024の実践現場への情報発信

を目標として活動した。

II．活動内容

今年度は全体会議とともに，ワーキンググループ（以

下，WG）体制を組み，モデルコアカリ 2024の普及に

ついて検討するWG 1と新カリキュラムの実施状況及

び達成状況の調査について検討する WG 2 の 2 つの

WGに分かれて実施した。WGで具体的検討を行い，

各WGの検討結果を全体会議に提案し決定していく体

制で活動することで，委員会の活動と中期計画アクショ

ンプランを推進するよう努めた。

全体会議は 2025年 4月～2026年 3月に 7回実施し，

5回は Zoomによるオンライン開催，2回は 2日間の対

面（神戸市）開催で行い，WGはいずれもオンライン

開催でWG 1が 3回，WG 2が 4回実施した。

1．モデルコアカリ 2024 の普及

1）夏季教員研修会の実施

2025年 9月 5日（金）に夏季教員研修会の第 2分科

会において，「公衆衛生看護学教育モデル・コア・カリ

キュラム 2024改訂版を活用した学修方略～コンピテン

シーを意識した実習～」をテーマに研修会を実施した。

内容はモデルコアカリ 2024のポイントやモデルコアカ

リ 2024を活用した学修方略（家庭訪問・健康教育の実

習展開例）について説明し，その後，「乳幼児健康診

査」の実習展開について参加者同士で話し合った。

参加人数は 71名で，グループトーク開始時点では

61名と多くの方にご参加いただいた。

2）モデルコアカリ 2024 の活用に関する検討

モデルコアカリ 2024の普及に向けて，同カリキュラ

ムを活用した検討方法について整理を進めている。ま

ずは，モデルコアカリ 2024を用いたカリキュラム点検

の手順例の作成に取り組んでいる。

今年度はトライアルとして，委員が所属する専攻科

における保健師教育を対象に，ディプロマポリシーに

照らした各科目の位置づけを確認した。そのうえで，

モデルコアカリ 2024の第 2～3層との対応関係を整理

し，第 4層の学修目標をどの程度網羅しているかを検

証した。

この取り組みは今後も継続し，2026年度には会員校

に向けて提案できる形にまとめる予定である。可能な

限りシンプルで分かりやすい手順例を示すことで，カ

リキュラム点検の負担を軽減し，モデルコアカリ 2024

の普及促進につなげたいと考えている。

2．新カリキュラムの実施状況および達成状況の調査

2020（令和 2）年の指定規則改正に伴い，カリキュ

ラムにどのような変化があり，教育の充実が図られた

のか，教育評価などについて会員校の現状を把握する

ための調査を計画した。先行研究や全国保健師教育機

関協議会の過去の報告書などを参考に調査票を作成

し，調査の実施準備を行った。調査は 2026年 3月に実

施予定である。

3．実践現場への情報発信

厚生労働省 2回（健康・生活衛生局健康課保健指導

室，医政局看護課看護教育係），全国保健師教育機関協

議会のブロック研修会 2回，市町村・保健所等の保健

師を対象とした研修会 6回で説明や研修を実施し，モ

デルコアカリ 2024の普及を図った。その他，文部科学

省教育課へメールでの報告を行った。次年度は意見交

換できる場の設定を目指したい。
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III．ま と め

2025年度は，2024年に完成したモデルコアカリ 2024

の普及を 1つの柱として活動した。研修会等で広く普

及するとともに，どのように活用できるか検討を重ね

ているところである。モデルコアカリ 2024を普及し，

活用していただくことで保健師教育の質の向上につな

げていきたいと考える。今後は多方面にモデルコアカ

リ 2024を普及するため，日本保健師連絡協議会などと

も連携をしながら多くの方に働きかけられるよう取り

組む予定である。

また，新カリキュラムの実施状況および達成状況の

調査では，調査結果を集計，分析し，今後の保健師教

育の基礎資料とするとともに，保健師教育の充実を目

指し，会員校とともに保健師教育のあり方について検

討していく計画である。

担当：草野恵美子（大阪医科薬科大学）
高橋郁子（帝京平成大学）
萩原智代（日本赤十字東北看護大学）
伊木智子（関西看護医療大学）
入野了士（愛媛県立医療技術大学）
岩本里織（神戸市看護大学）
塩川幸子（旭川医科大学）
戸渡洋子（熊本保健科学大学）
二瓶映美（秀明大学）
松永洋子（国際医療福祉大学）
松原三智子（北海道科学大学）
山田小織（佐賀大学）
オブザーバー：井口　理（日本赤十字看護大学）
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委員会活動報告

教育体制委員会活動報告

教育体制委員会

I．はじめに

本教育体制委員会では，2025年度の活動方針である

上乗せ教育（大学院，大学専攻科等）の推進活動を進

めるとともに保健師学校養成所指定規則の規定単位の

読み替えを行わない教育の推進と，保健師教育課程に

係る教員の稼働量に関する現状の把握に向けた方策を

検討するという 2つの活動方針に従って委員会活動を

行った．

II．活動結果

1．上乗せ教育の推進にむけた保健師教育課程の質向上

第 40回全国保健師教育機関協議会（以下，全保教）

夏季教員研修会（2025年 9月 5日開催）の全体研修

「保健師教育（課程）の積極的な自己評価に向けて：保

健師教育を向上させるために」を教育評価推進委員会

と教育体制委員会との共同で実施した．その中で教育

体制委員会は，2025年 1月～3月に実施したWeb調査

の報告を行い，併せて保健師教育課程の質を保証する

評価基準（2024年版）の項目の説明および評価基準を

用いた自校の保健師教育課程の評価の一部分の個人

ワーク体験を担当し実施した．本研修の詳細は「2025

年度夏季教員研修における保健師教育課程の評価に関

するWeb調査結果の報告と評価基準の活用」を参照い

ただきたい．上乗せ教育による保健師教育課程の推進

は保健師教育の質の向上につながるため今後も推進し

ていく必要がある．

2．保健師教育課程に係る教員の稼働量の把握に向け

た方策の検討

保健師教育課程を担当する教員は保健師教育課程と

看護師教育課程の重複担当や上乗せ教育に関わる単位

数の多さ（少人数の教員による実習指導や研究指導の

担当等）からの理由により教育に関わる稼働が過重に

なっている可能性が指摘されている．このため，教員

の稼働量と負担の実態把握の調査に向けた検討を行っ

た．本年度は教育に関する稼働量調査に関連する文献

の収集と調査項目の検討を実施した．対面による委員

会開催にて，調査方法と調査項目の検討を行い，2026

年度は会員校を対象とした保健師教育課程と看護師教

育課程の重複担当などに関する予備調査を実施するこ

とを決定した．2027年度には会員校に所属する保健師

教育課程を担当する教員個人を対象とした稼働量に関

する調査を実施する予定である．

III．おわりに

今後は，保健師教育課程の評価に関する内容を教育

評価推進委員会に引き継ぎ，教育体制委員会では保健

師教育に係る教員の稼働量と負担に関する実態を明ら

かにするための調査を実施していく予定である．これ

らは，保健師教育の質の向上をめざす視点をもって実

施する取り組みであり，引き続き全保教会員校の皆様

と理事各位のご協力とご鞭撻を賜りたい．

担当：中尾理恵子（長崎大学）
西出りつ子（名古屋学芸大学）
佐々木久美子（日本赤十字東北看護大学）
澤井美奈子（湘南医療大学）
下山田鮎美（東北福祉大学）
辻よしみ（香川県立保健医療大学）
望月由紀子（東邦大学）
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委員会活動報告

国家試験委員会活動報告

国家試験委員会

I．はじめに

国家試験委員会の活動の主軸は，①国家試験形式の

作問研修会の実施，②国家試験内容調査および環境・

運営調査，③保健師助産師看護師国家試験問題WEB

公募システムへの問題登録の 3点である．委員会はオ

ンライン等により 7回開催し，年間を通じてメールで

意見交換も行った．

II．活動結果

1．国家試験問題形式の作問研修会の実施

各ブロックの研修として対面で作問研修を行い，

WEB公募登録推進と作問研修会の取り組みについて

周知を図った．ブロック研修会は 2回実施し，中国・

四国ブロックの企画によるものは参加者 31名，関東・

甲信越ブロックの企画によるものは参加者 39名であっ

た．いずれも実際の保健師国家試験問題を用いたブラッ

シュアップを行う実践的な研修であった．なお，北海

道・東北ブロックの東北地区として計画されていたも

のがあったが地震の影響で次年度以降に順延すること

となった．

また，委員会企画のオンライン研修を 2回実施した．

研修内容は 2022年度に作成した動画（「国家試験問題

作問チャレンジ入門編」，ホームページに掲載）の視聴

学習を前提に，第 112回保健師国家試験問題をブラッ

シュアップする実践的な研修であった．作問研修会の

参加者は 1回あたり 8人程度であった．

2．第 112 回保健師国家試験出題内容調査および環境・

運営調査

出題内容調査では 73校（昨年度 75校）から多数の

意見が集まった．良問の指摘は 29問，不適切・改善が

必要等の指摘は 84問であった．検討の結果，不適切問

題 13問，改善を求める問題 41問，良問 19問を抽出

し，厚生労働省医政局看護課に対して，会長名で保健

師国家試験問題の質の向上を要望する文書（ホーム

ページに掲載）を提出した．

環境・運営調査では 852名（昨年度 891名）の受験

生から回答を得た．一部の会場において，試験時間の

管理が適正に行われなかったとの指摘や，試験前の本

人確認が実施されず受験生の申告により判明した事例，

さらに試験監督者による不適切な叱責に関する指摘が

あった．同様に，厚生労働省医政局看護課に対して，

会長名で保健師国家試験の環境・管理の向上を要望す

る文書（ホームページに掲載）を提出した．

3．保健師助産師看護師国家試験問題WEB公募システ

ム登録の取り組み

今年度も計画的に登録問題作成に取り組み，一定数

の登録を行った．厚生労働省から報告される近年の登

録状況から，本委員会による継続的な登録が一定数維

持されていることが確認された．実際の国家試験問題

の作成にWEB公募システムから登録された問題の利

活用をしていただくよう，厚生労働省医政局看護課に

要望している．

III．結 び

国家試験委員会では，引き続き保健師国家試験問題

の作問に関する研修および情報発信を積極的に実施し

ていきたいと考えている．国家試験形式の問題作成ス

キルは，日常の教育活動にも活用可能である．オンラ

イン研修は地域単位（少人数の会員参加）であっても

実施することが可能である．開催に向けた検討が望ま

れる．引き続き，保健師国家試験の質の向上を目指し

て，多面的に委員会として活動する所存である．

謝 辞

本委員会の活動にご支援を賜っている会員校の先生

方ならびに各種調査にご協力いただいた学生の方々に

対し，深甚なる謝意を表する．

担当：望月聡一郎（人間総合科学大学）
播本雅津子（名寄市立大学）
大谷喜美江（四日市看護医療大学）
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齋藤公彦（福山平成大学）
藤田　碧（日本保健医療大学）
池内　里美（三重大学）

磯濱亜矢子（吉備国際大学）
中村寿子（活水女子大学）
大高のぶえ（湘南医療大学）
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委員会活動報告

広報・国際委員会活動報告

広報・国際委員会

I．はじめに

本委員会は，協議会の目的や事業・活動内容および

保健師教育に関連する情報を国内外に広く周知するこ

とを目的に活動している．本年度も例年同様ホームペー

ジやメーリングリストを主たる媒体とした会員校間で

の情報共有，関連学会の併設展示における広報活動な

どを通した広報活動に努めた．今年度は，これらの活

動に加えて，特に国内外の公衆衛生教育，中でも倫理

的な課題について教育する公衆衛生倫理教育の方法に

ついて論文として出版されている文献をレビューした．

次年度以降，会員校に向けて，その成果を発信できる

よう準備を進めている．

II．活動内容

1．ホームページを活用した情報発信，各研修会のオ

ンデマンド配信

トップページに主要な情報をバナーとして掲載し，

アクセスしやすいようにしている．また，情報提供に

遅滞が無いよう，一斉メール配信と同時にホームペー

ジへ掲載し迅速な情報提供に努めるとともに，随時，

閲覧可能にしている．掲載内容については例年どおり

事前に確認することで質を担保した．

2．メールマガジンの配信回数・内容

メールマガジンの配信回数は，2025年度（2026年 2

月 1日現在）は 4回（第 85～88号）と例年よりも減少

していた．その理由に，一斉メール配信での対応増加

があった．一方，内容については例年通り，研修会開

催のお知らせや，パブリックコメント等の依頼といっ

た委員会活動と関連付けられた内容であり，頻度は，

おおむね 3か月に 1回のペースとなった．即時対応で

きる一斉メールを希望されることが増え，今後の運用

についても検討していく予定である．

3．一斉メール配信回数・内容

一斉メール配信回数は，2018年度 40回，2019年度

49回，2020年度 65回，2021年度 52回，2022年度 30

回，2023年度 44回，2024年度 26回，2025年度 27回

であった．回数の多寡によって活動を評価できるもの

ではないが，例年と同様の内容であったことを考える

と，各委員会から依頼される内容が定例化されてきた

こと，メールマガジンの配信としてまとめて通知でき

たことなどが要因と推測され，必要時には遅滞なく配

信できていたものと考える．

4．関連学会での展示による当協会活動および会員校

紹介

昨年度に引き続き全保教の活動内容や成果の普及を

図るとともに，会員校の教育内容紹介，学生募集の広

報のため，第 84回日本公衆衛生学会総会（開催地：静

岡県静岡市）において併設展示に参加した．当協議会

の紹介ポスターの掲示，報告書の展示，希望会員校の

広報の場としてチラシ等の展示機会を提供し，今年は

自由に会員校の広報の場に活用していただいた．また，

昨年度同様，ノベルティグッズ（ロゴ入りボールペン）

を配布し，多くの来場者の方々に足を止めていただい

た．

5．看護教育における公衆衛生倫理教育の現状と教育

方法に関するレビュー

複雑化する公衆衛生の課題に対し，保健師として適

切な倫理的判断を下すための基礎教育の現状を調査し

た．スコーピングレビューの手法を用いて国内外の文

献を 10年分さかのぼり検索したところ，映像や ICT

技術，ゲーム等の多彩な教材を用い，個人の権利と社

会の利益の板挟みを疑似体験させる教育が展開されて

いることが明らかになった．今後は教育の質をさらに

高めるため，カリキュラムの標準化や指導者の育成が

重要な鍵となると示唆された．なお，本研究は 4の併

設展示と同じ学会で発表され，その詳細は雑誌「Nurse

Education in Practice」84巻に掲載されている（Haga, C.

et al., 2025）．日本の情報を追加したバージョンを次号

の保健師教育にも投稿予定である．
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III．ま と め

保健師養成所を課程数で計上すると 284であり（2024

年 5月 1日文部科学省 HP），増加傾向は継続している．

一方で，保健師不足に悩む自治体は増加しており学生

の希望する就職先とのマッチングが課題ともなってい

る．自治体からの採用募集情報は掲載してはいるが，

今後求められる役割に合わせ，広報委員としての活動

内容も工夫・開発していく予定である．

IV．謝 辞

平素より委員会の活動を支えてくださっている会員

校の皆さま，および会員校へ情報を提供してくださっ

ている皆様に感謝申し上げます．

文 献

Haga C., Takei Y., Okamoto N., et al. (2025): Nurturing nurses with

good ethics for a healthier future: A scoping review of public

health ethics education, Nurse Education in Practice, 84, 104319.

doi: 10.1016/j.nepr.2025.104319.

担当：芳我ちより（香川大学）
岡本菜穂子（上智大学）
武井勇介（山梨大学）
小田美紀子（島根県立大学）
吉川悦子（日本赤十字看護大学）
井口　理（日本赤十字看護大学）
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委員会活動報告

編集委員会活動報告

編集委員会

I．はじめに

全国保健師教育機関協議会誌「保健師教育」は，2017

年 5月に第 1巻の発刊以降全国の保健師教育機関の交

流や情報交換を支援し，保健師教育に役立てることを

目的に年 1回発刊されている．編集委員会は，「保健師

教育」の企画，編集，発行，公開に関わる業務を遂行

している．

II．活動結果（または，活動内容，活動成果など）

1．企画の立案と原稿の依頼

2026年 5月に発刊予定の第 10号の企画を立案した．

第 10号の内容は，巻頭言，講演記事，事業報告，調査

報告，投稿論文（研究報告・活動報告），委員会活動報

告，ブロック活動報告，令和 7年度事業報告で編成す

る．各委員会等の意向や事業等の進捗を踏まえて企画

した．講演記事は，秋季教員研修会での講演「働き続

ける保健師を育成するための県・市の取り組みと教育

機関との連携」を掲載することとし，また，事業報告

については，夏季分科会で行われた講演「シミュレー

ション教育の基礎と感染症の健康危機管理演習への活

用」および「公衆衛生看護学教育モデル・コア・カリ

キュラム 2024改訂版を活用した学修方略　～コンピテ

ンシーを意識した実習～」を掲載することとする．す

べての記事について，原稿依頼を行った．

2．二重投稿対応に関する投稿規定の改定

二重投稿のケースおよび今後の対応案について編集

委員会内で共有した．二重投稿に関しては，委員会内

で対応方針を検討し，その詳細について投稿者に明示

する必要があることを確認した．またそれに伴い，投

稿規程の改訂についても検討を進めることとした．

3．投稿論文の募集と査読プロセス

募集については，ホームページとメーリングリスト

にて行った．投稿論文は 2025年 9月末まで投稿を受け

付け，1件の投稿があった．現在，査読を進めている

段階である．

III．今後に向けて

近年の投稿数は減少傾向にあるため，引き続き広報

に努める必要がある．他方，投稿論文の掲載場所がホー

ムページ上で分かりにくく，結果として投稿者への訴

求につながっていない点について，誌面構成や情報配

置の工夫の必要性をめぐり意見交換を行った．また投

稿増加策として，ラダー研修参加者のその後の教育活

動の実践報告など活動報告に関する投稿増加策につい

ての意見交換を行った．

機関誌「保健師教育」が全国の保健師教育機関の情

報交換の場として機能し，保健師教育の質の向上に貢

献できるよう，編集・発行業務において実現可能な実

効性のある改善を進めていく予定である．今後も会員

校の皆様には，各種記事の執筆や論文の投稿，査読に

協力をお願いしたい．

IV．謝 辞

ご多用のところ，原稿を執筆してくださった会員校

や著者の皆様，査読委員の皆様，発刊に向けてお力添

えくださった中西印刷株式会社の野津真澄様に深謝い

たします．

担当：伊藤美樹子（委員長，滋賀医科大学）
古島大資（副委員長，鹿児島大学）
石川祥子（鹿児島大学）
板谷智也（宮崎大学）
川崎涼子（長崎大学）
聲高英代（大阪歯科大学）
髙本佳代子（聖マリア学院大学）
米澤洋美（石川県立看護大学）
山本真理子（大手前大学）
白片　匠（滋賀医科大学）
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委員会活動報告

教育評価推進委員会活動報告

教育評価推進委員会

I．はじめに（経緯と活動の方向性）

本委員会は，将来的な保健師教育の認証評価の仕組

みづくりを視野にいれ，2021年度に全保教の特別委員

会として発足した．他分野の評価システムについての

情報収集や会員校への意向調査，経費シミュレーショ

ン等を実施してきた．また，評価項目としては，全保

教の教育体制委員会が作成した「保健師教育課程の質

を保証する評価基準」の改訂版を基盤に，規準やエビ

デンスについて検討してきた．本委員会は，2025年度

の全保教の総会で常設委員会となることが認められ，

名称を「教育評価推進委員会」に変更した．一方で，

全保教の三役会から，保健師教育の教育評価は会員校

からの十分な理解を得るための周知活動に時間をかけ，

慎重に準備をして進める必要があるという意向が示さ

れた．

こうした中，中央教育審議会大学部会による「知の

総和」答申が 2025年 2月に発出され，大学教育の質を

社会に対して説明可能な形で示すこと，とりわけ，分

野ごとの教育の質保証の重要性が指摘された．そのた

め，全保教の会員校の教員自身がわが国の高等教育政

策の方向性を把握すること，さらに保健師教育の評価

の方向性について会員校の理解を得る必要があると考

え，2025年度は，「1．周知のための研修会」と「2．

評価項目の洗練」に努めることとした．

II．実施内容・活動結果

1．全保教第 40 回夏季教員研修会（2025 年 9 月 5 日

オンライン開催）における基調講演と委員会活動の解

説とアンケート

1）基調講演

【テーマ】高等教育システムの展望と質の保証の重要

性―看護の立場からどう取り組むか―

【講師】田中マキ子先生（山口県立大学長，第 13期

中央教育審議会大学分科会委員，公立大学協会副会長）

【概要】中央教育審議会での議論や今後の方向性，質

保証の重要性と教育評価の方向性等，看護の立場から

どのように取り組むべきか，私たちが準備すべきこと

について説明された．

2）教育評価推進委員会の活動と今後についての解説

最初に，教育評価推進委員会の使命と現在までの活

動の概要，今後の方向性として日本全体の高等教育シ

ステムの動向を視野に入れながら保健師教育の評価に

ついて再検討していく必要があることを説明した．

3）事後アンケートの結果

研修会終了後にアンケート調査を実施した結果，回

答者 98名全員が基調講演を役立ったと回答した．更

に，「学生の成長を可視化するために導入する評価方

法」として，ポートフォリオ 13名，OSCE 6名等が回

答された．

2．評価項目の見直しについて

本委員会が活用する評価項目は，今まで教育体制委

員会が開発してきたものである．第 40回夏季研修会で

体制委員会によって解説され，ワークも実施された結

果，会員校からは「評価が具体的にイメージ化された」

という感想が得られている．

教育評価推進委員会として引き継ぐにあたり，構造

（S），過程（P），成果（O）を分けて項目を再編する等

の必要性を感じ，看護体制委員会の了解の下，編集作

業に着手した．今後，「会員校が実施しやすい保健師教

育の評価」を目指して，更にブラッシュアップしてい

きたい．

III．ま と め

保健師教育の教育課程の多様性と各課程の独自性を

尊重しながら，保健師として共通して求められる実践

力・判断力・総合力が適切に育成されているかを確認

する視点として，教育の質評価の重要性は今後ますま

す高まる．多様な教育課程が在ることを前提としつつ，

共通して確認すべき教育の質や到達点をどのように評

価し可視化していくか，国の動向に関心をむけつつ検

討していくことが本委員会の課題である．これを念頭

に，よりよい評価の在り方について検討していきたい．
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担当：◎村嶋幸代（湘南医療大学）
〇神崎由紀（山梨大学）
中山直子（神奈川県立保健福祉大学）
麻原きよみ（大分県立看護科学大学）
荒木田美香子（川崎市立看護大学）

小野治子（大分県立看護科学大学）
本田　光（札幌市立大学）
矢島正榮（群馬パース大学）
吉岡京子（東京大学）
オブザーバー：副会長　大河内彩子（広島大学）
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委員会活動報告

2025 年度健康危機管理委員会活動報告

健康危機管理委員会

I．はじめに

本委員会は，近年の自然災害の多発や新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大を受け，健康危機管理に対応

できる保健師の育成を目的とした臨時委員会「健康危

機管理対策委員会」として 2021年度に発足した．2025

年度より，継続的な活動が必要なため，「健康危機管理

委員会」と改名し，常設委員会となった．2025年度は

以下の活動を実施した．

II．活動結果

1．健康危機管理の視聴覚教材の普及

2021年度から 2024年度までの 4年間で，健康危機管

理（感染症・自然災害）に関する視聴覚教材を計 7本

作成した．このうち，2023～2024年度に作成した「健

康危機管理の保健師活動：アドバンスド版」の「感染

症編」では，シミュレーションの基礎および演習への

活用方法について解説している．シミュレーションの

教材を保健師教育の現場でさらに活用していただくた

めには，基盤となる理論と方法論への理解が重要であ

ると考え，2025年 9月 5日の夏季研修分科会におい

て，映像を用いた説明・紹介を行った．

分科会では，①東京医科大学病院シミュレーション

センター長の阿部幸恵先生による「シミュレーション

教育の基本」，②健康危機管理委員会委員長・鈴木良美

による「シミュレーションの実際」の講演を実施した．

当日は 40名の参加者を得た．参加者から「シミュレー

ションの手順が理解できた」「とてもワクワクする教材

で，ぜひ活用したい」などの意見が寄せられ，アンケー

ト結果からも概ね好評であった．

2．視聴覚教材のロングバージョンの作成

2023～2024年度に作成した視聴覚教材は，授業での

活用を想定し，演習内容やインタビュー内容を要約し

た構成としている．しかし，①会員校から，感染症編

のシミュレーションについては要約ではなく，実際の

やり取りを通して展開方法をさらに具体的に学びたい

という要望があった．また②災害編については，イン

タビュー等を大幅に要約しているが，具体的な活動記

録として保存することに意義があると考えられた．そ

こで，既存教材のロングバージョンを新たに作成した．

これらは，会員校が活用できるよう URLにて配布した．

3．災害等発生時の会員校支援

本年度より本委員会が常設委員会となったことに伴

い，「災害発生時の支援」に関する規定の見直しを行っ

た．

さらに，自然災害等の発生時に，会員校に対して迅

速かつ適切な支援を行うためには，各校における災害

への備えや，過去の災害時の支援・受援の実態を把握

することが重要であると考えた．そのため，来年度に

向けて，会員校を対象とした調査を実施する予定であ

る．

III．ま と め

今年度は，2024年度までに作成した健康危機管理教

育向上のための視聴覚教材の普及やロングバージョン

の作成等を行った．今後は，災害への備えや支援・受

援の実態把握を進め，その結果を踏まえて，より実効

性の高い健康危機管理教育および支援体制の構築に取

り組んでいく予定である．

担当：鈴木良美（東京医科大学）
石田千絵（日本赤十字看護大学）
山下留理子（徳島大学）
堀池　諒（奈良医科大学）
佐藤太地（日本赤十字看護大学）
尾無　徹（岩手県立大学）
門脇睦美（東京医科大学）
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ブロック活動報告

北海道・東北ブロック活動報告

I．はじめに

北海道・東北ブロックの令和 7年度の活動について，

以下のとおり報告する．

本ブロックは，北海道地区 12校，東北地区 17校，

計 29校の会員校により構成されている．北海道・東北

ブロック会議・研修会は，会員校が一堂に会し相互理

解を深める機会を重視し，対面で実施した．一方，各

地区単位での会議・研修会については，会員校が広範

囲に分布している状況を踏まえ，オンライン形式で開

催した．

以下に，令和 7年度の活動概要を報告する．

II．活動結果

1．北海道・東北ブロック会議・研修会

令和 7年度の北海道・東北ブロック会議・研修会は，

弘前学院大学が開催校となり，令和 7年 9月 16日（火）

に青森県弘前市において開催した．会議には 16校 27

名が出席した．

会議では，理事会報告の後，各校から事前に提出さ

れた議題をもとに，保健師教育を取り巻く現状や課題

について情報共有および意見交換を行った．

研修会では，「短命県返上活動からみえてきたもの」

をテーマに，弘前大学名誉教授 中路重之氏より講演を

いただいた．地域の健康課題に対する長年の実践を基

盤とした内容であり，今後の保健師教育を検討する上

で有意義な示唆が得られた．

2．北海道地区の活動

北海道地区では，地区会議・研修会を 2回開催する

とともに，北海道保健師関係団体連絡会との合同研修

会を実施した．

第 1回は，天使大学が開催校となり，令和 7年 7月

29日（火）にオンライン（Zoom）で開催した．参加者

は 13校 34名であった．研修会では，「公衆衛生看護学

教育モデル・コア・カリキュラム 2024改訂版をこれか

らの保健師教育に活かす」をテーマに，3名の講師を

迎えた．北海道科学大学教授 松原三智子氏からは改訂

版の概要について講義があり，続いて旭川医科大学教

授 藤井智子氏，准教授 塩川幸子氏から，地域ケア会議

を想定した地域ケアシステムづくりを体感する演習に

ついて報告があった．講義後には，各会員校間での情

報交換を含めたグループワークを実施した．

第 2回は，北海道大学が開催校となり，令和 8年 2

月 18日（水）にオンラインで開催した．参加者は 11

校 32名であった．前半は北海道保健福祉部による公衆

衛生看護学実習担当者会議および北海道国民健康保険

団体連合会による市町村保健師確保に向けた取り組み

の報告が行われた．後半の研修会では，名寄市立大学

教授 播本雅津子氏を講師に迎え，第 112回保健師国家

試験問題の内容調査に関する検討会を行った．

また，例年実施されている北海道保健師関係団体連

絡会主催の研修会（令和 7年 12月 20日開催）には，

主催団体として全国保健師教育機関協議会から 14名

が参加した．

3．東北地区の活動

東北地区では，八戸学院大学が開催校となり，2回

の会議・研修会を企画した．しかし，令和 7年 12月 8

日に青森県東方沖を震源とする地震が発生し，八戸市

で最大震度 6強を観測したことに加え，「北海道・三陸

沖後発地震注意情報」が発表された．このため，第 1

回として令和 7年 12月 21日に予定していた会議は書

面開催とし，研修会は中止とした．この研修会は，「保

健師国家試験問題作問の基本」をテーマに，名寄市立

大学教授 播本雅津子氏，人間総合科学大学教授 望月聡

一郎氏を講師に迎え，講義およびグループワークの実

施を予定していたが，災害発生により中止とした．企

画段階で中止を余儀なくされたことは残念であったが，

安全を最優先とした判断であった．

第 2回は，令和 8年 2月 14日（土）にオンラインで

開催し，14校 25名が参加した．会議および情報交換

に加え，第 112回保健師国家試験問題の検討をテーマ

としたグループワークを実施した．
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III．おわりに

北海道・東北ブロックは，会員校が広域に分布して

いることから，対面での開催が困難な状況にある．加

えて，今年度は想定していなかった大規模地震の発生

により，開催校自体が被災し，オンライン開催も実施

できない事態となった．この経験から，非常時におけ

る会議・研修の実施方法について，事前に検討してお

く必要性が明確となった．

来年度も，会員校が相互に協力しながら，保健師教

育の質向上を目指し，情報共有と検討の場を継続して

いきたい．

担当：佐々木久美子（日本赤十字東北看護大学）
中尾八重子（弘前学院大学）
北宮千秋（弘前大学大学院）
多喜代健吾（弘前大学大学院）
古舘美喜子（八戸学院大学）
柴生田英香（八戸学院大学）
岩田由香（北海道大学）
横山歩香（北海道大学）
平野美千代（札幌医科大学）
青木亜砂子（札幌医科大学）
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ブロック活動報告

2025 年度　南関東，北関東，甲信越ブロック活動報告

I．はじめに

関東，甲信越ブロックは 2017年度より，南関東ブ

ロック（東京，千葉，神奈川）と北関東・甲信越ブロッ

ク（埼玉，栃木，群馬，茨城，山梨，長野，新潟）の

2ブロックとなり活動を展開している．2025年 8月現

在の会員校は，南関東ブロック 48校，北関東・甲信越

ブロック 32校である．ブロック定例会議及び研究会

は，2ブロック合同で開催し協働で運営している．活

動の目標は，各校・ブロック内で現状や課題を共有し，

保健師の質の向上をめざした活動を行うことであった．

以下に 2025年度の活動概要について報告する．

II．活動結果

1．ブロック活動

ブロック活動は年 2回の定例会議及び研究会を開催

し，第 1回は南関東ブロック，第 2回は北関東・甲信

越ブロックが企画・運営を担当した．

第 1回ブロック定例会議及び研究会は，2025年 9月

23日（火・祝）に日本教育会館にて開催され，第 1部

の定例会議には 61名の参加があった．2025年度新規

加入校の 2校（東京医療保健大学大学院，清泉大学大

学院）の紹介も行われた．第 2部では糸井和佳氏（帝

京科学大学）が座長を務め，岸　恵美子氏（東京医療

保健大学東が丘看護学部/大学院看護学研究科）による

「研究実践と現場・教育への還元―セルフ・ネグレクト

のアセスメントとケア」をテーマに講演を開催した．

講演後は，参加された先生方から学校保健による

ADHDを持つ子どもへの支援の必要性や片付けのスキ

ルに関する教育についてなど，様々な質問や感想など

をいただいた．事後アンケートにおいても，「今後の研

究・教育活動に役立つ内容だったか」の質問に対し，

全回答者（48名）から，「非常にそう思う（92%）」「そ

う思う（8%）」との回答があり，本テーマへの関心の

高さがうかがえた．

また，第 2回の定例会に先駆けて，北関東・甲信越

ブロックのみで 11月 24日（月・祝）に第 1回北関東・

甲信越ブロックオンライン会議を実施した．第 4回理

事会を受けて，全保教のトピックの情報共有及び北関

東・甲信越ブロック内の資料の保管についての意見集

約等を行った．急遽の開催にもかかわらず 10校 12名

にご参加いただけた．2026年度は関東，甲信越ブロッ

クとして，ブロック内の情報共有が一層図れるように

計画的に取り組んでいきたい．

2026年 1月 31日（土）に日本教育会館にて関東・

甲信越ブロックの第 2回定例会・研究会を行った．研

究会は国家試験委員会前委員長の播本雅津子氏（名寄

市立大学）を講師にお招きし，望月総一郎氏（人間総

合科学大学）・坪川トモ子氏（新潟清陵大学）・関　美

雪氏（埼玉県立大学）・齋藤公彦氏（福山平成大学）・

中村寿子氏（活水女子大学）・藤田　碧氏（秋田看護福

祉大学）の 6名のファシリテーターのもと，「保健師教

育に活かす国家試験作問チャレンジ（実践編）」をテー

マに講義と作問演習のグループワークを行った．当日

は 50名近くの参加者が 8グループに分かれ，国家試験

の過去問題のブラッシュアップに取り組んだ．楽しい

雰囲気の中で大変有意義な演習となった．保健師教育

の評価指標ともなる国家試験の，作問ルールを教員が

正しく理解することで，日頃の保健師教育に反映され

ることを改めて考える貴重な機会となった．

2．定時社員総会の運営協力

南関東，北関東，甲信越ブロックでは，会員校が輪

番制で 6月の定時社員総会（以下，総会）当日の運営

協力に携わっている．本年度は，6月 7日（土）に日

本教育会館にて開催され，南関東ブロックの 10校及び

北関東，甲信越ブロックの 4校が当日運営スタッフと

して従事していただき，滞りなく総会を終えることが

できた．

III．おわりに

2025年度の第 1回及び第 2回のブロック定例会議

は，いずれも対面で開催した．コロナ明けは対面での

開催が主となり，オンライン開催よりも多くの情報交

換が可能となり，全保教の従来の活気ある活動に戻り

つつある．今後も対面開催を中心とし，時折，オンラ
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イン開催の良さも活用しながら，会員校にとって有益

な情報発信・情報交換ができるようにする．そして，

保健師教育がより向上・推進され充実するよう取り組

んでいく．

担当：松永洋子（国際医療福祉大学）
二瓶映美（秀明大学）
叶多博美（茨城キリスト教大学）

園部律子（茨城キリスト教大学）
糸井和佳（帝京科学大学）
渡邉千秋（武蔵野大学）
中板育美（武蔵野大学）
大木幸子（杏林大学）
鈴木良美（東京医科大学）
伊藤美千代（東京医療保健大学千葉看護学部）
小板橋恵美子（東邦大学健康科学部看護学科）
河村　秋（和洋女子大学）
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ブロック活動報告

東海・近畿北ブロック，北陸・近畿南ブロック合同活動報告

I．はじめに

東海・近畿北ブロックと北陸・近畿南ブロックは，

計 88校で構成され，合同で研修会・定例会を運営して

いる．合同研修会を中心に報告する．

II．活動結果

1．企画

研修会のテーマを「保健師教育の未来」とし，第 1

回基調講演，第 2回実践につなぐ応用編とした．開催

方法はハイブリッド形式，講演後にグループワークを

計画した．

2．第 1回研修会

2025年 9月 27日，会場は京都先端科学大学，参加

者 42名（うち対面 16名）

内容と結果：

基調講演「保健師教育の未来へ―社会の変化を読む―」

東京医療保健大学大学院研究科教授　岸恵美子氏

社会の変化に伴い，保健師に期待される社会的役割

と教育機関に求められているものについて，今後を見

据えた視点から講演いただいた．

事後アンケート（回収率 63.7%）は，「とても満足」

「満足」97%，「保健師教育の実状と目指す姿の具体的

理解ができた」「学生の視点と気づきにつながった」等

の意見があった．また，オンラインの途中中断など運

営上の難しさを実感した．

3．第 2回研修会

2026年 2月 1日，会場は CIVI研修センター新大阪東

参加者 57名（うち対面 27名）

内容と結果：

講演①「保健師教育の未来へ―活動の魅力を伝える―」

東京医療保健大学大学院看護学研究科教授　岸恵美

子氏

講演②「保健師を目指す学生を育てる工夫」

神戸市看護大学看護学部教授　岩本里織氏

岸講師からは，第 1回研修会での講演を踏まえつつ，

保健師のコアバリュー，コアコンピテンシーと保健師

の役割，コアカリキュラムとの繋がり，保健師の使命

を果たすための能力と教育の在り方について，岩本講

師からは，岸講師の講演内容を踏まえて，所属大学に

おける実践例，学生の主体的な学びにつなぐ保健師の

キャリア支援の取り組みについて，ご講演いただいた．

両講師ともに GWで参加者に助言いただいた．

事後アンケート（回収率 77.1%）は，「とても満足」

「満足」が 98.6%，「保健師の役割・専門性，コアコン

ピテンシーの理解の深まり」「看護師と保健師カリキュ

ラムの違い・コアカリ対応の整理ができた」「具体的な

カリキュラム・授業配置が参考になった」「教授方法・

評価まで含めた教育の工夫が学べた」「実習の流れ（地

区踏査→課題明確化→ロジックモデル→政策提案）が

具体的に理解できた」等の意見があった．

4．GWでの意見交換について

2回の研修会のグループワークに共通した意見は，

「互いの状況や教員としての思いをわかり合える場」「教

育の工夫や課題の共有」「各大学の状況や工夫の情報交

換が参考になる」という視点が共通しており，情報交

換が日々の教育をステップアップしていくことに繋が

ることが示唆された．

5．ブロック定例会

研修会後，ブロック会員校を対象に会議を開催した．

今後の予定や理事会報告，交流と情報共有に努めた．

III．ま と め

ブロック研修会は，ブロック内教員間での情報交換

や共に学ぶ機会として，全国的な動きや新しい知見を

得るだけでなく参加者間の承認や刺激があり，「保健師

教育の未来」に繋がる実感を得た．会員校の交流と発

展の場としてブロック活動を継続していく必要性を共

通認識した．

担当：東海・近畿北ブロック
山路由実子（鈴鹿医療科学大学）
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石上早苗（豊橋創造大学）
植松勝子（中部学院大学）
中田ゆかり（京都先端科学大学）
北陸・近畿南ブロック
井上清美（姫路獨協大学）

藤原和美（関西国際大学）
中世古恵美（関西国際大学）
佐藤文子（甲南女子大学）
魚崎須美（姫路獨協大学）
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ブロック活動報告

中国，四国ブロック活動報告

I．はじめに

全国保健師教育機関協議会中国，四国ブロックの令

和 7年度の活動について報告する．本ブロックは，中

国地区加入校 14校，四国地区加入校 12校の計 26校か

らなる．令和 7年度は前年度に引き続き，対面開催で

の定例会議及び研究会を 2回実施した．

II．活動内容

1．夏季研修会及び定例会

令和 7年 8月 30日（土）に岡山県（ピュアリティま

きび）で 19校 31名の参加のもと開催した．定例会議

では理事会報告及び他ブロックの活動等も紹介した．

研究会では「効果的な国家試験対策について語り合お

う～作問チャレンジ入門編 in岡山～」のテーマで，名

寄市立大学教授の播本雅津子氏を迎え開催した．研究

会では，国家試験の作問に関する基本的なルールや考

え方，実際の国家試験問題のブラッシュアップ例を提

示いただき，国家試験作問の視点や知識等をご教授い

ただいた．グループワークでは実際の国家試験問題の

ブラッシュアップに取り組み，演習により各グループ

で完成した問題を発表し合った．研修会を通じて国家

試験の作問について学ぶことができ，科目試験や国家

試験対策に活かせる学びであったとの意見が多く寄せ

られた．

2．冬季研修会及び定例会

令和 8年 1月 31日（土）に岡山県（ピュアリティま

きび）で 21校 34名の参加のもと開催した．定例会議

では理事会報告及び現在直面している保健師教育の課

題を共有した．研究会では「公衆衛生看護学教育モデ

ル・コア・カリキュラム（2024改訂版）の理解と具体

的な活用例について～公衆衛生看護学実習を通して考

える～」のテーマで，佐賀大学教授の山田小織先生を

迎え開催した．研究会では，公衆衛生看護学教育モデ

ル・コア・カリキュラム（2024改訂版）のポイントに

ついて，改訂の経緯を交えながら，モデル・コア・カ

リキュラムの構成，コンピテンシーに基づく保健師教

育の重要性について改めてご教授いただいた．グルー

プワークでは，公衆衛生看護学実習を題材に，学生が

学修目標を達成するための学修環境を整えられている

かという視点での自己ワークの後，効果的な教育的取

り組みや学修環境を整えるのが難しい場合の対策等に

ついて意見交換を行った．モデル・コア・カリキュラ

ムの構成や意図，方向性を改めて理解することができ，

現状分析から今後の教育における活用へとつながる示

唆を得た研修会となった．さらに，シームレスな保健

師基礎教育から現任教育の実現のために，教育と現場

の両輪でのモデル・コア・カリキュラムの理解と推進

の重要性も再認識することができた．

III．ま と め

年間を通して対面開催で実施することができ，会員

校間の交流や情報交換につながり，実施後のアンケー

ト調査ではいずれも満足度の高い結果となった．今後

も会員校の関心の高い内容について研究会を企画し，

保健師教育の質向上に向けて取り組んでいきたい．

IV．謝 辞

各研修会の講師の先生方，ブロック活動を支えてく

ださった会員校の教職員の皆様に心より感謝申し上げ

ます．

担当：磯濱亜矢子（吉備国際大学）
藤村保志花（香川県立保健医療大学）
齋藤公彦（福山平成大学）
山野井尚美（山陽学園大学）
森　路佳（徳島文理大学）
本郷貴士（吉備国際大学）

保健師教育　第 10巻第 1号（2026）

（ 59 ）



ブロック活動報告

九州ブロック活動報告

I．はじめに

九州ブロックは，全国的な流れを踏まえながら，会

員校の情報交換を活発に行い，保健師教育の質の向上

に努めるという活動方針のもと対面での定例会や研修

会の開催を大事にして活動している．現在の会員数は

27校である．以下に 2025年度の活動を報告する．

II．活動結果

1．第 1回定例会及び研修会

2025年 9月 20日に KKRホテル熊本（熊本市）にて

第 1回のブロック定例会及び研修会を開催した．会員

校 25校，56名が参加した．定例会は社員総会と理事

会報告に加え，会員校の加入増による委員の輪番の変

更に対する協議と，会員校による 3つの照会事項にお

いて，会員校間で情報共有を行った．特に今年度は，

長年にわたり蓄積され，担当幹事校の交代時に郵送さ

れる九州ブロックの膨大な関係資料の保管について会

員校で協議できたことは意義があったと考える．本研

修会において「じょっぱり看護の人・花田ミキ」の上

映ならびに花田先生ゆかりの書簡や自費出版書籍など

の閲覧を通じ，先達の足跡をしのぶ資料に触れる機会

を得，資料を継承・保管することの意義や，保健師活

動の根幹にある精神的な価値を，参加者全体で改めて

再確認する契機となった．また，花田ミキ先生の志を

受け継ぐ方々から，九州ブロック会員校全員へのメッ

セージもいただいた．今回の研修会で，今までの九州

ブロックの関係書類が先達の思いや苦労，その当時の

状況を推測できる歴史的な価値あるものへと共通認識

されたのである．最後に次年度幹事校の紹介・挨拶が

あり，盛況のうちに研修会を終えた．

2．ブロック幹事校会議の開催

幹事校・副幹事校・ブロック理事が参加し，第 1回

定例会及び研修会の運営に関して打ち合わせ，次年度

研修内容についての協議を行った．

3．第 2回定例会及び研修会

2026年 2月 7日にオンラインで定例会及び研修会を

開催した．研修会には会員校 26校，60名が参加した．

定例会は理事会報告を行った．研修会の講演テーマは

「大阪市の結核対策～あいりん地域の結核対策の経験

より」であり，堂本佳代子氏（大阪市保健所感染症対

策課（結核グループ）保健副主幹）を講師に迎え，結

核対策の実際について知る貴重な機会となった．

III．ま と め

前年度に引き続き，2025年度も対面方式で研修会を

開催することができた．お互いの顔が見える形での交

流は，より会員の結びつきを強めることとなり，活動

方針に沿ったブロック活動ができたと考える．また，

九州ブロック会員校の現在抱えている課題に対して情

報を共有し，先進事例の情報収集ができる貴重な場と

なった．オンラインでの定例会・研修会の実施も多く

の会員が参加できるというメリットがあるため，意義

ある開催となったと考える．

IV．謝 辞

各研修会の講師の先生方，ブロック活動を支えてく

ださった幹事校，副幹事校の皆様，参加された会員校

の先生方に心より感謝申し上げます．

担当：ブロック理事：中村寿子（活水女子大学）
ブロック委員：藤本優子（九州看護福祉大学）
坂口里美（九州看護福祉大学）
中尾理恵子（長崎大学）
大西眞由美（長崎大学）
川崎涼子（長崎大学）
小坂理子（長崎大学）
澤井詩織（長崎大学）
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事業報告

令和 7年度事業報告
総会，理事会，三役会，アクションプラン

総務・庶務・会計委員会
渡邉多恵子（淑徳大学），
中田晴美（北里大学），
杉本加代（高知大学）

I．はじめに

2025（令和 7）年度に実施した定時社員総会（1回），

理事会（5回），三役会議（4回），拡大三役会議（1

回），アクションプランについて報告する．

II．活動結果

1．定時社員総会

定時社員総会は，2025年 6月 7日（土）に日本教育

会館一ツ橋ホールにて開催した．2025年 6月 7日時点

の加入校 249校（総社員数 249名）のうち，同日 10時

43分現在の出席者は 109名，議決権行使書の提出は

106校，合計 215名であった．これにより，全国保健

師教育機関協議会定款第 28 条および第 30 条に基づ

き，定時社員総会は成立した．

1）決議事項

（1）2025年度役員（理事・監事）選任：辞任する役

員 12名，新役員候補 23名（内，再任者 11名）

（2）2024年度決算報告および監査報告

上記について協議し，承認された．

2）報告事項

（1）2024年度事業報告

（2）2025年度事業計画･収支予算書

2．理事会

1）第 1回　理事会

2025年 5月 10日（土）オンライン（Zoom）にて，

第一部，第二部の 2回に分けて開催した．

（第一部）

（1）審議事項

2025年度中期計画・アクションプランの修正，2024

年度事業報告・決算・監査報告，2025年度定時社員総

会，推薦委員会・ブロック理事の交代，役員の業務，

入退会（入会 4校，退会 1校・個人賛助会員 1名），研

修会管理システム構築（プラットフォーム）会計（ア

ルバイト時給・宿泊費上限額の改訂案，2025年度予算

案の改定）について承認された．

（2）報告事項

会長，副会長，各委員会，ブロックからの報告，活

動の手引き 2025，会計（「社員」または「代理人」で

はない理事の旅費・宿泊費，用務があり前泊または後

泊が必要とされる理事の宿泊費），全保教として参画し

ている委託事業の進捗，第二期中期計画（2019〜2023

年度）の評価，庶務（2025年度理事会・三役会議日程

案）について報告がなされた．

（第二部）

活動の手引き 2025，新理事メーリングリストについ

て説明がなされた．

2）第 2回　理事会

2025年 6月 7日（土）日本教育会館にて，第一部，

第二部，第三部の 3回に分けて開催した．

（第一部）

（1）審議事項

入退会（入会 1校，退会 1校・団体賛助会員 1校）

について承認された．

（2）報告事項

2024年度中期計画，2024年度アクションプランに基

づく活動方針，役員の業務，保健師教育第 9巻の企画，

その他について報告がなされた．

（第二部）

（1）審議事項

会長・副会長の選定，2025年度各委員会委員長とブ

ロック理事の選定，2025年度各委員会/ブロック委員，

2025年度各委員会/ブロック計画について承認された．
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（第三部）

（1）審議事項

2025年度中期計画，2025年度アクションプランに基

づく活動方針，役員の業務，保健師教育第 10巻の企画

案について報告がなされた．

3）第 3回　理事会

2025年 8月 24日（日）オンライン（Zoom）にて開

催した．

（1）審議事項

2026年度アクションプラン・中期計画，2026年度行

事予定案，秋季教員研修会，健康危機管理委員会（災

害発生時の策定目的，「健康危機管理の保健師活動：ア

ドバンスド版」視聴覚教材），教育評価推進委員会，庶

務（研究助成金，研修会管理システム構築（プラット

フォーム），総会開催方法，入退会（退会 1校），委員

会・ブロックの Dropboxアカウントについて承認され

た．

（2）報告事項

会長，副会長，各委員会・ブロック活動の進捗状況，

会計，全保教として参画している委託事業への進捗，

その他について報告がなされた．

4）第 4回　理事会

2025年 11月 9日（日）オンライン（Zoom）にて開

催した．

（1）審議事項

2026年度アクションプラン案・中期計画案，2026年

度定時社員総会および講演会，2026年度教員研修会，

保健師教育第 10巻構成案，第 112回保健師国家試験内

容調査及び環境調査の実施，教材作成依頼に関する取

り決め，会計（2025年度収支補正予算案），庶務（研

究助成制度，研修会管理システム構築（プラットフォー

ム）），乳幼児健診・発育発達のための映像教材開発，

九州ブロックの過去の経年的記録のデジタル化と保管，

公衆衛生看護学教育モデル・コア・カリキュラム 2024

改訂版のコンピテンシーのエクセルファイルの会員校

への配信，新カリキュラム実施・達成状況調査につい

て承認された．

（2）報告事項

会長，副会長，各委員会・ブロック活動の進捗状況，

会計（2025年度 9月期中間決算報告，2026年度予算

書），全保教として参画している委託事業の進捗，その

他について報告がなされた．

5）第 5回　理事会

2026年 3月 8日（日）オンライン（Zoom）にて開催

した．

（1）審議事項

2026年度法人事業計画・中期計画・アクションプラ

ン，2026年度法人収支予算書，2026年度活動計画書・

収支予算書（委員会・ブロック），2026年度定時社員

総会，乳幼児健診および乳幼児の発育発達を学ぶ映像

教材の開発，研究助成制度，庶務関連 入退会等，その

他について承認された．

（2）報告事項

会長，副会長，各委員会・ブロック活動の進捗状況，

中西印刷との業務委託契約書の取り交わし（2026.4.〜

2027.3），会計関連，全保教として参画している委託事

業の進捗，その他について報告がなされた．

3．三役会議

1）第 1回　三役会議

2025年 4月 19日（土）オンライン（Zoom）にて開

催した．議題は，2025年度中期計画・アクションプラ

ンの修正，2024 年度予算対比正味財産増減計画書，

2025年度収支予算書，監査，推薦委員会・ブロック理

事の交代・新ブロック理事の委員会配置，2025年度理

事・監事の役割，2025年度定時社員総会・春季教員研

修会，2025年度ラダー研修，2025年度夏季教員研修

会，2025年度秋季教員研修会，2025年度活動の手引

き，2024年度委員会・ブロック活動報告，2025年度委

員会・ブロック活動計画，2025年度事業計画，入退

会，保健師の未来を拓くプロジェクト，研修管理シス

テム，第 1回理事会議題案，第 2回理事会議題案，そ

の他であった．

2）第 2回　三役会議

2025年 7月 19日（土）オンライン（Zoom）にて開

催した．議題は，2026年度アクションプラン・中期計

画，2026年度行事予定案，研究助成，研修管理システ

ム，2025年度秋季教員研修会，2026年度秋季教員研修

会，総会運営，入退会，全保教ホームページ，各委員

会の進捗状況，会計関連，日本保健師連絡協議会，全

保教参画事業の進捗報告，第 3回理事会・第 1回拡大

三役会議議題案，その他であった．

3）第 3回　三役会議

2025年 10月 18日（土）オンライン（Zoom）にて開

催した．議題は，各委員会の進捗状況，教材作成依頼

に関する取り決めについて，2025年度秋季教員研修

会，2026年度秋季教員研修会，2026年度アクションプ

ラン・中期計画案，2026年度事業計画案，2025年度補
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正予算，2025年度中間決算書（4–9月），2026年度定時

社員総会運営，入退会，研究助成，日本保健師連絡協

議会，全保教参画事業の進捗報告，乳幼児健診・発育

発達のための映像教材開発，委員会・ブロックの

Dropboxアカウント，第 4回理事会議題案，その他で

あった．

4）第 4回　三役会議

2026年 2月 14日（土）オンライン（Zoom）にて開

催．議題は，各委員会の進捗状況，2026年度アクショ

ンプラン案・中期計画案，2026 年度定時社員総会，

2026年度法人事業計画，各委員会・ブロック活動計画

書案，2026年度予算案，研究助成，プラットフォーム

関連，入退会，保健師連絡協議会幹事会，全保教参画

事業の進捗報告，乳幼児健診・発育発達のための映像

教材開発，中西印刷との業務契約書の取り交わし，次

年度理事会・三役会議の日程，第 5回理事会議題案，

その他であった．

4．拡大三役会議

第 1回　拡大三役会議（ブロック）

2025年 8月 24日（日）オンライン（Zoom）にて開

催した．内容は，各委員会活動の情報交換と課題の共

有であった．

5．アクションプラン報告

別紙アクションプランを参照いただきたい．

（ 63 ）



一一般般社社団団法法人人全全国国保保健健師師教教育育機機関関協協議議会会  アアククシショョンンププラランン 22002255  

【【ススロローーガガンン】】  

保保健健師師教教育育のの質質のの向向上上おおよよびび教教員員のの資資質質向向上上をを図図るるたためめ  

教教育育評評価価のの必必要要性性ややココアア・・カカリリキキュュララムムのの普普及及をを行行うう  

  

ⅠⅠ．．基基本本方方針針  

「全国の保健師教育機関の発展と，保健師教育の充実を図り，公衆衛生の向上に寄与す

る」という本法人の目的を達成するために，国の動向を踏まえながら，保健師教育課程と教

育体制の検討，教育成果の検証，教員の資質向上，国家試験問題の質向上による保健師

免許の質の確保に向けて活動します．また，看護師教育の充実と保健師教育の上乗せに向

けた活動を推進します． 

これまでの活動実績を基盤として，より充実した保健師教育へのニーズに応えるため，研

修委員会，教育課程委員会，教育体制委員会，国家試験委員会は，関係団体と連携しなが

ら，公衆衛生看護学の探求とその体系化に向けて活動を推進します．特に，教員のキャリア

ラダーに基づく体系的な研修をより充実させる会員システムの改革とともに，保健師教育の

質を担保するための評価体制を検討します．教育課程委員会では，公衆衛生看護学教育モ

デル・コア・カリキュラム（改訂版）を用いた，保健師教育の内容の充実を図っていきます．ま

た，広報・国際委員会では情報化の進展やグローバル化の進展により，今後も変化が予測さ

れる社会の変化に対応して，より迅速かつ効果的に会員校の皆さまへ情報を発信し，教育の

質向上につながるシステム開発に努めます．編集委員会では，協議会誌「保健師教育」を発

行し，国内外へ公衆衛生看護の知見の発信を推進します．また，会員校の皆様の研究を推

進するために，研究助成制度について創設していきます． 

常設委員会となった教育評価推進委員会においては，質の高い保健師教育を担保するた

めに全保教の外部の組織・団体と連携する評価体制について，三役会をサポートしながら検

討します．健康危機管理委員会においては，頻発する災害等の健康危機に備えた会員校の

ネットワーク体制の構築についての検討を行います． 

さらに，今後の会員校への教育資材の提供や研修受講の利便性を図るなど会員校サービ

スの充実に向けた会員校システムの改善，ホームページを活用したプラットフォームの構築

について検討をしていきます． 

また，今日的な地域・社会の健康課題に対応すべく，ブロック活動のきめ細かな展開，保

健師の健康危機管理能力やその向上のための教育方法の開発，委託事業への積極的な参

画や関連機関・団体への要望などを通し，会員校を支援します． 
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ⅡⅡ．．委委員員会会方方針針  

1．研修委員会 

・公衆衛生看護教育に携わる教員の地域課題やキャリア形成に配慮した研修が計画でき

るように体制を整える．（ブロックからの代表・ラダー1 研修修了者（つなぐ会）の参画等） 

・公衆衛生看護学を教授する教員のラダー表の見直しと，ラダー表を活用した研修の企

画・実施・評価について検討する． 

・公衆衛生看護学を教授する教員の抱える課題やニーズを調査し，それに対応した研修を

企画する． 

・e-learning 教材化を含め，効果的な研修媒体の作成について検討する． 

 

2．教育課程委員会 

・公衆衛生看護学教育モデル・コア・カリキュラム（改訂版）について会員校へ普及する． 

・2020（令和 2）年の指定規則改正後の保健師課程における新カリキュラムの実施状況お

よび達成状況を明らかにし，課題の改善および教育内容の充実を図るために，次回の指

定規則改正等に資する検討を行う． 

・最新の教育内容・方法について，現場への情報発信を促進する． 

 

3．教育体制委員会 

・大学院及び大学専攻科などにおける上乗せ教育による，実践力のある保健師を育成す

る教育課程推進策の計画を策定する． 

・保健師教育課程の質の評価基準を会員校へ公表・周知し使用を促進する． 

・大学院・専攻科および学部教育に関して教員の稼働量や業務負担の実態調査を行う． 

 

4．国家試験委員会 

・第112回国家試験問題や受験環境に関する調査を行い，意見書を厚生労働省に提出する． 

・国家試験合格率の推移の分析を行うとともに出題基準改定に向けた意見書を提出する． 

・教員の問題作成力向上の研修会を開催する． 

 

5．広報・国際委員会 

・ホームページ（英語版を含む）による効果的な会員への情報提供を行うとともに，評価し

改善する． 

・研究助成金制度について創設する． 

・メールマガジンなどを活用し，情報共有を図る． 

・広報活動を通じて，新規会員の獲得を推進する． 

・プラットフォームの構築についての検討を行う． 
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6．編集委員会 

・電子ジャーナル第 9 巻を発行し，公開する． 

・円滑な査読体制を構築し，運営する． 

 

7．教育評価推進委員会 

・保健師教育における分野別評価の推進について検討を行う． 

・保健師教育における教育評価の試行について準備を行う． 

・保健師教育の質を保証する団体・組織についての検討を，三役会をサポートして行う． 

・保健師教育評価基準の継続的実施による教育体制のモニタリングを行う． 

 

8．健康危機管理委員会 

・災害等発生時に会員校に対する情報収集，活動の調整と支援，情報発信を行う． 

 

ⅢⅢ．．ブブロロッックク活活動動方方針針 

社会情勢や保健師教育の動向を踏まえ，現状や課題を共有し，保健師教育の質の向

上を目指すための研修及び情報交換を行う．さらに，全国とブロック，各校間での情報の

共有，活動の協力に努める． 

事業報告
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活動報告

保健師基礎教育における「予算管理」の学習方法
―予算案作成演習を通した学生の学び―

Learning Methods for Budget Management
in Basic Public Health Nursing Education:

Students’ Learning Through a Budget Planning Exercise

藤井智子 1)，工藤裕子 2)，塩川幸子 1)，水口和香子 1)

Tomoko Fujii1), Yuko Kudo2), Sachiko Shiokawa1), Wakako Mizuguchi1)

抄 録

目的：保健師基礎教育における予算案作成演習を通した学生の学びを明らかにし予算管理に関する効果的な学習方法

への示唆を得る．

方法：学生の学びのレポートを質的記述的に分析した．

結果：学生 25名のレポートから 6カテゴリが生成された．学生は《予算を扱う重み》を認識し《予算の根拠を導くも

のは地域診断》と捉え《事業における住民負担と税金投入のバランス》を考え《行政に求められる予算管理》と《住

民のための揺るぎない姿勢》を学ぶことで，《予算を掌るモチベーションの向上》につながった．

考察：学生は予算管理を保健師の専門性と切り離せないものとして理解し公平性の視点から保健師の役割を深く考え

ることができた．予算案作成において予算額を計算するワークシートの活用および現場の管理職保健師との対話が学

生の学びを深化させることが推察された．

Abstract

Objective: To clarify what students learned through the budget planning exercise in basic public health nursing education, and to

identify effective learning methods for budget management.

Methods: We conducted a qualitative descriptive analysis of student learning reports.

Results: We analyzed the reports of 25 students and categorized them into 6 groups. The students recognized [the importance of

handling budgets] and concluded that [regional assessments should guide budget rationale]. They considered [the balance

between residents’ burden and tax investment in the project] and by learning [the budgetary management required of the public

agencies] and by having a [steadfast commitment to the good of residents], they [improved their motivation to handle budgets].

Discussion: Students learned that budget management is an indispensable part of the public health nurses’ professional

expertise. They were able to deeply consider the importance of their own role from the perspective of equity. This suggests that

completing worksheets on budget calculation in drafting the budget and engaging in dialogue with public health nurses in local

management positions deepened students’ learning.

キーワード：予算管理，演習，保健師基礎教育
Keywords: budget management, seminar, basic public health nurse education

受付日：2025年 6月 19日　受理日：2026年 2月 18日

1) 旭川医科大学医学部看護学科 （Asahikawa Medical University, School of Medicine, Nursing Department）
2) 元枝幸町主幹 （Former executive officer of Esashi Town）
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I．はじめに

予算とは，収入と支出の計画である．行政における

「予算管理」は予算編成，査定，議会の議決を経て成立

し，執行管理，決算，議会で議決を経て終結する一連

の流れからなる（森岡，2016）．予算管理は公衆衛生看

護管理のひとつに示され（日本看護協会，2003），自治

体保健師の標準的なキャリアラダーでは事業化・施策

化において予算の必要性を上司や予算担当者に説明で

きる能力が求められている（厚生労働省，2016）．行政

の保健師は「地区管理」や「事業管理」と連動させ予

算管理をしており（末永，2019），政策能力においても

事業化に必要な予算の獲得や費用対効果を考え日々の

活動と予算を切り離さないことが保健師に求められる

（平野ら，2012）．よって，保健師の行う予算管理は活

動の基盤となるものであり経験年数や職位により予算

管理に割く比重に違いはあるものの，意味や考え方を

理解することは保健師学生に必要不可欠と考える．

保健師基礎教育の卒業時の到達目標において，「事

業化」では自治体における予算のしくみを理解し根拠

に基づき事業の予算案を作成する能力が知識として分

かるレベルとして示されている（厚生労働省，2019）．

一方，「保健師教育評価の指標（改正版）2020」の改正

に向けた全国保健師教育機関協議会の調査（2022）で

は予算の項目の到達度の妥当性について，知識とし

て分かるレベルと演習で到達できるレベルとが拮抗

しており，意見の分かれるところであった．予算管理

の学習方法は講義形式が中心であり，政策化や事業化

の過程において予算を位置づけることで，予算管理そ

のものに十分に焦点が当たらず理解が深まらない可

能性がある．近年では予算要求を想定したロールプレ

イの導入（嶋津，2023）なども散見されるが，何を材

料にどのように学ぶかその方法は発展途上にあるとい

える．

本学では，2012年度から保健師の選択制カリキュラ

ムが開始され，4年次生を対象に公衆衛生看護管理の

科目を設定し管理の特徴と考え方を講義形式で教授し

ている．その中で予算管理に焦点を当てた演習を新た

に創設した．方法として①管理職で予算管理の経験の

ある市町村保健師による自治体財政に関わる基礎講

義，②予算案作成と発表，③フィードバックで構成さ

れ，講師や教員との対話形式の中で理解を深める方法

を実践している．

本研究では，予算案作成演習を通した学生の学びを

明らかにし，保健師基礎教育における予算管理の効果

的な学習方法への示唆を得ることを目的とする．

II．「予算案作成」演習の概要

1．演習の企画

演習の企画は自治体の管理職の保健師とともに学生

の予算管理の理解をどこまで到達させたらよいか，ど

のように工夫するかを検討し，演習の目的・目標を定

めた．首長との交渉において実際に使用した住民と自

治体が負担する金額を計算する記録類と予算案の様式

を活用し演習の記録様式として教材化した．

2．学習目的・目標

学習目的は，「公衆衛生看護管理の一つである予算管

理の目的・機能を理解する」ことであり，学習目標と

して，自治体における予算の仕組みの理解，予算案作

成を通して予算を組み立てるための考え方の理解，予

算管理における保健師の役割を考えることとした（表

1）．

3．演習の構成

1）基礎講義

自治体で管理職の保健師（以下，講師とする）が「市

町村財政と保健師活動」という主題で，基本的な予算

の考え方について 60分の講義を実施した．

2）予算案の作成と発表

演習のテーマを「子宮頸がん予防ワクチンの接種を

町で行うための予算案作成」とした．

講師が誰にワクチンを接種するか対象の範囲，自己

負担をどのくらいにするかなど学生に問いかけ，自治

体と住民の負担額を計算するワークシート（表 2）を

提示した．1回のワクチン料金を 1万 5千円と設定し

3回分の 4万 5千円を 1人当たりの費用として計算す

ることとした．1グループ 4～5人で 2グループを作

り，グループワークによりワークシートを活用しなが

ら予算案（表 3）を作成し発表した．

3）フィードバックと解説

予算案作成に至る学生の考える根拠を共有しながら

講師がフィードバックと解説を行った．自治体では実

際にどのような考え方のもと組み立てたのか，正解と

して伝えるのではなく保健師の考え方が重要であるこ

とを示した．具体的には，アンケートで親のワクチン

に対する気持ちや希望を明らかにしたうえで産婦人科

医の協力を得て健康教育を実施したこと，養護教諭と

保健師基礎教育における「予算管理」の学習方法
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の連携で高校生の性体験の実態から地域のニーズを捉

えたこと，また予算案は首長への説明資料として使い

予算を決定したプロセスを解説した．

演習終了後に，予算管理について予算案作成を通し

て学んだことをテーマに A4 1枚のレポートを課した．

表 2 予算額を計算するためのワークシート

町助成
自己負
担料金

町助成
自己負
担料金

町助成
自己負
担料金

４０歳 45 3

３０歳 33 3

２０歳 36 3

高３ 58 3

高２ 42 3

高１ 43 3

中３ 42 3

中２ 46 3

中１ 30 3

    合計　　 　　 　円

対象 人数
接種
回数

1回目 2回目 3回目

III．用語の定義

1．予算管理

予算管理は「予算編成と獲得」と「予算の執行管理

と評価」に大別（鳩野，2024）されることを踏まえ，

本研究では，保健師の行う予算管理は事業を実施する

表 3 予算案の企画書

背景

目的

対象（誰に）

期間（いつまで）

内容（何を）

方法（どのように）

歳入

　歳出5,366,420円　－　歳入2,395,400円　＝2,971,020円（町の持ち出し）

ニーズから事業の必要性、根拠、法令など ：

事業内容

従事者

予算

歳出

表 1 「予算案作成」演習の概要

 学習目標
   1.自治体における予算の仕組みを理解する

   2.予算案の作成を通して予算を組み立てるための考え方を理解する

   3.予算管理における保健師の役割を考える

  1 基礎講義    

 2 予算案の企画

４ フィードバック
　解説

 学習目的

３予算案の発表

 公衆衛生看護管理の一つであ
る予算管理の目的・機能を理解
する

教員

≪問いかけ≫
・誰にワクチンを行うか

・自己負担額をどうするか

・全体でどのくらいお金が必要か

・町の負担額は

予算書作成の

ためのワーク

シートの提示

学生講師 自治体保健師

（管理職）

講師紹介

学習目的・目標の説明
市町村財政と保健師活動

・ 財政の機能、町の歳入・歳出

・ 地方財政の財源

・ 予算の分類・予算の種類・予算の流れ

・ 法律・条例・要綱と予算

・ 事業費国庫補助金交付要綱

60分

30分

子宮頸がん予防ワクチン

の接種を町で行うため

の予算案作成

1 G 2 G

グループワーク

70分

20分

予算案作成にむけ保健師が実施したこと
・養護教諭と思春期の課題の共有

・親にワクチンについてのアンケート

・産婦人科医による親への講演会

・首長への相談と説明

まちで立案した予算案の実際

誰を対象にしたか

自己負担額

総額 町の負担額

学びのレポート（A4）提出

予算管理について予算案作

成を通して学んだこと

司会

1Gと2Gの比較

（板書）

質問対応

学生の発言

藤井・工藤・塩川・水口
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ための予算の確保と予算編成，執行管理として適切な

配分・運用・評価に加えそれらの活動全般とする．

2．予算案

予算案とは決裁されていない段階の予算のことであ

る（実用日本語表現辞典）．本研究における予算案は事

業を行うために必要な経費とその根拠を示した計画書

をさす．予算案作成は保健師の行う予算管理の活動に

含まれる．

IV．研究方法

1．研究デザイン

記録分析による質的記述的研究である．本研究は学

生の学びを幅広く明らかにしたいと考え，学びが自由

に記述されているレポートを記録として分析した．

2．研究対象者

2022年度～2024年度に本学に 4年次生として在学し

た保健師学生 26名を対象とした．

3．データ収集方法

演習終了後，学生より提出された予算管理に関する

学びのレポートのうち同意の得られたレポートをデー

タとして収集した．

4．分析方法

保健師学生のレポートは，グレッグらの質的研究の

分析方法（グレッグ，2016）を参考にレポートから学

びを述べている部分を抽出しコードを作成した．それ

ぞれ意味内容の類似性からサブカテゴリを生成し，さ

らに抽象度を上げてカテゴリを生成した．複数の教員

で繰り返し検討し，確証性の確保に努めた．また真実

性の確保のために研究対象者にカテゴリ，サブカテゴ

リのメンバーチェッキングを受けた．

5．倫理的配慮

本研究は「人を対象とする生命科学・医学系研究に

関する倫理指針」に沿って倫理的配慮を行った．研究

対象者に研究目的と方法，参加の自由意思，拒否をし

ても不利益を被らないこと，匿名性の確保，データは

研究以外の目的では使用しないことを文書で説明した．

なお，2024年度の学生は在学中であったため成績に影

響しないことを加え文書と口頭で説明した．全員から

文書で同意を得た．すべての手続きは旭川医科大学倫

理委員会の承認を得て行った（承認番号 23156，2024

年 2月 22日承認）．

V．研究結果

1．対象者の背景

対象者 26名のうち 25名から同意を得た．2022年度

9名，2023年度 7名，2024年度 9名で，性別は男性 1

名，女性 24名であった．全員が卒業後，自治体保健師

として就業していた．

2．保健師学生のレポートからみた学び（表 4）

26サブカテゴリ，6カテゴリが生成された．それぞ

れ〈　〉《　》で示し，コードを「斜体」で示す．
1）予算を扱う重み

学生は，〈財源は税金であることから使い道を考える

責任がある〉，〈保健師の扱う予算は地域の健康を左右

する〉，〈訪問の積み重ねが大事な一方で予算はまちの

体制を変える大きなものである〉，〈演習で金額を扱っ

ていかに大きなお金が動くかを実感する〉，〈事務的な

イメージから専門性が発揮されるものに変化した〉と，

《予算を扱う重み》を学んでいた．

コードとして，「使うお金は税金であり大きな額を使
うにあたり正しいかどうかを考えるのは当然のことと
思った」，「心に響く言葉が沢山あり“10回家庭訪問に
行っても対象が変わらないこともあるが予算を確保す
ることは制度や体制を変えることになり結果として大
きく住民に貢献できる”という言葉が印象深く残ってい
る」，「予算管理は事務的なイメージでパッとしない印
象があったが，予算がないと保健師は何もできないと
言えるほど予算が保健師活動の中で重要であることを
学んだ」などが挙げられた．
2）予算の根拠を導くものは地域診断

学生は，〈トップダウンであっても地域特性やニーズ

から意義を見出す〉，〈地域特性や住民の声を反映して

いくものである〉，〈地域のニーズに照らし本当に必要

な事業なのか慎重に決定する〉，〈事業の必要性を法律

や科学的根拠から明確にする〉，〈根拠は事業評価の指

標でもある〉と，《予算の根拠を導くものは地域診断》

と捉えていた．コードとして，「国からの指示だから事
業を始めるのではなく，その町にとって，住民にとっ
て本当に必要かを考え行うことが大切と感じた」，「予
算を決める時は対象者のニーズや思いをアンケートや
聞き取りなどで把握し進めていく必要があることを学
んだ」，「地域診断を行い最適な予算立案することは，

保健師基礎教育における「予算管理」の学習方法
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保健師の専門的な業務であると学んだ」などが挙げら
れた．

3）事業における住民負担と税金投入のバランス

学生は，〈住民が負担する額について正解は無いが根

拠を出すことが大事である〉，〈限りある財源で費用対

効果を考え予算額を決める〉，〈最も効果のある対象者

を絞り込む必要性がある〉，〈住民調査やライフステー

ジの特徴および公平性から総合判断する〉，〈根拠こそ

が公平性を保つ〉，〈住民の負担感を考慮するために金

銭感覚を大事にする〉と《事業における住民負担と税

金投入のバランス》の考え方を学んでいた．コードと

して，「ワクチンの対象者は推奨年齢の考慮はもちろ
ん，高校生の性体験など対象の背景を考慮し，費用負
担や助成すべき対象を考えることが必要であることが
わかった」，「助成対象や助成額を考えるときに，一部
の年代だけ手厚くなることから常にあらゆる視点から
物事を考え公平性を保つことが求められる」などが挙
げられた．

4）行政に求められる予算管理

学生は，〈行政の責務は住民の最大限の利益を追求し

ていくことである〉，〈まち全体の財政の中で配分され

る枠の財源を考える〉，〈チームで話し合い多職種と連

携しながら作成していく〉，〈住民に対し根拠を持った

説明責任がある〉と《行政に求められる予算管理》の

意味を学んでいた．コードとして，「保健事業全体の予
算の中でどの事業にどのくらいの予算を割くのか交付
金の有無，市町村が全て負担するかなどを考える必要
があることがわかった」，「企画している事業だけに目
を向けるのではなく，他の事業や公衆衛生活動とのバ
ランスを見ることが理解できた」，「住民が公平に最大
限の利益を得るためにできることを追求することが行
政の責務であることを学んだ」などが挙げられた．
5）住民のための揺るぎない姿勢

学生は，〈予算とは住民の健康のために勝ち取ってい

くものである〉，〈予算確保するためには事務職や議会

が納得する説明が必要である〉，〈やりたい事業と圧力

の狭間でリアルな葛藤をのり越える〉と《住民のため

の揺るぎない姿勢》が求められることを学んでいた．

コードとして，「専門的な知識を持つ保健師が事業の必
要性を説明できなければならないし住民の健康や気持

表 4 保健師学生の予算案作成演習からの学び

カテゴリ サブカテゴリ

予算を扱う重み

財源は税金であることから使い道を考える責任がある
保健師の扱う予算は地域の健康を左右する
訪問の積み重ねが大事な一方で予算はまちの体制を変える大きなものである
演習で金額を扱っていかに大きなお金が動くかを実感する
事務的なイメージから専門性が発揮されるものに変化した

予算の根拠を導くものは地域診断

トップダウンであっても地域特性やニーズから意義を見出す
地域特性や住民の声を反映していくものである
地域のニーズに照らし本当に必要な事業なのか慎重に決定する
事業の必要性を法律や科学的根拠から明確にする
根拠は事業評価の指標でもある

事業における住民負担と税金投入のバランス

住民が負担する額について正解は無いが根拠を出すことが大事である
限りある財源で費用対効果を考え予算額を決める
最も効果のある対象者を絞り込む必要性がある
住民調査やライフステージの特徴および公平性から総合判断する
根拠こそが公平性を保つ
住民の負担感を考慮するために金銭感覚を大事にする

行政に求められる予算管理

行政の責務は住民の最大限の利益を追求していくことである
まち全体の財政の中で配分される枠の財源を考える
チームで話し合い多職種と連携しながら作成していく
住民に対し根拠を持った説明責任がある

住民のための揺るぎない姿勢
予算とは住民の健康のために勝ち取っていくものである
予算確保するためには事務職や議会が納得する説明が必要である
やりたい事業と圧力との狭間でリアルな葛藤をのり越える

予算を掌るモチベーションの向上
予算を扱い住民のためになることをしたい
根拠をもとに予算を立てる思考プロセスを鍛えたい
信念を持つ保健師になりたい
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ちを大切にした事業を行えるように事務や議会と協議
するための対話スキルも必要と学んだ」，「実施したい
保健事業があっても予算の不足や行政の中での意見の
違いから実現できないこともあり，リアルな保健師の
葛藤も知ることができた」，「何か新しいことを始める
時に，上からの圧力や，住民の反対や批判が起こるの
は当然のことと思う」などが挙げられた．
6）予算を掌るモチベーションの向上

学生は，〈予算を扱い住民のためになることをした

い〉，〈根拠をもとに予算を立てる思考プロセスを鍛え

たい〉〈信念を持つ保健師になりたい〉と《予算を掌る

モチベーションの向上》につながっていた．コードと

して，「市町村の保健師だからこそ地域住民のニーズを
把握し予算を決定することでより地域特有のサービス
が提供できると学んだ」，「保健師として本当に住民の
ためになることをしたいと思った」，「根拠をもとに実
現可能な予算管理を検討する思考を鍛えていきたい」
などが挙げられた．

VI．考 察

学生の学びの特徴を明らかにするとともに基礎教育

における予算管理の学習方法への示唆を述べる．

1．保健師学生の学びの特徴

1）予算管理と保健師の専門性をつなぐ学び

学生は，予算管理を事務的なイメージから保健師の

専門性と切り離せないものとして捉えたことが明らか

になった．《予算の根拠を導くものは地域診断》として

地域のニーズを基に保健師の判断が求められる気づき

があった．予算の根拠が地域診断である学びは公衆衛

生看護管理における予算管理と事業管理をつなぐもの

として地域診断を捉えたと考えられ，両者の関連につ

いて自ら気づく学びであったといえる．野呂（2006）

は予算について保健師は何か特別なものという苦手意

識があることを指摘している．学生が地域診断を基盤

とする思考を獲得したことは，予算管理は特別なもの

ではなく保健師の専門的知識が必要とされる認識とな

り将来の役割遂行に向け重要な学びになったと考える．

2）予算管理における公平性の学び

学生は，《事業における住民負担と税金投入のバラン

ス》として最も効果のある対象者の絞り込みをしなが

ら誰に税金をかけるべきか公平性を考えていた．財源

が税金で住民への説明責任があることが公平性を重ん

じることにつながる行政の特徴を捉えたといえる．公

平とは人々を等しく扱い（寥沼，1997），判断や処理が

偏っていないこと（デジタル大辞泉）とされ，住民個々

の状況に応じ適切な対応をすることである．つまり学

生が税金を誰に使うかの根拠を考えることは偏りを防

ぎ，人々を等しく扱う公平性そのものであり，行政の

予算管理における必須の視点として学ぶことができた

といえる．よって公平性を学習目標に反映していくこ

とも必要であることが示唆された．さらに，学生は〈住

民の負担感を考慮するために金銭感覚を大事にする〉

としており，住民の負担額を具体的に考えることで負

担感を想像し，自身の金銭感覚を意識したと考える．

3）予算管理における保健師の姿勢や役割の学び

学生は，保健師の《住民のための揺るぎない姿勢》

として予算を勝ち取っていくことや，そのためには事

務職等を納得させる説明が求められることを学んでい

た．そして予算を扱い住民のためになることをしたい

と《予算を掌るモチベーションの向上》もみられた．

学生は予算案を事業の実施計画のみならず説得のため

の材料であることに気づき，保健師としてやるべき役

割を深く考えるきっかけになったといえる．学生の説

得や交渉の意味づけの学びは教育目標のタキソノミー

分類（梶田，1992）でいう認知領域における知識の想

起から解釈へと深化し，さらにモチベーションが向上

していたことから，情意領域の価値観へと学びが広がっ

たことが見出された．行政の財政事情が厳しい中で保

健師は予算を取るための資料作り（栗岡，2008）や保

健師の管理職には首長にわかりやすく説明することが

求められる（久常，2001）．卒業後はこれらの学びを土

台に予算管理の経験の積み重ねが期待される．

2．保健師基礎教育の予算管理の学習方法への示唆

本研究では講義の中に演習を取り入れることで，保

健師の専門性を活かす予算管理の理解や役割を深く考

える学びを得られ，学習目的である「公衆衛生看護管

理の一つである予算管理の目的・機能を理解する」に

ついてほぼ達成できたと考える．これらの学びを促し

た学習方法について考察する．

1）予算額を計算するワークシートの活用

本研究ではワークシートを活用し住民の自己負担額

と自治体の負担額の計算を学生にさせた．保健師の活

動計画策定において予算は実行可能性を判断する（神

庭，2020；田村，1997）ものとされ，予算を細かく記

載することで起案者は財源や予算の位置づけを認識せ

ざるを得ない仕組み（吉岡，2015）となっている．ワー
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クシートを使い実際に計算することは実現可能性を左

右する予算を視覚化することになった．これを材料に

グループワークでの議論が活発になり，ワークシート

の活用は学習を促進させると考える．さらに日常使わ

ない一千万円単位の高額な金銭を扱うシミュレーショ

ンは学生にインパクトを与え，高額なワクチンを教材

としたことは実感の伴う学びに寄与することが示唆さ

れた．

2）フィードバックにおける管理職保健師との対話

本研究ではフィードバックにおいて管理職保健師と

の対話を取り入れた．講師は，学生の予算案の発表に

対してワクチン接種の範囲や負担額の理由を問いかけ，

グループ間で考えの違いを共有した後，解説として自

治体で実際に作成した予算案を示した．問いかけは学

生に幅広く考えることを促し反応を返すことで学生の

思考を深める（高橋，2023）．学生に十分に予算の根拠

を考えさせた後に，自治体の考え方を解説することは，

学生が自分たちの考えと比較することになり根拠のバ

リエーションを広げることができたと考える．さらに

思考プロセスをもっと鍛えたいという向上心になって

おり，講師との対話は，現場の保健師の思考の深さを

肌で感じ学生の情意領域に刺激を与える可能性が推察

された．

以上のことから，予算案作成の演習においてワーク

シートの活用と管理職保健師との対話が効果的な学習

方法であることが示唆された．自治体で使われている

実際の様式や事例を活用することで，リアルな予算管

理を学ぶ教材開発になったと考える．

VII．本研究の限界と今後の課題

本研究は本学の学生を対象としたものであり，他の

教育機関のカリキュラムと比較するなど多面的な検討

はしていない．さらに評価として各学習目標の到達度

を明らかにしていく必要がある．

また，本研究の演習は認知領域の理解の深化を重視

しており，精神運動領域である技能として予算案作成

を学ぶには限界がある．予算管理のうち，「予算の執行

管理と評価」については卒業後に学ぶ課題と考える．

今後は，新任期保健師が体験する予算管理の実態につ

いて調査し基礎教育に必要な内容や技術に反映させて

いくことが課題である．
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表1　原著，研究報告，総説の構成

項　目 準ずる項目 内　容

抄録 目的，方法，結果，考察にわ
けて，見出しをつけて記載す
る（構造化抄録）．和文抄録
は400字以内，英文抄録は
250 words以内とする．

キーワード 6語以内
緒言 はじめに 研究の背景，目的
方法 方法と対象，

材料など
調査，実験，解析に関する手
法の記述および資料・材料の
集め方など

結果 結果 調査などの結果
考察 結果の考察，評価
結語 おわりに 結論（省略も可）
謝辞など 謝辞，当該調査への助成や便

宜供与など
文献 文献の記載は原稿執筆の要領

を参照

表2　活動報告の構成（例）

項　目 準ずる項目 内　容

抄録 目的，方法，結果，考察にわ
けて，見出しをつけて記載す
る（構造化抄録）．和文抄録
は400字以内，英文抄録は
250 words以内とする．英文
抄録は省いてもよい．

キーワード 6語以内

はじめに まえがき 活動の背景や目標など，活動
報告としての目的

方法 方法と対象 活動の対象や方法

活動内容 活動結果 活動内容や取り組みの特徴，
活動の結果

考察 結果についての検討，活動を
通じて得られた知見，課題，
他の活動に応用できる点など

おわりに あとがき，
結論

今後の活動への示唆（省略も
可）

謝辞など 謝辞，当該活動への助成や便
宜供与など

文献 文献の記載は原稿執筆の要領
を参照

4．研究倫理

1） 投稿論文は，他の出版物（国の内外を問わず）に

すでに発表あるいは投稿されていないものに限

る．二重投稿は禁止する．インターネット上で全

文公開されている内容（機関リポジトリにおける

学位論文の全文公開を含む）は，すでに発表され

1．筆頭著者および共著者の資格

筆頭著者は，本会員である団体（以下，会員校とい

う）に所属している者，または賛助会員とする．但

し，共著者や，編集委員会から依頼された原稿の筆頭

著者についてはこの限りではない．筆頭著者および共

著者は，投稿された論文の知的内容に貢献した者であ

り，全ての著者が論文の内容について承諾したことと

する．

2．原稿の種類

1）原稿の種類は，原著，研究報告，活動報告，総

説，その他であり，それぞれの内容は以下のとお

りである．

 【原著】独創的で，新しい知見が論理的に示され

ており，公衆衛生看護学，並びに公衆衛生看護学

教育の知識の発展に貢献すると認められるもの．

 【研究報告】知見が論理的に示されており，公衆

衛生看護学，並びに公衆衛生看護学教育の知識の

発展に貢献すると認められるもの．

 【活動報告】公衆衛生看護活動，および公衆衛生

看護学教育や事例の報告として意義があり，公衆

衛生看護学，並びに公衆衛生看護教育の参考にな

ると認められるもの．

 【総説】公衆衛生看護学，並びに公衆衛生看護学

教育に関わる研究・調査論文の知見の総括および

解説．

 【その他】公衆衛生看護学，並びに公衆衛生看護

教育に関する見解，海外事情などで，編集委員会

が適当と認めたもの．

3．投稿原稿の構成

投稿原稿の構成については，原則として原著，研究

報告，総説は表1のとおりとする．表1の構成以外の

場合は，投稿時にその理由を記す．活動報告について

は，参考として表2に例を示す．

保健師教育（全国保健師教育機関協議会誌）　投稿規程
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場合もある．

9）採用決定後に所定の著作権譲渡同意書に著者全員

が自筆署名して，編集係に郵送する．著作権譲渡

同意書の提出確認後に掲載する．
6．投稿手続き
1）	投稿原稿は，本文，図，表，写真，抄録などをす

べて正 1部，副 1部を提出する．
2）	正本表紙には，表題，希望する論文の種類，原稿

枚数，図，表および写真などの数，著者名，所属

機関名，投稿論文責任著者の氏名・連絡先（所属

機関，所在地，電話，ファクシミリ，電子メール

アドレス），キーワードを日本語で記載する（6

語以内）．副本には著者名，所属，謝辞ほか投稿

者を特定できるような事項を記載しない．但し，

副本でも研究倫理審査委員会の承認を得ている場

合は，委員会名・承認番号，承認日などを伏せ字

にして，記載する．伏字を使用した際は，正本と

行数が変わらないよう留意する．異なる機関に属

する者が共著である場合は，各所属機関に番号を

つけて氏名欄の下に一括して示し，その番号を対

応する著者の氏名の右肩に記す．別に英文表紙を

つけ，表題，著者名，所属機関名，キーワードを

英語（日本語のキーワード数と同じ）で記載す

る．
3）	投稿時には，カバーレターを添付する．カバーレ

ターには，原稿を他誌へ同時投稿していないこ

と，未発表であること，英文抄録（Abstract）の

ネイティブチェックを受けたことを明記する．
4）	投稿原稿は，電子メールにて以下のメールアドレ

ス宛てに送付する．なお，1メールあたり 10 MB

まで受信可能である．10 MBを超える場合はオン

ラインストレージを利用して送付する．オンライ

ンストレージの利用ができない場合は，編集係ま

で送付前に連絡する．

【原稿送付先・問い合わせ先】

〒 113-0033　東京都文京区本郷 2丁目 27番地 16　

大学通信教育ビル 5階中西印刷（株）内一般社団

法人全国保健師教育機関協議会機関誌「保健師教

育」編集係
E-mail: japhnei-ed@nacos.com

TEL: 03-3816-0738　FAX: 03-3816-0766

5）	投稿規程に従っていない場合は，原稿を受け付け

ない場合がある．
6）	改訂稿送付の際も電子メールにより受け付ける．

たものとみなす．
2）	人が対象である研究や報告は，「人を対象とする

生命科学・医学系研究に関する倫理指針」（以下
URL参照）にそって倫理的に配慮され，その旨

が本文中に明記されている必要がある．

 https://www.mhlw.go.jp/content/001077424.pdf

3）	研究者が所属する施設などの倫理審査委員会の承

認を得る．倫理審査委員会の承認を得て実施した

研究は，承認した倫理審査委員会の名称，承認番

号，承認年月日を本文中に記載する．
4）	研究や報告全体を通じて，施設や個人が特定され

ないよう個人情報の保護と，知的財産権の保護に

十分配慮して記述する．

5） 投稿論文の著者とは，投稿された論文に重要な知

的貢献をした者である．著者の資格は，以下の三

点に基づく．①研究の構想，デザイン，または

データ収集，分析，解釈に重要な貢献があった．

②論文の作成または重要な知的内容に関わる批判

的校閲に関与した．③出版原稿の最終承認を行っ

た．資金の獲得，データ収集，または研究グルー

プへの部分的な助言のみを行っただけでは著者資

格は認められない．著者はすべて著者資格を満た

し，著者資格を満たす人物はすべてその名が列挙

されていなければならない．

6） 投稿論文の作成に際し，企業・団体などから研究

費助成，試料提供，便宜供与などの経済的支援を

受けた場合は，謝辞などにその旨を記載しなけれ

ばならない．

5．原稿受付と採択

1） 投稿原稿は随時受け付けるが，9月30日を締切

りとし，その後審査を開始する．

2） 下記6の投稿手続きを経た原稿の到着日を受付日

とする．

3） 受付日と到着順に付す受付番号とを，投稿者に通

知する．

4） 原稿の採否は査読を経て編集委員会が決定する．

5）編集委員会の判定により，原稿の修正および原稿

の種類の変更を著者に求めることがある．

6）投稿された論文は理由の如何を問わず返却しな

い．

7）修正を求められた原稿はできるだけ速やかに再投

稿する．返送から3か月以上経過した場合は投稿

取り下げとみなし，新投稿として扱う．

8）査読が複数回にわたる場合は，掲載が次期になる
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7．著者校正
1）	査読を経て，編集委員会で受理された投稿原稿に

ついては著者校正を 1回行う．
2）	著者校正の際の加筆は原則として認めない．

8．著作権

著作権は本団体に帰属する．掲載後 1年間は本団体

の承諾なしに他誌に掲載することを禁ずる．なお，本

団体の方針に基づき，データベースなどとして再利用

することがあるので，同意の上，投稿する．
9．著者が負担すべき費用
1）	掲載料は無料とする．

2）	別刷料はすべて実費を著者負担とする（別途参照）．
3）	図表など，印刷上，特別な費用を必要とした場合

は著者負担とする．
10．附則

この規程は，2017年 5月 13日から施行する．
2018年 5月 12日一部改正．
2019年 5月 11日一部改正．
2020年 11月 15日一部改正．
2021年 3月 13日一部改正．
2024年 3月 10日一部改正．
2024年 5月 4日一部改正．
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I　論文の体裁
1．投稿原稿の 1編は本文，文献，図表を含めて 16

枚以内（スペースを含む 16,000字以内）とする．

これを超えるものについては受領しない，もしく

は短縮を求める．図表の目安は，1ページ全体を

使用した大きさの場合は 800字換算，1/2ページ

程度の場合は 400字換算とする．
2．250 words以内の英文抄録並びに 400字以内の和文

抄録をつけること．「活動報告」は英文抄録を省

いてもよい．和文抄録と英文抄録の構成は，目的

（Objective）・方法（Methods）・結果（Results）・

考察（Discussion）にわけて，見出しをつけて記

載する．英文抄録はネイティブチェックを受け

る．
3．原稿の終わりに謝辞などの項を設けることができ

る．
4．原稿は原則として，パーソナルコンピューターな

どのソフトウエアで作成する．
5．原稿はA4判横書きで，1行の文字数は 25字，1

ページの行数は 32行（800字），余白は左右上下
35 mmとし，適切な行間をあける．和文の句読点

は全角の「，」と「．」を用い，英文の句読点は半

角の「,」と「.」を用いる．
II　表記
1．文の見出しは，以下に示す階層で構成する．見出

しに付ける数字・記号，およびピリオドは全角を

使用する．

・第 1層 I．II．III． 中央揃え

・第 2層 1．2．3． 左端揃え

・第 3層 1）2）3） 左端揃え

・第 4層 （1）（2）（3） 左端揃え
2．数字や記号（%など），アルファベットは，原則

として半角とし，括弧は全角とする．統計記号と

して用いる文字は，イタリック体とする（N，M，

SD，p<0.05，t-testなど）．但し，ギリシャ文字

（α，β，χ2）はイタリック体を使用しない．有意

水準と図表におけるアスタリスク（*）について，
pは小文字・イタリック体とする．「*」は他の記

号で代替しないが，2種類の差異が記載される場

合は，他の記号を用いても良い．
3．外国語はカタカナで記載し，外国人の名前や日本

語訳が定着していない学術用語などは，原則とし

て活字体の原綴で書く．
4．年の表記は，原則として西暦を用いる．元号表記

は，行政資料の名称など必要な場合のみとする．
III　図表の体裁
1．図，表および写真は，図 1，表 1，写真 1などの

通し番号をつける．また，本文とは別に一括し，

画像や写真は，300 dpi以上の解像度のものを用

いる．本文原稿右欄外にそれぞれの挿入希望位置

を記載する．
2．図や表を引用・転載した場合は，投稿前に著作権

者の許諾を得て，図や表の下に出典を明示する．

図表の記載方法は以下の通りとする．
1）既存の表やグラフを引用して改変した場合

 出典を明示し，「～より引用改変」と記載する．
2）Webサイトの図を引用する場合

 著者名，Webページのタイトル，URL，最終ア

クセスの年月日
3）論文の図を引用する場合

 著者名，発表年，論文のタイトル，登載誌名

（＋巻数），所在ページ
4）書籍から図を引用する場合

 著者名，出版年，タイトル，発行所
3．表の罫線は必要な横罫線にとどめ，縦罫線は使用

しない．縦罫線のかわりに十分な空白をおく．表

にはNを入れ母集団が分かるようにし，表中の

語は簡潔に記載し，単位も明瞭に示す．表注に

は，一般注，特定注，確率注の 3種類があり，表

の下に表示する．一般注は表全体にかかわる情

報，特定注は特定の列，行またはセルに関する注

釈，確率注はアスタリスクやほかの記号が表中で

p値および統計的仮説検定の結果を示すためにど

のように使用されているのかを示す．表注は，一

般注，特定注，確率注の順序で並べる．記載例を

以下に示す．
4．表及び写真以外のグラフやフローチャートなど，

不定形なものはすべて図とする．

別紙　原稿執筆の要領
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献を引用した場合は，発行年のあとにアルファ

ベットを記し，これらの文献を区別する．本文

末の文献リストにおいても，同様の扱いとす

る．共著の場合は第2著者のアルファベット順，

第 2著者が同じ場合は第 3著者のアルファベッ

ト順で並べる．著者が同じ場合はタイトルでア

ルファベット順に並べる．

 例）

 ・蔭山ら（2015a）は……の重要性を指摘して

いる．また，……について，……が報告されて

いる（蔭山ら，2015b）．
5）	同一書籍において引用箇所の著者が異なる場合

は，これらの文献を区別して記載する．本文末

の文献リストにおいても，同様の扱いとする．

 例）

 ・質的研究には……の特徴があり（グレック，
2016），特にグラウンデッド・セオリーアプ

ローチは…に適し，…のような方法と手順を用

いる（萱間，2016）．
6）	同一著者による同一書籍において異なる箇所を

引用した場合は，これらの文献を区別し，本文

中に著者名，発行年次，最初のページ数を括弧

表示する．本文末の文献リストは，著者名，書

名，引用した複数箇所のページ数，出版社名，

発行地を記載する．

 例）

 ・エスノグラフィーとは…であり（麻原，
2016，p. 99），その主な特徴は…である（麻原，
2016，p. 103）．

7）	投稿論文の査読は，著者名などを匿名にて行う

ため，本人の著であっても「筆者」「拙著」な

どとせず，筆者名による表記とする．

 【雑誌掲載論文】

 ・著者名（発行年次）：論文の表題，掲載雑誌

名，号もしくは巻 (号 )，最初のページ数 –最

後のページ数．

 例）

 今野浩之，栗田敦子，鈴木育子，他（2023）：

新型コロナウイルス感染症流行下における遠隔

実習を主体とした地域看護診断を主要な目標と

する実習の試み，保健師教育，7(1), 71–79.

	 Keller L.O., Schaffer M.A., Schoon P.M., et al. 

(2011): Finding common ground in public health 

nursing education and practice. Public Health 

表 1　他者とのかかわりと性別との関連
（N=220）

他者との 
かかわり

男性 
（n=89）

女性 
（n=131） p

n（%） n（%）

近所づきあい あり 49（55.1）   73（55.7）   0.123
なし 40（44.9）   58（44.3）

趣味の集まりへ
の参加

あり 28（31.5）   37（28.2）   0.582
なし 61（68.5）   94（71.8）

町内会活動への
参加

あり 38（42.7）   40（30.5）   0.054
なし 51（57.3）   91（69.5）

老人クラブへの
参加

あり 51（57.3）   44（33.6） <0.001
なし 38（42.7）   87（66.4）

職場のOB会へ
の参加

あり   6（6.7）     5（3.8）   0.347a

なし 83（93.3） 126（96.1）

注）検定方法 χ2検定
a: Fisher’s exact test

IV　文献
1．文献の記載方法は以下のとおりとする．

1）	文献については，本文中に著者名，発行年次を

括弧表示する．著者が複数の場合には「～ら」

または「～ et al.」と筆頭著者の姓を記載する．

 例）

 「……重要性が示唆され（湯沢，1997），……」

 「……に関する文献（田中ら，2010）……」

 「……上田（2001）の定義する……」

 「……Davis et al.（2014）の研究では，……」
2）	文献は著者名のアルファベット順に列記する．

但し，共著者は 3名まで表記し，3人の著者名

＋『，他』とする（以下の例を参照）．英文の

文献で著者が 4人以上の場合は，3人の著者名

＋『, et al.』とする．
3）	本文中に複数の文献を引用した場合は，引用文

献リストと同じ順序でアルファベット順に並べ

る．異なる著者による複数の著作を同じカッコ

内で引用する場合は，カッコ内に第一著者の姓

のアルファベット順で文献を並べ，セミコロン

で文献を区切る．同じ著者による複数の文献は

発行年の順に配置する．印刷中の文献の引用は

最後に置く．

 例）

 ……保健師の専門能力（岡本ら，2007；佐伯

ら，2004；塩見ら，2016）が示されている．

 …… に 関 す る 研 究（山 田，2011，2013，in 

press）では，……
4）	同一著者による，同じ年に発行された異なる文
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日：年月日）例）

 厚生労働省（2013）：平成 28年度保健師活動領

域調査（領域調査）の結果について，http://www. 

mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hoken/katsudou/09/

ryouikichousa_h28.html（検索日：2017年3月1日）
10）	辞書・辞典を引用する場合は，著者名がわから

ないことが多いため，監修・編者，発行年，辞

書・辞典名，出版社名を記載する．オンライン

辞書・辞典の場合は，アドレス（URL）を記載

する．

 例）

 新村出編（2008），広辞苑（第 6版），岩波書

店．

 松村明（監修），池上秋彦，金田弘，他編

（2012），デジタル大辞泉（第 2版），小学館．
https://japanknowledge.com/lib/display/?lid=20010 

05220100

V　原稿提出時の留意点
1．投稿論文はWordなどで作成し，次の順で並べ以下

の 3つのフォルダにまとめ，電子媒体に保存する．

正本フォルダのなかには，1）正本表紙，2）本文・

文献，3）～ 5）表，図，写真，の各ファイルを入

れる．副本フォルダのなかには，1）副本表紙，2）

本文・文献，3）～ 5）表，図，写真，の各ファイ

ルを入れる．抄録フォルダのなかには，6）和文抄

録，7）英文抄録，の各ファイルを入れる．

1）	表紙：英文表紙も作成し，本文とは別の

ファイルに保存する（ファイル名を「正本

表紙」「副本表紙」とする）
2）	本文・文献：通し行番号を第 1ページから

つける
3）	表（Table）：1ページまたは 1シートに 1

点とする
4）	図（Figure）：1ページまたは 1シートに 1

点とする
5）	写真（Photo）：1ページに 1点とする
6）	和文抄録：本文・文献とは別のファイルに

し，ファイル名を「和文抄録」とする
7）	英文抄録：本文・文献とは別のファイルに

し，ファイル名を「英文抄録」とする

2．原稿は，本文・文献のページに通しの行番号（連

続番号としてページ毎にふり直しをしない）を付

けて印字する．

Nursing, 28(3), 261–270. doi: 10.1111/j.1525-1446. 

2010.00905.x

 【単行本】

 ・著者名（発行年次）：書名（版数），ページ

数，出版社名，発行地．

 ・著者名（発行年次）：章などの表題，編者名，

書名（版数），ページ数，出版社名，発行地．

 例）

 村嶋幸代，鈴木るり子，岡本玲子編（2012）．

大槌町保健師による全戸家庭訪問と被災地復

興：東日本大震災後の健康調査から見えてきた

こと，1–256，明石書店，東京．

 佐伯和子（2014）：第 3章 地域全体への公衆衛

生看護技術 3　社会システムへの働きかけ，佐

伯和子編，公衆衛生看護学テキスト第 2巻公衆

衛生看護技術，132–151，医歯薬出版，東京．
	 Stanhope M., Lancaster J. (2015): Public health 

nursing: population-centered health care in the 

community (9th edition). 20–30, Mosby, St Louis.

 【翻訳書】

 ・原著者名（原書の発行年次）／訳者名（翻訳

書の発行年次）：翻訳書の書名（版数），ページ

数，出版社名，発行地．

 例）
	 Glanz K., Rimer B.K., Lewis F.M. (2002)／曽根智

史，渡部基，湯浅資之，他訳（2006）：健康行

動と健康教育：理論，研究，実践．217–236，

医学書院，東京．
8）	オンライン版でDOIのある場合は，DOIを記

載する．なお，オンライン版でDOIのない場

合は，アドレス（URL）を記載する．

 ・著者名（発行年次）：論文の表題，掲載雑誌

名，号もしくは巻（号），最初のページ数 –最

後のページ数．doi：DOI番号

 例）
	 Davies N., Donovan H. (2016): National survey of 

commissioners’ and service planners’ views of 

public health nursing in the UK. Public Health, 141, 

218–221. doi: 10.1016/j.puhe.2016.09.017

9）	インターネットのサイトなど，逐次的な更新が

前提となっている資料を引用する場合は，サイ

ト名とアドレスを明確に記載するとともに，検

索した年月日も付記すること．

 ・著者名（発行年）：表題，アドレス（検索
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編集後記

本号『保健師教育』第10巻には，保健師基礎教育における予算管理の学習方法を扱った活動報告を掲載しており

ます．予算案の作成を通じて学生が地域診断や公平性の視点をどのように捉えたのかが，著者により丁寧に整理され

ています．授業づくりをご検討の際の参考としてご活用いただけることを期待いたします．

本年度は，教育課程・教育評価推進・健康危機管理の各委員会で実施された，モデル・コア・カリキュラム改訂版

の普及や評価基準の活用方法に関する検討の概要を本号に掲載しております．あわせて，夏季研修でのシミュレー

ション教育や積極的疫学調査に関する学習方法の共有内容も掲載しております．これらを含め，協議会における多岐

にわたる活動の展開を掲載しております．本誌は，会員校の教育実践や取り組みを共有し，保健師教育の発展に寄与

することを目的としております．保健師を取り巻く状況が変化するなか，多様な教育実践や工夫を誌面にお寄せいた

だくことが，全国の養成校の学び合いを広げる基盤になると考えております．ご投稿くださった皆さま，ならびに査

読にご尽力いただいた先生方に，ここに深く感謝申し上げます．編集委員会では，投稿の促進や紙面構成の工夫につ

いて意見交換を行い，次号に向けた準備を進めております．今後も，皆さまからの積極的なご投稿と情報発信を心よ

りお待ちしております．

 （編集委員　川崎涼子）
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編集委員会（五十音順）
委員長
　　伊藤美樹子（滋賀医科大学）
副委員長
　　古島大資（鹿児島大学）
会計担当
　　白片　匠（滋賀医科大学）

委　員
　　石川祥子（鹿児島大学）
　　板谷智也（宮崎大学）
　　川崎涼子（長崎大学）
　　聲高英代（大阪歯科大学）
　　髙本佳代子（別府大学）
　　山本真理子（大手前大学）
　　米澤洋美（石川県立看護大学）

「保健師教育」査読委員
（委嘱期間2025年 10月 1日～2027年 5月31日）

麻生保子 五十嵐久人 石﨑順子 石田千絵 井出成美 岩渕光子 岩本里織 上田　泉
植松勝子 江口晶子 江角伸吾 大倉美佳 大塚敏子 大宮朋子 岡　順子 岡本玲子
奥野みどり 小澤美和 掛本知里 桂　晶子 川南公代 河村　秋 神崎由紀 菊池チトセ
工藤恵子 久保善子 小板橋恵美子 越田美穂子 小島亜未 小林恵子 近藤明代 斉藤恵美子
齋藤公彦 佐々木久美子 佐藤公子 佐藤文子 佐藤美由紀 清水真由美 白石知子 杉本　洋
関　美雪 世古留美 臺　有桂 高城智圭 田口敦子 田場真由美 千葉敦子 塚田久恵
辻　京子 鶴田来美 富田早苗 中田晴美 長堀智香子 難波峰子 西嶋真理子 西地令子
長谷川美香 浜崎優子 播本雅津子 疋田理津子 平賀元美 廣金和枝 廣田幸子 福川京子
藤井智子 藤川あや 藤原和美 渕田英津子 眞﨑直子 松尾和枝 松永洋子 松原三智子
水谷聖子 水馬朋子 道林千賀子 三輪眞知子 村中峯子 望月聡一郎 望月由紀子 森　礼子
森永裕美子 矢庭さゆり 山口　忍 山口智美 山野井尚美 吉田和樹 吉田礼維子 両羽美穂子
若杉里実

今年度の投稿論文の受付期限は，9月末日です．ご投稿をお待ちしております．

【投稿論文送付先】
一般社団法人全国保健師教育機関協議会機関誌「保健師教育」編集係　宛
〒113-0033　東京都文京区本郷2丁目27番地16　大学通信教育ビル5階中西印刷（株）内
TEL: 03-3816-0738　FAX: 03-3816-0766　E-mail: japhnei-ed@nacos.com
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